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第４章 認定の申請等 

 

第１ 行政庁（認定法第３条） 

〇 公益法人制度において、所管の行政庁は法人及び行政庁の双方にとって外形的に判断でき

る基準が望ましいとの考えの下、法人の事務所が所在する場所と事業を行う地理的範囲とに着

目して、公益認定・監督処分等の権限を有する行政庁を定め、内閣総理大臣か都道府県知事

かの所管行政庁を明らかにしたものである。 

〇 具体的には、①２以上の都道府県の区域内に事務所を設置する公益法人、②公益目的事業

の実施区域を定款で定める場合に２以上の都道府県の区域内において行う旨を定める公益法

人は内閣総理大臣（認定法第３条第１号イ・ロ）、それ以外の公益法人はその事務所が所在す

る都道府県の知事が行政庁（同条第２号）となる93。また、公益目的事業を国内のほか海外でも

実施する旨定款で定める公益法人は、内閣総理大臣が行政庁となる。なお、認定法第３条第２

号で規定するとおり、第１号に掲げる公益法人以外の公益法人は、その事務所が所在する都道

府県の知事が所管するのであって、例えば、唯一の事務所がＡ県に所在し、公益目的事業をＢ

県の区域内のみにおいて行う旨を定款で定める公益法人を所管する行政庁はＡ県の知事とな

る。 

〇 この場合において、法人の事務所及び事業を行う地理的範囲については次のような考え方に

基づく。 

 

(1) 事務所 

〇 法人登記では、主たる事務所の所在地において、主たる事務所及び従たる事務所を登記する

こととなっているので（法人法第301条第２項第３号、第302条第２項第３号）、従たる事務所が

他の都道府県に設置されているかどうかは、法人登記の記載に基づき判断する。 

〇 定款、事業報告、パンフレット、ホームページ等において、支部、駐在所、その他の施設等の

記載がある場合でも、所管を決定する際の判断基準とはしない。また、登記上の従たる事務所

が事業の拠点としての実質を備えていない場合（例えば単なる倉庫程度）に限って、その旨の説

明を付すことによって、法人は従たる事務所を設けていないものとして申請することができる。な

お、海外の事務所は法人登記の対象ではないので、所管の行政庁に係る判断の材料にはなら

ない。 

 

 

 
 
93 認定法第３条第１号ハに基づく政令は制定されていない。 
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(２) 事業を行う地理的範囲  

〇 事業を複数の都道府県で行うか否かは、定款の記載によって判断する。定款において事業の

実施区域が記載されていない場合には、「公益目的事業をニ以上の都道府県の区域において

行う旨を定款で定めるもの」に該当しないものとして取り扱う94。 

〇 事務所が一の都道府県の区域内だけにとどまる場合であっても、例えば芸術団体で他の都道

府県でも興行している法人、学術団体や産業団体で他の都道府県からも幅広く社員、会員を組

織し、全国規模又は広域での学術や産業の発展を図るなど、達成すべき目的が一の都道府県

内に限定されない法人は、２以上の都道府県において事業を実施するものと考えられるので、

定款で他の都道府県を含めて公益目的事業の実施区域を定めることとなる。公益目的事業を

２以上の都道府県で行う定めのない法人については、行政庁は、その趣旨を確認し、実態に合

わせた申請の指導を行うことがあり得る。 

 

〇 一方で、公益目的事業を２以上の都道府県で行う定款の定めのある法人について、当該定め

が実態を伴わない場合には、行政庁は実態に合わせた申請の指導を行うことがあり得る。例え

ば、ネットワークを通じて他の都道府県の居住者もアクセスが可能である情報提供事業、他の都

道府県の居住者も購入が可能な物品頒布事業、他の都道府県の居住者も来場し又は利用が

可能な展示又は施設運営事業など、事業の受益者が他の都道府県に存在していても、法人自

らが県境を越えて他の都道府県で事業を実施しているとは評価されない場合、法人の事業計

画書の内容等から他の都道府県で事業を行わないことが明白である場合、他の都道府県にお

ける事業が単発的であったり不確定であったりする場合、他の都道府県において共催事業を行

うとしていても共催の実態がない場合などには、公益目的事業を２以上の都道府県において行

う旨を定款で定めた趣旨を確認することがあり得る。海外も含めて事業区域を定めている法人に

ついても同様の考え方で判断する。 

〇 なお、定款で定めた実施区域において事業を行っておらず、実施されないことが明白な場合に

は、定款に従った事業運営がされていないものとして、監督上の措置の対象となり得るものとす

る。 

 

 

 
 
94  法人が行う公益目的事業の実施区域についての定めは定款の必要的記載事項ではないが（法人法第11条

参照）、定款上の事業の実施区域の定めによって申請先が異なってくるので、定款において明らかにしておくのが

望ましい。 
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第２ 公益認定の申請（認定法第７条） 

〇 本条は、一般法人が、公益認定の申請に当たって申請書に記載する事項及び添付する書類

について規定するものである。 

〇 申請書には、法人の名称、代表者の氏名、公益目的事業を行う都道府県の実施区域、事務

所所在地、公益目的事業の種類と内容、収益事業等の内容を記載しなければならない（公益目

的事業の種類及び内容の記載については、第２章第１節第２(２)参照）。 

申請書には、定款に記載された公益目的事業の活動区域（全国又は事業を行う都道府県名）

を記載する。 

  主たる事務所及び従たる事務所は、登記（法人法第301条第２項第３号及び第302条第２項

第３号）された住所を記載する。従たる事務所が事業拠点としての実質を備えておらず、当該従

たる事務所を設けていないものとして選定した行政庁に申請する場合は、申請書にその旨の説明

を記載するものとする。 

  収益事業又はその他事業の内容を記載する際には、当該事業を反復継続して行うのに必要

な許認可の名称及び根拠法令等を記載するものとする。また、収益事業の利益の額が０円以下

である場合は、その理由又は今後の改善方策について記載する。 

  なお、公益認定がなされた場合には、申請書別紙１の基本情報として記載された情報は、原

則として、「公益法人ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」における公益法人等の詳細に公表されることになる。 

 

〇 申請書には、下記①～⑥の書類を添付して提出することとされている。 

① 法人の定款（認定法第７条第２項第１号） 

② 事業計画書及び収支予算書（同項第２号） 

③ 事業に必要な許認可等を受けていることを証明する書類（同項第３号） 

④ 経理的基礎を有することを明らかにする書類（同項第４号） 

ア）前事業年度末日（又は設立の日）の財産目録（規則第７条第２項第１号） 

イ）前事業年度末日（又は設立の日）の貸借対照表及び附属明細書（同項第２号） 

ウ）事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書類

（前年度の活動計算書等）（同項第３号） 

エ）その他経理的基礎を明らかにする書類（同項第４号） 

別添「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎」（様式集29頁参照）（財産基盤の明

確化・情報開示の適正性に係る資料） 

当該「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎」には以下の書類を添付する。 

・経理規程等（不適正な経理処理や財産管理を防止するためのルール） 

・会費に関する細則がある場合には、当該細則 
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・公益目的事業以外に使途を特定した寄附等がある場合には、使途の特定の内容がわか 

る書類（寄附規程、募金要綱等） 

別表 B（様式集19頁参照） 令和６年会計基準運用指針における「活動計算書の注記（５）

事業費・管理費の形態別区分」に準じて各会計区分別に形態別分類別（中科目別）の費

用額を記載した収支予算書を作成している法人は不要 

⑤ 理事等に対する報酬等の支給の基準（認定法第７条第２項第５号）（第３章第１（１３）参照） 

⑥ その他内閣府令で定める書類（同項第６号） 

ア：登記事項証明書（認定規則第７条第３項第１号）  

イ：理事等の氏名、生年月日及び住所を記載した書類（同項第２号）（「役員等名簿」様式集

30頁参照） 

  代表理事・外部理事・外部監事について明らかにする。 

ウ：上記のほか公益認定基準に適合することを説明した書類（同項第３号） 

・ 認定法第５条第２号、第１３号、第１７号等に適合することを説明した書類として別添「法

人の組織について」（公益社団法人の場合）又は（公益財団法人の場合） 

定款のほかに社員資格の得喪に関する細則を定めている場合は当該細則を添付する。

定款において会員等（名称を問わず、定款において法人の関係者として継続的に一定

の会費等を支払う者をいう）を置く旨が定められている場合に、会員の位置付け等に関

する細則が定められている場合は当該細則を添付する（上記④エとして提出されていれ

ば、二重に提出する必要はない。）。 

・ 同条第４号、第18号等に適合することを説明した書類（「株式等の保有状況」様式集28

頁参照） 

・ 同条第６号に適合することを説明した書類として別表 A（様式集10頁又は11頁参照） 

・ 同条第８号に適合することを説明した書類として別表 B（様式集15頁参照） 

・ 同条第９号に適合することを説明した書類として別表 C（様式集21頁参照） 

・ 同条第１０号、第１１号、第１２号、第１５号、第１６号等に適合することを説明した書類とし

て確認書（様式集31頁参照） 

エ：理事等が欠格事由に該当しないことを説明した書類（認定規則第７条第３項第４号）とし 

て確認書（様式集31頁参照。上記ウの確認書と同じ書面） 

オ：法人の事業・活動が欠格事由（認定法第６条第５号を除く）に該当しないことを説明した書

類（認定規則第７条第３項第５号）として確認書（様式集31頁参照。上記ウの確認書と同じ

書面） 

カ：滞納処分に係る国税・地方税の納税証明書（同項第６号） 

過去３年以内に滞納処分を受けたことがないことの証明書・発行日から３ヶ月以内のも 
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のである必要がある。国税にあっては納税証明書「その４」。地方税にあっては、様式が自

治体ごとに異なる。地方税（都道府県税及び市町村税）にあっては、納付義務がある税目

について、全ての税目に係る証明書が必要。 

キ：その他行政庁が必要と認める書類（同項第７号） 

・ 第２章において「行政庁の審査時に合理的に必要と考えられる書類、証憑類（事業計画

等に内容等が記載されていれば可）として示した書類（「公益性及び不特定多数性の確認

のためのチェックポイントの判断基準」（69頁～79頁参照。） 

・ 複数の事業又は組織（事業所等）がある場合には、事業・組織の体系 

 

〇 その他行政庁が必要と認める書類について、事業内容等に応じて必要と考えられる書類・証

憑等については第２章に記載している。本ガイドラインに記載がない書類を求めるときは、行政庁

は、申請法人に対して当該書類を必要とする理由を示すものとする。 

〇 上記のほか、任意に「参考情報」の提出を依頼することもあり得るが、その際には、法人に対し、

あくまで任意に求めるものである旨を示すものとする。 

〇 代理人による申請については、業として報酬を得て代理申請が行われる場合、法令遵守の観

点から、原則行政書士等（行政書士、行政書士法人、弁護士又は弁護士法人）からの代理申

請のみを認めることとし、行政書士名簿への登録を行っていない弁理士、公認会計士又は税理

士からの申請は無償で行っている場合を除き認めない9596 。代理申請には、委任状の添付が必

要である。なお、代理申請を含め実態として法人の事務局機能、事業実施等について外部に過

度に依存しているときには、公益法人としての技術的能力を備えていないものと判断される場合

もある。 

〇 行政庁は、公益認定をしようとするときは、次に掲げる者に対し、それぞれ掲げる事項について

意見を聴くこととされている（認定法第８条） 

① 許認可等行政庁（その事業を行うに当たり、許認可等を必要とする場合に限る。）：認定法

第５条第１号、第２号及び第５号並びに第６条第３号及び第４号に規定する事由（第３章第１

（１）・（２）・（４）及び第③・④参照） 

② 警察庁長官等：認定法第６条第１号ニ及び第６号に規定する事由（第３章第２①・⑥参照） 

 
 
95 行政書士法第２条の規定では、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士となる資格を有する者等は行政書士

となる資格を有するが、行政書士となる資格を有するだけでは代理申請について業として報酬を得て行うことが

できず、弁理士、公認会計士及び税理士については、登録料を支払い行政書士名簿への登録を行った者のみ

が「行政書士」（又は「行政書士法人」）として法人の代理申請を業として報酬を得て行うことができる（行政書士

法第６条、第19条第１項） 
96 弁護士（又は弁護士法人）については、弁護士法により法律事務全般を取り扱うことができる（弁護士法第72

条）。個人又は法人が無報酬での代理申請は、民法上の代理行為（民法第99条）として行うことができる。 
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③ 国税庁長官等：認定法第６条第５号に規定する事由（第３章第２⑤参照） 

そのほか、審査に当たって必要がある場合には、認定法第56条の規定により、官庁、地方公

共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることは可能である。 

〇 行政庁は、公益認定の申請に対する処分をしようとする場合（欠格事由に該当し、又は行政

手続法第７条の規定に基づき、認定を拒否する場を除く。）には、委員会等に諮問しなければな

らない（認定法第43条第１項第１号97）。その際には、認定法第８条の規定による許認可等行政

機関の意見を付さなければならないとされている。 

〇 委員会の答申は公表される（認定法第44条）。行政庁は、委員会の答申を尊重して処分を行

う。 

〇 行政庁は、公益認定をしたときは、その旨を公示することとされている（認定法第10条）。具体

的には、「公益法人 information」において、①法人コード、②法人の名称、③認定を受けた後の

法人の名称、④代表者の氏名、⑤主たる事務所の所在場所、⑥ 公益目的事業（原則として、

申請書の事業名等を転記）、⑦収益事業等（原則として、申請書の事業名等を転記）を公示す

る。 

〇 公益認定の申請は行政手続法上の申請であり、行政庁の決定は処分にあたる。行政庁の不

作為に対しては不作為の審査請求（第１章第５節第３）や不作為の違法確認訴訟（行政事件訴

訟法第３条第５項）によって、救済を求めることができる。また、不認定処分に対しては、法人は

審査請求（第１章第５節第３）や取消訴訟（行政事件訴訟法第３条第２項）によって、当該処分

を争うことができる。 

○ 公益認定を受けた場合には、遅滞なく、事業計画書の作成・備置き等が必要である（第５章第

２節第１（１）（備考）及び同（２）⑥参照）。 

 

第３ 変更の認定（認定法第11条） 

（これまでの経緯） 

〇 認定法においては、従来、公益法人が公益認定の①公益目的事業を行う区域等、②公益目

的事業の種類及び内容、③収益事業等の内容について変更する場合、内閣府令で定める軽

微な変更に該当する場合を除き98 、あらかじめ行政庁の認定を受けることとされていた。内閣府

令においては、①について行政庁の変更を伴わない区域等の変更、②及び③について申請書

記載事項の変更を伴わないものを軽微な変更とされていた。このうち、「申請書の変更を伴わな

いもの」については、FAQ において、事業の公益性についての判断が明らかに変わらず、申請書

 
 
97 都道府県知事が行政庁の場合は、認定法第51条の規定により準用される認定法第４３条。 
98 軽微な変更については、第４章第４「軽微な変更」を参照。 
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の参考情報として記載されているに過ぎない事項の変更と考えられる場合は届出とする運用を

行ってきたが、どのような場合に変更認定が必要であるか曖昧との批判があった。 

〇 変更認定手続には一定の期間を要し、公益法人の迅速な事業展開の阻害要因ともなり得る

ところ、最終報告においては、より柔軟・迅速な公益活動の展開を促進する観点から、公益目的

事業該当性の判断に実質的に大きな影響を与えない変更であって、かつ、当該変更後に不適

切な事態が発生した場合には事後の監督手段で是正し得るものは、届出事項とすることとする

方針が示された。 

〇 これを受け、公益性の判断基準の明確化、申請書記載事項の明確化、変更認定事項の届

出化を一体的に進めるとの考えで検討を進め、次の見直しが行われた。（第２章第１節第２、第

３、第４、第４章第４参照） 

・令和６年改正法により、収益事業等の内容の変更については、届出事項とする 

・令和６年の認定規則改正により、公益目的事業の一部の廃止など、類型的に公益目的事業

該当性に実質的に影響を与えないと判断されるものは、軽微な変更に含まれることを明記する 

・ガイドラインにおいて公益目的事業該当性の判断基準及び申請書記載事項を明確にする 

 

（変更認定申請が必要な場合） 

○ 公益法人は、①公益目的事業を行う都道府県の区域（定款で定めるものに限る。）又は主たる

事務所若しくは従たる事務所の所在場所の変更（従たる事務所の新設・廃止を含む。）、②公

益目的事業の種類又は内容の変更をしようとするときは、内閣府令で定める軽微な変更を除

き、行政庁の認定を受けなければならない（認定法第11条第１項）。 

 なお、変更認定が不要となる「内閣府令で定める軽微な変更」をした場合には、変更の届出

（認定法第13条第２号）が必要となる（第４章第４参照） 

○ 具体的には、次の場合に変更認定申請が必要となる。 

 

① 公益目的事業の実施区域又は事務所の所在場所の変更であって、行政庁の変更を伴うもの

（認定規則第９条第１号及び第２号により、行政庁の変更を伴わない場合は軽微な変更とされ

ている） 

・ 定款で定める公益目的事業の実施区域について二以上の都道府県から一の都道府県

の区域内に変更するもの（内閣総理大臣→一の都道府県の知事）及び一の都道府県の

区域内であったものが、定款を変更して二以上の都道府県の区域内となるもの（一の都

道府県の知事→内閣総理大臣） 

・ 登記を変更する事務所の所在場所（従たる事務所の新設又は廃止を含む。）の変更で

あって、事務所の所在場所が二以上の都道府県の区域内であったものが同一の都道
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府県の区域内となるもの（内閣総理大臣→都道府県知事）及び同一の都道府県の区域

内であったものが二以上の都道府県の区域内となるもの（都道府県知事→内閣総理大

臣） 

 

② 公益目的事業の種類又は内容の変更であって、次に該当しないものについて変更認定申請

が必要となる。 

ア：事業の一部廃止（認定規則第９条第３号イ） 

イ：事業の統合、再編、承継その他の変更であって当該変更後の事業が引き続き公益目的事

業に該当することが明らかであるものとして、内閣総理大臣が定めるもの（同号ロ） 

ウ：ア・イのほか申請書記載事項（最新のもの）の変更（字句の訂正その他の公益目的事業の内

容に実質的な影響を与えないことが明らかなものを除く。）を伴わないもの（同号ハ） 

すなわち、公益目的事業の種類の変更は、一部廃止の場合を除き、変更認定が必要となる。 

   ・ 公益目的事業の内容の変更は、申請書記載事項が変更される場合には、一部廃止、

上記イの場合などを除いて、変更の認定を要することになる（変更認定事項と変更届

出事項について、第２章第１節第４参照）。 

 

〇 上記に反して、認定を受けることなく変更した者は、罰則が適用される可能性がある（認定法

第62条第２号及び第３号） 

〇 変更認定の申請書には、変更に係る事項を記載しなければならない。申請書には、第２①～ 

⑥に掲載した添付書類のうち変更に係るもの（認定規則第10条第２項本文）のほか、次の書類

を添付する。 

  ・ 当該変更を決議した理事会の議事録の写し（同項第１号） 

  ・ 当該変更が合併又は事業の譲渡に伴う変更である場合（変更届出事項の場合を除く。）に

は、その契約書の写し（同項第２号） 

  ・ 行政庁が必要と認める書類（同項第３号）（具体的内容等については、第４章第２⑥キ参照） 

〇 行政庁の変更を伴う変更の認定申請は、変更前の行政庁を経由して行うこととされている（認

定法第12条第１項）。この場合において、申請書の提出を受けた行政庁は、速やかに変更後の 
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行政庁に連絡し、関係書類を送付するものとする99100。 

〇 公益認定基準（認定法第５条）及び欠格事由（認定法第６条）の規定は、変更認定において

準用されており（認定法第11条第４項）、公益認定と同じ基準が適用される。 

   ただし、変更認定申請を行う公益法人は、一度行政庁の公益認定を受け、行政庁の監督の

下で活動する法人であり、公益法人の業務運営全般について改めて審査を行う意義は乏しく、

行政効率に反するだけでなく、その審査に時間を要することは柔軟・迅速な公益活動の展開を

阻害することになりかねない。 

したがって、認定法に基づく勧告処分等が行われ、又は報告徴収（第６章第３節第２参照）若

しくは立入検査（（第６章第４節第２参照）の結果を踏まえて具体的な監督処分等が検討されて

いる場合を除き、変更認定申請に係る審査においては、変更認定において申請のあった変更

内容についてのみ行い、それ以外の基準については適合しているとして取り扱うことを原則とする

101 。この場合において、審査の過程で変更内容以外に確認すべき事項が生じた場合には、変

更認定申請に係る審査とは切り離して、監督上の措置の必要性について検討を行うものとする。 

   勧告処分等に対する公益法人の対応が明らかにならない限り、又は、報告徴収若しくは立入

検査の結果を踏まえた検討結果が出なければ、認定法第１１条で準用する認定法第５条及び

第６条に適合等するか判断できない場合には、行政庁（公益認定等委員会）は、それまでの間、

変更認定申請に係る審査を保留することが出来るものとする。 

〇 行政庁は、公益認定をしようとするときは、許認可等行政庁（変更に係る事業を行うに当たり、

許認可等を必要とする場合に限る。）に対し、認定法第５条第１号、第２号及び第５号並びに第

６条第３号及び第４号に規定する事由（第３章第１（１）・（２）・（４）及び第２③・④参照）の意見を

聴かなければならない（認定法第１１条第４項）。そのほか、審査に当たって必要がある場合に、

認定法第56条の規定により、官庁、地方公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めること

は可能である。 

〇 行政庁は、変更の認定申請に対する処分をしようとする場合には、原則委員会へ諮問し（認

定法第43条第１項第１号102 ）、委員会からの答申を受けて認定又は不認定の処分を行う。当

該答申は公表される（認定法第44条第1項）。 

 
 
99 現行システムは、公益法人が複数の行政庁とやり取りする仕様となっていないため、行政庁の変更を伴う変

更認定申請に関係する行政庁は、相互に密接に連絡を取り、法人に不都合が生じないようにすることが求められ

る。 
100 行政庁が認定又は不認定の処分を行ったときは、直ちに従前の行政庁に通知する（認定規則第12条第２

項）。認定の処分がされた場合には、変更後の行政庁は、変更前の行政庁から遅滞なく、関係書類等の引継ぎ

を受けなければならない（認定規則第12条第２項・第３項） 
101 これを前提に、内閣府においては、変更認定申請に係る標準処理期間を40日に設定している。 
102 都道府県知事が行政庁となる場合は、認定法第51条の規定により第43条の規定が準用される。 
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〇 行政庁は、変更認定をしたときは、その旨を公示することとされている（認定法第10条）。法人

コード、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在場所、公益目的事業（変更後のも

の）、収益事業等（変更後のもの）のほか、変更に係る説明について公示する（認定法第11条第

４項・第10条）。 

〇 行政庁は、変更認定をした場合において、①定款の変更があった場合には、当該変更後の定

款、②公益目的事業等の種類及び内容に変更があった場合には、変更後の公益目的事業の

種類及び内容、③事業計画及び収支予算書等に変更があった場合には、変更後の事業計画

及び収支予算書等を、行政庁における公表（認定法第22条第２項）の対象とするものとする（認

定法第22条第２項）（第５章第２節第１（５）参照）。 

※ 定款の変更については、不認定とする答申があった場合であっても、公益法人において

有効な改正が行われている場合には、改正後の定款が公表対象となることを踏まえ、処分

前に公表をすることとして差し支えない。 

 

第４ 変更の届出（認定法第13条） 

公益法人の適正な運営を確保するため、行政庁が把握しておく必要がある事項について変更

を行った場合に、遅滞なくその旨を届け出るべきことを求める。なお、公益法人の合併に伴う変更

については、変更の認定（認定法第１１条）、合併による地位の承継の認可（新設合併の場合。認

定法第25条）又は合併の届出（認定法第24条）を行う必要がある。 

 

① 「名称又は代表者の氏名」（認定法第13条第1項第１号） 

公益認定を受けた法人を特定するために必要な情報で変更の届出があった場合には、その旨

は公示される（認定法第13条第２項）。 

 

② 収益事業等の内容の変更（同項第２号） 

令和６年改正法で追加された（第４章第３参照）。 

    

③ 公益目的事業を行う区域等、公益目的事業の種類及び内容の軽微な変更（同項第３号） 

下記「変更の届出事項」表参照。 

なお、事業の実績・事業の日程や財務数値などについては、事業報告に該当年度のものを記

載すれば足りるため、申請書に記載することは適切ではないが、現に記載されている場合には、申

請時の状況についての参考として記載されたものとして扱い、内容の「軽微な変更」に当たらず、届

け出る必要はないものとする。 
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④ 定款（同項第4号） 

法人の基本文書であり、法人名や事業内容の変更を伴わない場合も含め、行政庁として把握

するとともに行政庁における公表の対象とする必要がある。 

 

⑤ 内閣府令で定める事項の変更（同項第５号） 

ア：代表者を除く理事等又は会計監査人の氏名若しくは名称（認定規則第13条第２項第１号） 

イ：役員等の報酬等の支給基準（同項第２号） 

ウ：事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等（同項第３号） 

変更後の許認可の内容について「別紙２ 法人の事業について（様式集7頁）」記載し、許認

可等を証する書面を添付する。許認可等に期限がある場合において、これを更新した場合も変

更に含まれる。 

 

〇 公益法人は、上記の変更を行った場合には、「遅滞なく」、つまり、正当な又は合理的な理由

による遅滞を除き速やかに届け出ることが求められている。例えば、添付書類の観点から変更に

かかる登記手続が必要な場合、登記手続が完了して登記事項証明書の提出が可能になるま

での合理的な期間後すぐに届出がされなければならない。 

公益認定の際に提出を要する書類（第４章第２①～⑥参照）に掲載のうち、当該変更に係る

ものを添付した届出書（認定規則第13条第１項）を提出しなければならない（同条第３項）。変

更の届出を怠ること等は過料の対象となる（認定法第66条第１号）。 

○ 行政庁は、変更届出の際に提出された財産目録等については、認定法第22条第２項に基づ

き、公表するものとする。 

 

○ 変更の届出事項 

根拠条文 変更内容 備考 

認定法第13条第１項 

第１号 名称又は代表者の氏名の変更  

第２号 収益事業等（収益事業又はその他事業）の内容の変更 

（例）収益事業等の新設・変更・廃止のいずれも届出対象 

 

第３号 認定規則第９条各号（公益目的事業の「軽微な変更」として以下が届出対象） 

 第 １

号 

行政庁が内閣総理大臣である公益法人の公益目的事業を行う

都道府県の区域の変更（定款に定めるものに限る。）又は事務

所の所在場所の変更（従たる事務所の新設又は廃止を含む。）

行政庁の変

更 を 伴 う 場

合は変更認



第４章 認定の申請等 
 

124 
 

であって、当該変更後の公益目的事業を行う区域又は事務所

の所在場所が二以上の都道府県の区域内であるもの 

定事項 

第 ２

号 

行政庁が都道府県知事である公益法人の事務所の所在場所

の変更（従たる事務所の新設又は廃止を含む。）であって、当

該変更前及び変更後の事務所の所在場所が同一の都道府県

の区域内であるもの 

第 ３

号イ 

公益目的事業の一部の廃止 

（例）公１、公２・・・と公益目的事業が複数ある場合に公○を削除するもの 

（例）一の公益目的事業が細分化されている場合にその一部（公1-1、公1-2-

2等）を削除するもの 

（注）一の公益目的事業のうち、幹となる事業を廃止して、付随的事業のみを

存続することは通常想定されない。そのような場合は、行政庁において、

当該事業の公益目的事業該当性について法人の説明を求め、必要に応

じて監督措置を講ずることがある。 

第 ３

号ロ 

公益目的事業の統合、再編、承継その他の変更であって、当該変更後の事業

が引き続き公益目的事業に該当することが明らかであるものとして、内閣総理

大臣が定めるもの 

ⅰ 各公益目的事業の申請書記載事項等に変更なく、事業の単位（公１，公

２、細分化された公1-1、公２‐３など）の統合・分割・再編などを行う場合 

統合の例：公1‐1と公２‐３を新公３‐１と新公３‐２とするなど 

分割の例：公３を新公４と新公５にする、公３‐1を新公３‐３及び新公３‐４とする

など 

再編の例：公１‐１と公２‐４、公３‐１～３を統合して新公１とし、公１‐２と公２‐１

～３を統合して新公２とするなど 

ⅱ 公益法人である吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人からその公益目

的事業をその申請書記載事項等に変更なく引き継ぐ場合（吸収合併存続法

人の定款目的の範囲内であることは必要。） 

ⅲ 公益法人が他の公益法人の公益目的事業の譲渡を受け、その公益目的

事業を申請書記載事項に変更なく引き継ぐ場合（譲渡を受ける公益法人の

定款目的の範囲内であることは必要。 

ⅳ 自然災害その他の緊急事態にあって、当該法人の人材又は保有財産を活

用して迅速に対応することが求められる場合（特定の地域で公益目的事業

を実施することとしている法人が、当該地域以外の地域で事業を行う場合も
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含む。）において、短期間、対価収入（社会通念に照らしてその実施に要した

費用を超えないことが明らかな対価収入を除く。）を得ることなく事業を行う場

合 

ⅴ 事業区分ごとの事業の特性、内容等に照らして当該変更後の事業が引き

続き公益目的事業に該当することが明らかであるものと定めた場合 

第 ３

号ハ 

公益認定を受けた認定法第７条第１項第３号に掲げる事項を記載した書類（変

更の認定を受けた場合又は変更を届け出た場合にあっては、それらのうち最も

遅いものに係る当該書類）の記載事項の変更（字句の訂正その他の公益目的

事業の内容に実質的に影響を与えないことが明らかであるものを除く。）を伴わ

ないもの 

（例）固有名詞が記載されている場合などであって、字句や名称の修正等、形

式的な変更であることが明らかな場合など 

第４号 定款の変更（名称、事業内容の変更等に伴い提出された場合を除く。） 

第 ５

号 

認定規則第13条第２項各号 

第 １

号 

理事（代表者を除く。）、監事及び評議員又は会計監査人の氏名若しくは名称 

第 ２

号 

理事、監事及び評議員の報酬等の支給の基準（認定法第５条第14号） 

第 ３

号 

公益目的事業又は収益事業等を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許

認可等 

 

 

第５ 合併等の届出（認定法第24条） 

〇 公益法人が合併等の組織変更を行う場合103や公益目的事業を全て廃止する場合に、あらか

じめ行政庁に届出を行うことを義務付けるもの。変更の認定を要する場合以外、合併や事業の

一部譲渡については合併や事業譲渡に伴う組織や事業内容の変化を適切に把握するため、事

業の全部譲渡及び公益目的事業の全部廃止については、認定取消しを確実に行うため、事前

の届出義務を定めている。 

〇 本条の内容（適用場面） 

 
 
103  法人及び行政の関係者が合併に係る手続を容易に理解できるよう、合併に係る手続について類型別に、

示した資料を今後作成予定。 
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 （合併に伴うもの） 

・ 吸収合併存続法人（法人法第244条第1号）であって、認定法第１１条第１項各号の変更の

認定を要しない場合 

・ 吸収合併消滅法人（同号。被合併法人）になる場合 

・ 新設合併消滅法人（法人法第254条第1号）となる場合であって、認定法第25条第１項の

認可の申請をしない場合 

（事業譲渡・全部廃止） 

・ 事業の一部譲渡（公益目的事業の内容の変更が認定規則第９条各号の軽微な変更に該当

する場合又は収益事業の内容の変更である場合に限る。）を行う場合。 

・ 事業の全部譲渡（当該事業の譲渡に関し変更の認定の申請をする場合を除く。）又は公益

目的事業の全部廃止を行う場合（これらの場合、全部譲渡又は廃止を行った公益法人は公

益目的事業を実施しないため、公益認定の取消しの処分が行われることとなる。） 

○ 公益法人が、認定法第24条第1項第1号に基づき合併の届出を行う場合においては、合併契

約書の写し及び当該合併を決議した理事会の議事録の写しを、同項第２号に基づき事業の全

部又は一部の譲渡を行う場合においては、譲渡契約書の写し及び当該譲渡を決議した理事会

の議事録の写しを、公益目的事業の全部廃止を行う場合においては、当該廃止を決議した理

事会の議事録の写しを添付（認定規則第59条第２項）した届出書（様式第６号）を行政庁に提

出しなければならない（認定規則第59条第１項）。 

○ 公益法人が消滅する合併で、その権利義務を承継する法人が公益法人ではない場合には、

定款の定めに従い、公益目的取得財産残額に相当する財産の贈与を行わなければならない

（認定法第30条）。このため、合併の届出に当たっては、公益目的取得財産残額の見込額及び

その算定の根拠を記載した書類を添付しなければならない（認定規則第67条第１項）。合併の

日の前日104 における公益目的取得財産残額が届出をした見込額と異なる場合には、同日から

３ヶ月以内に公益法人の権利義務を承継した法人は、公益目的取得財産残額の変動の報告

（様式第12号）を行わなければならない。報告には、見込額からの差分の明細、非償却資産の

時価の根拠を記載した書面等を添付しなければならない（認定規則第68条）。 

○ 吸収合併存続法人が、認定法第24条第１項第１号の規定による合併の届出をし、当該合併

により認定法第13条第１項各号に掲げる変更があった場合、合併の効力発生後、遅滞なく、当

該変更があった旨を記載した書類及び当該変更に係る認定法第７条第２項各号に掲げる書類

を行政庁に提出しなければならない（認定規則第59条第３項。第５章第４公益目的事業財産、

公益目的取得財産残額及び区分経理 参照）。 

 
 
104 認定規則第66条第３号参照 
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〇 内閣府は、法人及び行政の関係者が合併に係る手続を容易に理解できるよう、合併に係る手

続について類型別に、示した資料を今後作成予定である。 

 

第６ 合併による地位の承継の認可（認定法第25条） 

〇 新設合併（法人法第254条～第260条）により新設合併消滅法人の権利義務が新設合併に

より設立される法人（以下「新設法人」という。）に包括承継される際、公益認定にかかる消滅法

人の地位について当然承継させることは適当ではないため、行政庁の認可を必要とするもの。 

〇 新設合併契約を締結した公益法人（二以上あるときはその一）は、新設合併契約書、定款の

案その他の書類を添付した認可申請書（様式第７号）を提出し、行政庁が、認定法第５条の公

益認定基準に適合し、認定法第６条の欠格事由のいずれにも該当しないと認めて認可（認定法

第２５条第２項）をした場合には、新設法人は、新設法人成立の日に、消滅法人の公益認定に

係る地位を承継する（同条第３項）。 

○ 地位の承継の認可の申請には、認定法第７条の規定が準用される。その際、添付書類につい

て「定款」を「新設合併契約書及び定款の案」と読み替える等とされていることに留意する（認定

法第25条第４項）。また、添付書類については、読み替えて準用される認定法第７条第２項第１

号から第５号までに掲げる書類（第４章第２参照）のほか、認定規則第60条第２項各号に掲げる

書類を添付する必要がある。これらの書類は、新設合併により消滅する法人の当該合併を決議

した理事会の議事録の写し及び滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書が求められるこ

と、法人設立前であるために登記事項証明書が不要であること等を除き、基本的には当該合併

によって設立する新設法人について、認定規則第７条に掲げられている書類と同様である（第４

章第２ 参照）。 

○ 地位の承継の認可申請が行政庁の変更を伴う場合には、上記一の公益法人105が、所管の行

政庁に申請書を提出し、変更前の行政庁から変更後の新設法人を所管することとなる行政庁

に提出され（認定法第25条第4項・第12条第１項）、新設法人を所管することとなる行政庁にお

いて審査される。 

審査した行政庁は、認可又は不認可の処分を行ったときは、直ちに変更前の行政庁（合併に

より消滅する公益法人がニ以上ある場合にあっては、それぞれの公益法人を所管する行政庁と

する。）に通知する（認定規則第12条第２項）。地位の承継が認可された場合には、通知を受け

た行政庁は、遅滞なく、消滅する公益法人に係る認定法の規定に基づく事務に関する帳簿及び

書類（電磁的記録を含む。）を引き継ぐほか、変更後の行政庁が必要と認める引継ぎを行う（認

定法第25条第４項において準用する第12条第２項・認定規則第12条）。 

 
 
105 上記一の公益法人以外の公益法人は、認定法第24条第１号の合併の届出を当該法人の行政庁に提出す

る。 
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○ 新設合併による新設法人の地位の承継の認可は公示される（認定法第25条第４項において

準用する第10条）。 

  内閣府は、法人及び行政の関係者が合併に係る手続を容易に理解できるよう、地位の承継の

認可手続を含め、合併に係る手続について類型別に、示した資料を今後作成予定である。 

 

第７ 解散の届出（認定法第26条） 

〇 公益法人が法人法第148条又は第202条に掲げる事由により解散した場合は、一部の場合

106 を除いて、清算手続を開始することとなる（法人法第206条第１項）。本条は、公益法人が解

散した場合に、解散から清算の結了までの清算手続における一定の事務の完了ごとにその旨を

行政庁に届け出ることを、当該解散した公益法人の清算人（破産管財人）の義務として定める。 

これにより、法令に従った清算手続を確保し、社会的なサポートを受け蓄積された公益法人

の残余財産が、定款に定める者に対し適正に帰属されるよう、行政庁として把握するものである。 

〇 具体的には、①合併以外の理由により解散した場合には、解散の日から1か月以内にその旨

（登記事項証明書を添付）を、②債権者に対する公告等の期間が経過したときは、遅滞なく、残

余財産の引き渡しの見込み（残余財産の引き渡しを受ける法人が認定法第５条第20号イからト

に掲げる法人であるときは、その旨を証する書類を添付）、③清算が結了したときは、遅滞なく、

その旨（登記事項証明書及び決算報告書を添付）することとされている。また、残余財産の引き

渡し見込額に変更があったときも、届出が必要とされている（認定法第26条・認定規則第62条） 

○ 法人認定法第５条第20号イからトまでに掲げる法人に該当する法人である旨を証する書類と

して、当該の登記事項証明書の提出を求める。 

 

第８ 公益認定取消しの申請（認定法第29条第１項第４号） 

○ 公益法人が経営判断として一般法人として活動することを選択する場合、当該公益法人はい

つでも公益認定の取消しを申請することが可能である。公益法人からの公益認定の取消しの申

請があった場合には、行政庁は公益認定を取り消さなければならないとされている。 

○ 認定取消しの申請については、その効果の重大性を踏まえ、申請の理由を記載した申請書を

提出して行うこととし、認定取消しについて決議した理事会の議事録を添付するものとする。また、

当該申請には、公益目的取得財産残額の見込額及びその算定の根拠を記載した書類を添付

しなければならない（認定規則第67条）とされている。添付書類には、公益目的取得財産残額

の見込額（第５章第１節第４（３）③参照）及び公益目的取得財産残額に相当する額の財産を

 
 
106 合併により解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続

が終了していない場合 
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贈与する予定の相手方を記載し、算定に当たっての明細及び贈与を予定する相手方法人の登

記事項証明書107 （財産の引き渡しを受ける法人が認定法５条第20号イからトに掲げる法人であ

る場合に限る。）をあわせて添付する。 

原則として申請の理由は問題とならないが、公益認定基準違反や欠格事由への該当があり、

欠格事由（認定法第６条第１号イ及び第２号）への該当を逃れるために申請が行われたと認め

られる場合には、行政庁として、認定法第29条第１項第４号以外の理由で公益認定取消しを

行うことがあり得る。 

○ 行政庁は、上記の添付書類の見込額を精査し、贈与すべき公益目的取得財産残額が適切

に算定されていない場合には、その額を増額し、又は減額する（認定規則第67条第３項）。また、 

   財産の引き渡しを予定する法人が、認定法第５条第20号の要件に該当しないときは、行政

庁は、必要な補正を求めるものとする。 

○ 認定取消し後の手続については、第５章第１節第４（３）②認定取消等の場合の手続き（公益

目的取得財産残額）参照。 

○ 公益認定の取消しの申請に係る具体的な手続については、「公益法人 information」に掲載の

「公益認定の取消しの申請に伴う手続について（平成28年10月）」を参照する。 

 

第９ 定款に関する留意事項 

〇 特例民法法人が移行認定又は移行認可を受けるに際しては、その定款の内容が認定法等に

適合していることが移行認定又は移行認可の基準とされていたところ（整備法第100条第１号）、

行政庁が審査を行うに際しての考え方を示すため、「移行認定又は移行認可の申請に当たって

定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について（平成20年10月10日内閣府

公益認定等委員会）」（以下「留意事項」という。）を示していた。 

〇 一方で、公益認定においては、認定法第５条第20号及び第21号に規定する定款の定めがあ

ることが公益認定基準とされているほか、定款の内容が法令に違反しているものは、公益認定を

受けることができないとされている（認定法第６条第３号）ことからも明らかなように、法人自治に

よる定款内容の決定及びこれに基づく法人の運営は、法人法及び認定法の明文の規定やその

趣旨を潜脱・没却しないものであることが前提となる。移行期間完了後も、定款にどのような定

めが置かれているかという点は、認定の審査と不可分の関係にあるため、実務者の間では、認

定の申請及び審査においても引き続き留意事項が参照されている。 

〇 そのため、今般、留意事項記載事項のうち引き続き実務者にとって有用と考えられる事項を

整理し、以下に記載することとする（定款での定め方のイメージについては、モデル定款を参照

 
 
107 解散の届出に当たり、当該法人の登記事項証明書の提出を求めることと同趣旨。 
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のこと。）。 

〇 なお、令和６年の公益法人制度改革により、法令上定款で定めなければならないとされている

事項に係る規定について条項の移動が発生しているが（公益目的取得財産残額の贈与先に係

る規定が認定法第５条【第17号⇒第20号】など）、既存の定款の定めについては、当然に読み

替えるものと解釈し、他の定款変更の必要がある機会に合わせて変更すれば足りるものとして差

し支えない。また、法令改正だけでなく、公益法人会計基準の見直しにより、「正味財産増減計

算書」を「活動計算書」に改める改正が行われているが、両者はともに認定規則に規定する「損

益計算書」を指すことは明らかであり、このように新制度と定款の定めにおける、解釈上間違える

余地のない名称等の違いについても、各法人において特段の支障があると判断される場合を除

き、同様に取り扱って差し支えない。 

 

（１） 役員等（理事、監事及び評議員）以外の者に一定の名称を付すこととする場合 

〇 法人法は、法人のガバナンスを確保するため、理事、監事、社員、評議員、代表理事、業務

執行理事及び会計監査人などの法人のガバナンスを担う機関を法定し、これらのものの地位と

役割に関し、選任・解任手続、資格、定数、任期、権限、責任、設置義務の範囲、報酬、欠員

が生じた場合の措置等についてそれぞれ規律を設けることにより、ガバナンスを担うこととなるも

のの位置付けを明確化し、併せて機関相互の権限関係をも規定することにより適正な法人運営

がなされるよう図っており、対外的にも、法人のガバナンスを担う立場にあるものの地位や役割を

明らかにしている。 

〇 また、法人法は、法人が事業活動を行うに際して、その相手方が不測の損害を被るのを防止

するため、対外的に法人を代表する権限を有する理事を「代表理事」と規定した上で（法人法

第21条、第162条第１項）、法人が、代表理事以外の理事に「理事長」その他法人を代表する

権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の

第三者に対してその責任を負う（法人法第82条、第197条）ものとしている。 

〇 上記の法人法の趣旨を踏まえ、公益法人においては、役員等（理事、監事及び評議員）以外

の者に対して、法律上の権限はないが、権限を有するかのような誤解を生じさせる名称（役職）

を付す場合108 には、原則として、定款に、その名称、定数、権限及び名称を付与する機関（社

員総会、理事会等）についての定めを設けることが望ましい。 

 

 
 
108 例えば、代表権のない者（代表権を有しない理事を含む。）に対し、「理事長」など法人を代表する権限を有

するものと認められる名称を付した場合には、法人が表見代表（法人法第82条）ないし表見代理（民法第110条

等）の責任を負う可能性がある。 
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（２） 法律上の名称を定款において通称名で規定する場合 

〇 法人法は、法人のガバナンスを確保するため、法人の重要事項の意思決定、業務執行の決

定、職務の執行を行う機関として、社員総会、評議員会、理事会、代表理事、業務執行理事等

の機関を法定し、その構成員、招集手続、決議方法、権限、瑕疵ある決議の内容や手続の是

正方法等についてそれぞれ詳細な規律を設けるとともに、機関相互の権限関係を規定すること

により適正な法人運営がなされるよう図っている。 

〇 上記の法人法の趣旨を踏まえ、 

① 法人の運営に際し、法律に根拠のない任意の機関（会議体）を定款に設けて運営する場合に

は、当該機関の名称、構成及び権限を明確にし、法律上の機関である社員総会、評議員会又

は理事会等の法定権限を奪うことのないように留意する必要がある（法人法第35条第４項、第

178条第３項等参照）109。 

② 法の名称とは異なる通称名や略称を定款に使用する場合（例えば、社員総会を「総会」、代

表理事を「理事長」と表記するような場合）には、「法律上の名称」と定款で使用する名称がど

のような関係にあるのかを、定款上、明確にすることが望ましい。 

 

（３） 代議員制度 

〇 定款に、当該（公益社団）法人に会費を納めている会員に選挙権を与え、会員の中から社員

を選出するための選挙を行い、当該選挙により選出された者を任期付きの社員とする旨の定め

を設ける、いわゆる代議員制を採用する際には、法人法・認定法の趣旨を潜脱・没却しないもの

とする必要がある。 

〇 一般社団法人における社員総会は、役員の人事や報酬等を決定するとともに、定款変更、解

散などの重要な事項の意思決定をすることができる法人の最高意思決定機関である。そのため、

一般社団法人の実態としては社員となることができる資格のある者が多数いるにも関わらず、社

員の範囲を狭く絞って社員総会を運営し、多様な意見を反映する機会を設けることなく、構成

員のうちの一部の勢力のみが法律上の「社員」として固定されてしまうような場合には、当該一

般社団法人の実効性のあるガバナンスを確保することができなくなる。例えば、社員総会で議決

権を行使することとなる「代議員」の選定を理事又は理事会で行うこととすると、理事や理事会

の意向に沿った少数の者のみで社員総会を行って法人の意思決定をすることともなりかねない

 
 
109 例えば、一部の理事と事務局員等で構成する「常任理事会」や「常務会」を設け、当該機関において理事会

の審議事項の検討等の準備を行うこととすることは可能であるが、それに加えて、「当該機関の承認がない事項

については理事会で決定することができない」旨の定めを設けることは、理事会の権限を制約することとなるため

許されない。なお、定款に記載することなく、当該機関の運用において法定の機関の権限を制約するような運用

をすることも、許されない。 
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ため（法人法第35条第４項、認定法第５条第17号イ参照）、会員の中から社員（代議員）を選

定する方法は特に留意する必要がある。また、社員の範囲を狭く絞ることにより、法人法が社員

に保障した各種の権利を行使できる者の範囲が狭まることとなり、社員権の行使により法人のガ

バナンスを確保しようとした法の趣旨に反することともなりかねない。 

〇 以上のような問題意識を踏まえ、公益社団法人が代議員制を採る場合に、「定款の内容が法

令に違反」せず、「社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取

扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること」その他の公益認定基準を

満たすと判断されるためには、合理的な理由がある場合を除き、定款の定めにより、以下の５要

件を満たすことが重要である。 

① 「社員」（代議員）を選出するための制度の骨格（定数、任期、選出方法、欠員措置等）が定

款で定められていること。定款における「社員の資格の得喪」に関する定め（法人法第11条第１

項第５号）の内容として、少なくとも、定款において、社員の定数、任期、選出方法、欠員措置

等が定められている必要がある。 

② 各会員について、「社員」を選出するための選挙（代議員選挙）で等しく選挙権及び被選挙権

が保障されていること。代議員（社員）の選定方法の細部・細則を理事会において定めることと

しても、少なくとも、「社員の資格の得喪」に関する定め（法人法第11条第１項第５号）の内容と

して、選挙（代議員選挙）で等しく選挙権及び被選挙権が保障されていることを定款で定める

必要がある（認定法第５条第17号イ参照）110。 

③ 「社員」を選出するための選挙（代議員選挙）が理事及び理事会から独立して行われているこ

と。①で、社員（代議員）の選出方法を定款に定めた場合でも、理事又は理事会が社員を選定

することとなるような定めは法人法第35条第４項の趣旨に反する。定款の定めにおいては、②

の内容とともに、選挙（代議員選挙）が理事及び理事会から独立して行われていることを明記

することが考えられる。 

④ 選出された「社員」（代議員）が責任追及の訴え、社員総会決議取消しの訴えなど法律上認

められた各種訴権を行使中の場合には、その間、当該社員（代議員）の任期が終了しないこと

としていること。例えば、社員が責任追及の訴えを提起したものの、訴訟係属中に任期満了に

より当該社員が社員の地位を失った場合には、代表訴訟の原告適格も失うおそれが高い。そ

のため、比較的短期間の任期の社員を前提とする代議員制においては、事実上、任期満了

間際に社員が訴権を行使できなくなるため、社員に各種の訴権を保障した法の趣旨を踏まえ、

 
 
110 認定法第５条第17号イについては、第３章第１（15）参照。各会員の選挙により「社員」を選出する代議員選

挙においてもこの理は妥当し、代議員選挙の運用に際し、会員間の選挙権・被選挙権等に一定の差異を設ける

ことが当該法人の目的、事業内容に照らして合理的な関連性及び必要性があれば許容され得る。 
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上記の内容を定款に定める必要がある。 

⑤ 会員に「社員」と同等の情報開示請求権等を付与すること。法人法は、「社員」によるガバナ

ンスの実効性を確保するため社員たる地位を有する者に各種の権利を付与している。このよう

な法人法の趣旨を踏まえ、社員の法人に対する情報開示請求権等を定款の定めにより「会

員」にも認める必要がある。 

 

〇 複数の種類の会員資格（例えば、個人会員、法人会員、学生会員、名誉会員、賛助会員等）

を設けている公益社団法人にあっては、どの種類の会員が選挙権・被選挙権を有するか（上記

②の要件）、情報開示請求権等を付与されるのか（上記⑤の要件）を定款に明示することが必

要である111 。その際には、認定法第５条第17号ロの趣旨、すなわち、議決権について不当に差

別的な取扱いを禁止することにより社員総会における意思決定に偏りが生じることを防止すると

ともに、資力を有する一部の社員によって社員総会の運営が恣意的になされることを防止しよう

とした趣旨を踏まえつつ、当該公益社団法人の事業活動に関心を持ち、その法人の重要事項

の意思決定の過程に関与すべき立場にある種類の会員に選挙権・被選挙権等を付与すること

となる（会員の種類間で区別を設けることが、当該公益社団法人の目的、事業内容に照らして、

合理的な関連性及び必要性があれば許容される。）112。 

 

（４） 社員総会及び評議員会の決議要件（定足数）並びに理事の選任議案の決議方法 

〇 法人法は、社員総会（評議員会）に理事の選任権を形式的に付与しているだけでなく、理事の

選任過程の適正を確保するため、種々の方策を講じている。すなわち、法人法は、社員（評議

員）１人に１議決権を付与する（法人法第48条第１項本文、第178条第１項、第189条）だけで

なく、社員総会（評議員会）を招集するに際しては、理事の選任議案の内容を全ての社員（評議

員）に通知するものとし（法人法第39条第１項、第２項第２号、第４項、第38条第１項第５号、第

41条、第42条等）、理事及び監事に社員（評議員）への説明義務を課している（法人法第53条、

第190条）。さらに、法人法は、社員（評議員）が自分自身で議案の提案権を行使し、別の候補

者を役員とする選任議案を提案し、その議案の要領を招集通知に記載することを請求すること

 
 
111 なお、社員（代議員）の選挙を他の法人や団体に完全に委ねることは不相当である。例えば、提携先の法人

等（連携法人・連携団体）との間に、法人の目的、社員（構成員）の構成等について密接な共通関係がある場合

であっても、社員（代議員）の選出に際しては、この考え方が没却されることのないように、公益社団法人の責任

者による一定の関与の下にその社員（代議員）の選挙が行われることが必要であることに留意すべきである。 
112 代議員制を採用する公益社団法人に限らず、複数の種類の会員資格（例えば、個人会員、法人会員、学

生会員、名誉会員、賛助会員など）を設けている公益社団法人が、特定の種類の会員のみをもって「社員」とす

る旨の定款の定めを設ける場合も同様であり、当該公益社団法人の事業活動に関する重要な事項の意思決定

に関心を持ち、これに関与すべき立場にある種類の会員のみを社員とすることが、当該公益社団法人の目的、

事業内容に照らして、合理的な関連性及び必要性があれば許容される。 
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ができることともしている（法人法第43条から第45条まで、第184条から第186条まで）。また、

決議に際しても、総社員の議決権（議決に加わることができる評議員）の過半数を有する社員

（評議員）の出席を要することとされている（法人法第49条第１項、第189条第１項）。 

このように、法人法は、あらゆる規律を通して、選任手続を可能な限り慎重ならしめ、社員総

会（評議員会）における実質的な審議を経て適正に理事が選任されるための種々の方策を講じ

ている（認定法第５条第17号イ及びロも参照）。 

〇 この点、仮に、公益社団法人における社員総会の普通決議の決議要件（定足数）の定款の定

め（法人法第49条第１項）として、この要件を大幅に緩和したり、あるいは撤廃する定めを設けた

場合には、総社員のうち、ごく一部の社員のみで理事の選任が決定されることとなり、上記の法

の趣旨が没却されることとなる113。 

また、理事の選任議案を社員総会（評議員会）で決議する方法について、例えば、 ４人の理

事の選任議案の決議（採決）を４人一括で決議（採決）することとした場合には、本来、１つ１つ

の議案（１人１人の理事の選任議案）ごとに賛成又は反対の意思を表明することができるはずの

社員（評議員）に対して、全議案について全て賛成か又は全て反対かという投票を強制すること

となり、上記の法の趣旨が没却されることとなる。 

〇 以上のような法の趣旨及び考え方を踏まえると、 

① 公益社団法人が、定款の定めにより、社員総会の普通決議の決議要件（定足数）を大幅に

緩和し、あるいは撤廃することは、僅かな社員のみによる意思決定が可能となり、「社員の議決

権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものである」と判断でき

ない可能性がある。この点、定款の定めにより、社員総会の普通決議の決議要件（定足数）を

緩和することとする場合には、例えば、普通決議の決議要件（定足数）の定めとして、「総社員

の議決権の３分の１を有する社員の出席」を要することとする程度の定めを設けることが考えら

れる（このような定めを設けた場合には、総社員の議決権の６分の１（約16.7パーセント）を超え

る賛成さえあれば理事を選任又は解任することができることとなる。）。なお、定款に社員総会

の普通決議の決議要件（定足数）についての定めを設けない場合には、法人法第49条第１項

の原則どおり、「総社員の議決権の過半数を有する社員の出席」が必要となる。 

 

 

 

 
 
113 公益財団法人における評議員会の普通決議の決議要件（定足数）については、撤廃することはもちろん、緩

和すること自体も認められていない（法人法第189条第１項）ため、評議員会の普通決議の決議要件（定足数）

を緩和する内容の定款の定めは無効となる。 
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② 社員総会又は評議員会で理事の選任議案を採決する場合には、各候補者ごとに決議する

方法を採ることとすべきであり114 、定款に、社員総会又は評議員会の議事の運営方法に関す

る定めの一つとして、「理事の選任議案の決議に際し候補者を一括して採決（決議）すること」

を一般的に許容する旨の定めを設けることは相当でない。 

 

（５） 社員総会及び評議員会の理事の選任権限と第三者が関与できる範囲 

〇 社員総会又は評議員会の理事の選任権限は、定款の定めをもってしても奪うことができない

ため（法人法第35条第４項、第178条第３項）、定款において、社員総会又は評議員会以外の

機関がその決定をくつがえすこととなるような定めを設けることはできない。 

また、「理事の選任は、○○（例えば、代表理事、設立者）が行う」との定めは、社員総会又は

評議員会の理事の選任権限を奪っており無効である。このほか、「社員総会（評議員会）におい

て理事を選任する場合には、○○（例えば、代表理事、設立者）の同意を得なければならない」

旨の定めは、社員総会又は評議員会以外の者（機関）に拒否権（事実上の決定権）を与えるこ

ととなり得るため無効である。なお、「社員総会（評議員会）が理事を選任又は解任する場合に

は、○○（例えば、設立者、定款で指定した者）の意見を参考にすることができる」旨の定めは、社

員総会又は評議員会以外の者（機関）に拒否権（事実上の決定権）を与えているとまではいえ

ないため、許容される。 

 

（６） 評議員の構成並びに選任及び解任の方法 

〇 評議員は、一般財団法人の運営がその目的から逸脱していないかを監督する重要な立場に

ある。すなわち、法人法においては、一般財団法人の運営の適正を確保するため、評議員の資

格を有している者に対し評議員会の議決権を与え、理事、監事、会計監査人の選解任権、報

酬等の決定権を与えて役員等の人事権を独占させた上、決算の承認、定款の変更など法人運

営における重要事項の最終的な意思決定権を付与している。さらに、評議員には、理事の違法

行為の差止請求権、役員等の解任の訴えの提訴権など法人の適切な業務運営を確保するた

めの種々の権利も付与されている。評議員は、このように広範かつ強大な権限を有することに加

えて、４年間の任期が保障されており、自らの意思で辞任しない限りは原則としてその地位を失

うことはないなど、その独立性も強く保障されている。 

〇 このように、法人法においては、評議員が人事権等の重要な権利を適切に行使することにより

 
 
114 議決権行使書面による議決権の行使の結果、社員総会の開催前に、複数の役員の選任議案の全てについ

て過半数の賛成がそれぞれ得られているような場合であって、社員総会において、議長が複数の役員の選任議

案を候補者全員一括で決議（採決）することを出席している議場の社員に諮り、それに異議が出ない等のとき

は、役員候補者全員の選任議案を一括で決議（採決）することも許容され得る。 
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一般財団法人の適正な運営が確保される仕組みとなっており、税制上の優遇措置を受けること

となる公益財団法人の業務運営が公正に行われるためには、広範で強い権限を付与されてい

る評議員の人選が非常に重要となる。そのため、公益財団法人の運営が、特定の団体や勢力

の利益に偏るおそれがなく、不特定かつ多数の者の利益のために適正かつ公正に行われるた

めには、評議員会を構成する評議員が公益法人の一般的な業務運営に一定の知見を有して

いるだけでなく、当該法人の運営の公正さに疑いを生じさせない立場にある者が評議員会の一

定の割合を占めることが法の趣旨に適う。 

〇 この点、例えば、評議員の選任及び解任を「評議員会の決議で行う」こととすると、評議員の人

選が特定の団体や勢力の関係者で占められた場合には、以後の評議員の選任も当該特定の

団体や勢力の関係者によって占められることとなり、公正かつ適切な法人の業務運営を確保す

るために設けられた仕組みが有効に機能しないおそれがあるだけでなく、評議員の人事を身内

だけで行い、外部の者が関与する余地がなくなるため、当該法人の運営が特定の団体や勢力

の利益に偏り、その運営の公正さに疑いを生じさせるおそれがある（認定法第５条第３号及び第

４号等参照）。 

〇 以上のような考え方を踏まえ、評議員の選任及び解任方法を定款に定めるに際しては、当該

法人と相互に密接な関係にある者ばかりが評議員に選任されることのないようにする必要があり、

これを確実に担保することができる方法を採らなければならない。 

そのような方法としては、 

① 「評議員の構成を認定法第５条第10号及び第11号に準じたものにする」旨を定める方法 

又は 

② 評議員の選任及び解任をするための任意の機関として、中立的な立場にある者が参加する

機関を設置し、この機関の決定に従って評議員を選任及び解任する方法 

が望ましい。 

なお、上記②の方法を採る場合において、評議員を選任及び解任する任意の機関（評議員

選定委員会）に参加する中立的な立場にある者に対しては、当該法人の関係者から、評議員

候補者の経歴、評議員候補者とした理由、当該候補者と当該法人及び役員等との関係、兼職

状況等、候補者が評議員として適任と判断した理由を説明することとなる。そのため、評議員候

補者の原案は理事会において用意した上で、評議員を選任する任意の機関の構成員にそれを

諮ることとする運用も差し支えない。 

また、評議員を選任する任意の機関の構成員として、「中立的な立場にある者」のほかに法

人関係者（評議員、監事、事務局員等）を加えても差し支えないが、理事又は理事会による評

議員の選任を禁止した法人法第153条第３項第１号の趣旨を踏まえ、理事が構成員となること

は許されない。評議員が構成員の過半数を占めることとする定款の定めも望ましくない。なお、
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評議員の選任及び解任を、一定の知見を有する中立的な立場の法人（事業体）に委ねることは

何ら差し支えない。この場合には、評議員を選任等する任意の機関の構成員の全てが「中立的

な立場にある者」となる。 

〇 評議員の選任及び解任方法として、例えば、「評議員の選任は、評議員会の推薦を得た上で、

理事会が行う」旨の定めのように、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任することを内

容とする定款の定めは無効である（法人法第153条第３項第１号）。 

〇  「評議員の選任及び解任の方法」が特定の団体や勢力の利益に偏った方法でされた場合に

は、当該公益財団法人の事業が行われるに当たり、当該特定の団体や勢力に対し特別の利益

を与えることがないか慎重に判断するとともに、監督に当たっても留意が必要となる（認定法第５

条第３号及び第４号等参照）。 

 

（７） 代表理事の選定方法 

〇 法人法は、理事会を設置している一般社団法人の代表理事は、理事会で選定及び解職する

こととしている（法人法第90条第２項第３号及び第３項）。代表理事を選定等する権限を理事会

に付与した法人法の趣旨は、理事会による代表理事の職務執行の監督権限の実効性を確保

するところにある。すなわち、代表理事から職務の執行の状況の報告を受け、代表理事の職務

の執行を監督する責任を負う理事会がその職責を全うするためには、理事会が代表理事の選

定及び解職権を有していることが必要であるとの考え方に基づき、法人法は、一義的に、理事

会に代表理事の選定等の権限を付与したものと解される。換言すれば、代表理事が違法又は

不当な行為をした場合において、理事会に代表理事を解職する権限が留保されることにより、

理事会による代表理事の職務執行の監督権限が機能し、ガバナンスが確保されるということと

なる。特に、税の優遇措置を受ける公益社団法人については、そのガバナンスを適正に確保す

る要請が強いことから、認定法は公益社団法人の機関設計として理事会を必置とし（認定法第

５条第17号ハ）、理事会を通したガバナンスに期待しているところが大きい。 

〇 そのため、公益社団法人において、理事会のみで代表理事の選定等を行うこととせず、代表

理事の選定等の過程に社員総会を関与させることとする場合には、理事会によるガバナンスの

確保を図ることとした法の趣旨を踏まえ、理事会の法定の権限である代表理事の選定及び解職

権限を実効的に担保することができる内容の定款の定め115 を設けることが望ましい。公益財団

法人における代表理事の選定等の過程に評議員会を関与させることとする場合も同様である。 

 
 
115 例えば、「理事会は、代表理事を選定及び解職する。この場合において、理事会は、社員総会の決議により

代表理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる」などの定款の定めで

あれば、理事会が最終的に責任をもって代表理事の選定及び解職をすることができることとなる。 



第４章 認定の申請等 
 

138 
 

〇 なお、代表理事が欠けた場合の取扱いは、以下のとおりである。 

① 代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合には、任期の満了

又は辞任により退任した代表理事は、新たに選定された代表理事が就任するまで、なお代表

理事としての権利義務を有することとされている（法人法第79条第１項）ため、仮に、代表理

事が１名のみの法人において、代表理事が任期の満了又は辞任により退任したとしても、当

該代表理事は、後任の代表理事が選定されるまでの間、なお代表理事としての権利を有す

るだけでなく、その義務も負うこととなる。 

② 代表理事が在任中に死亡し又は所在不明になった場合には、理事会を開催して新たな代表

理事を選定することとなる（法人法第90条第２項第３号）116 。また、内紛等何らかの事情があ

ってそのような理事会を開催することができない場合には、理事等の利害関係人は、一時代

表理事の職務を行うべき者を選任することを裁判所に申し立てることができる（法人法第79条

第２項）。 

③ 「代表理事に事故がある場合は、代表理事が予め定める順番で理事が代表理事の職務を代

行する」旨の定款の定めは、理事会の代表理事の選定権限を奪い、（将来の）代表理事の選

定を代表理事が行うことを許容するものとなるため無効である。 

④ 代表理事を１人ではなく複数名選定することは可能であり117 、その場合には各自単独で代表

権を行使することができるため、例えば、２名の代表理事のうちの１名が死亡したとしても、他の

１名の代表権に影響を及ぼすことはない（なお、２名の代表理事につき権限の分担を定めても、

その分担は法人内部の関係に止まり、外部に対しては原則としてその権限分担の効力を主張

することはできない（法人法第77条第５項）。）。 

 

（８） 理事会・評議員会の運営方法 

〇 理事及び評議員は、その個人的な能力、資質、手腕に信頼を受けて法人の運営を委任され

た者であることから（法人法第64条、第172条第１項、民法第644条）、理事又は評議員は自ら

理事会又は評議員会に出席し、議決権を行使することが求められる。また、理事会（評議員会）

は、理事（評議員）が参集して相互に十分な討議を行うことによって意思決定を行う場である。し

たがって、理事会（評議員会）に代理人が出席して議決権を行使することを定めることは認めら

れないし、理事（評議員）が理事会（評議員会）に出席することなく書面等によって理事会（評議

 
 
116 代表理事が急死したような場合に、新たな代表理事を理事会で選定する際には、新たな代表理事の選定

議案に理事の全員が同意すれば現実に理事会を開催する必要はなく（法人法第96条）、理事会の招集手続

（法人法第 94条第１項）も不要となる。 
117 代表理事として選定された理事は、当該法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限

を有する理事（法人法第77条第４項）として、その氏名及び住所が登記され（法人法第301条第２項第６号、第

302条第２項第６号）、代表理事を複数名選定したときは、その全員が代表理事として登記される。 
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員会）の議決権を行使することも認められない。 

このほか、理事（評議員）が一堂に会することなく、議案の賛否について個々の理事（評議員）

の賛否を個別に確認する方法で、過半数の理事（評議員）の賛成を得て決議するようないわゆ

る持ち回り決議も認められない（仮に、理事会又は評議員会の決議方法として、代理人による議

決権の行使、書面による議決権の行使又は持ち回り決議を許容する旨の定款の定めを設けた

としても無効な定めとなる。）。 

〇 もっとも、遠方に所在する等の理由により現に理事会（評議員会）の開催場所に赴くことができ

ない理事（評議員）が当該理事会（評議員会）決議に参加するため、例えば、電話会議やテレビ

会議のように、各理事（各評議員）の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会す

るのと同等に適時的確な意見表明が互いにできることにより、相互に十分な議論を行うことがで

きる方法であれば理事会（評議員会）を開く場所が物理的に同一の場所である必要はなく（法人

法規則第15条第３項第１号括弧書き、第60条第３項第１号括弧書き参照）、このような方法に

よる議決権の行使は、有効な議決権の行使となる。 

また、理事会設置一般社団法人及び一般財団法人は、理事が理事会の決議の目的である

事項について提案をした場合において、当該提案につき理事（当該事項について議決に加わる

ことができるものに限る。）の「全員」が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監

事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、当該提案を可決する旨の理事会の決議

があったものとみなす旨を定款で定めることができる（法人法第96条。評議員会については、定

款の定めを設けることなく全員同意による決議の省略が可能である（法人法第194条第１項）。）。

このような定款の定めを設けることにより、例えば、電子メールにより理事会（評議員会）決議を

行うことが可能となる。 

〇 なお、理事（評議員）の議決権の数は１人１個であり、「可否同数のときは、議長（代表理事、

評議員会議長）の決するところによる」とするような定款の定めを設けることにより、特定の理事

（評議員）のみ２個の議決権を与えることとなるような定款の定めは無効である。118 

 

 

 
 
118 なお、可否同数の場合について特に定款で定めていなくても、採決に当たって、議長である理事（評議員）が

自らの議決権の行使を一旦留保した上で、可否同数のときにその議決権を行使することは、基本的に問題ない

と考えられる。 
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第５章 公益法人が遵守すべき財務規律等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益法人は、認定法に基づき財務規律等を遵守し、公

益認定基準等に適合するほか、法人法その他の法令を遵

守して事業を実施し、法人を運営することが求められる。 
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第５章 公益法人が遵守すべき財務規律等 

 

第１節 財務規律 

第１ 公益目的事業の収入及び費用（認定法第14条及び令和６年改正法附則第３条並びに認

定規則第15条から第23条まで、第46条及び附則第２項から第６項まで） 

（１） 規律の趣旨 

○ 公益法人は、公益目的事業に係る収入をその実施に要する適正な費用に充てることにより、５

年間で収支の均衡（以下「中期的収支均衡」という。）が図られるようにしなければならない。公

益目的事業に充てられるべき財源の最大限の活用を促すため、収入に見合った公益活動の実

施を確保する規律である。 

○ 公益目的事業に係る収入に関する規律としては、従来、「公益目的事業の実施に要する適正

な費用を償う額を超える収入を得てはならない」（改正前認定法第14条）といういわゆる「収支

相償原則」が設けられていた。当該規定の運用については、旧ガイドラインやＦＡＱに基づき、単

事業年度で公益目的事業の収支状況を判定し、黒字（収入が費用を超過する状態）が発生し

た場合はその後２年で同程度の赤字（費用が収入を超過する状態）とすること等によって収支を

均衡させることを求めるものであった。 

○ この収支相償原則については、上記改正前認定法第14条の規定の文言もあって、単年度の

収支赤字を強いるものであるとの誤解が生じたほか、収支相償の判定において過去の赤字が考

慮されず、細かな事業単位ごとの均衡が求められることで、財源の効果的な活用が困難になっ

ているとの課題が生じていた。 

○ このため、公益目的事業に充てられるべき財源の活用促進という制度趣旨を確保しつつ、法

人の経営判断で財源の配分を行い、公益目的事業への効果的な活用をより促進するため、公

益目的事業の収入と適正な費用について、中期的に均衡を図る趣旨が明確となるよう法律が

改正され（中期的収支均衡）、その判定は、公益目的事業全体について、過去に発生した赤字

も通算した収支差額に着目して行うことが認定規則において規定された。また、将来の公益目

的事業の発展・拡充を積極的に肯定する観点から、公益目的事業に係る従来の「特定費用準

備資金」及び「資産取得資金」を統合しつつ、資金活用の柔軟性を高めた仕組みとして、「公益

充実資金」が創設され、当該資金の積立ては、法律上、中期的収支均衡において費用とみな

すこととされた。 

○ 費用は「適正な」範囲である必要から、謝金、礼金、人件費等について不相当に高い支出を

公益目的事業の費用として計上することは適当ではない。なお、公益目的事業に付随して収益

事業等を行っている場合に、その収益事業等に係る費用、収益を中期的収支均衡の計算に含

めることはできない。 
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（２） 中期的収支均衡の判定方法 

○ 公益法人は、毎事業年度終了後、以下のプロセスで当該事業年度の収支や残存剰余額（黒

字）などに関する算定を行い、その数値及び計算の明細を行政庁に提出する必要がある（当該

情報が令和６年会計基準に従い、財務諸表の附属明細書において表示してある場合は別途の

提出は不要）（認定規則第46条第１項第４号及び同条第３項）。 

○ 中期的収支均衡を図るべき期間（内閣府令で定める期間）は、５年間とされており、発生から５

年間を超える残存剰余額がなければ、当該法人の中期的収支均衡は図られているものとされ

る119（認定規則第15条及び第21条）。 

 

① 通常の算定方法（様式集45頁参照） 

ア 当該事業年度の収支（剰余額／欠損額）の算定（認定規則第16条第１項及び第２項） 

○ 当該事業年度における、公益目的事業に係る「収入額」と「費用額」の比較を行い、以下により、

「年度剰余額」又は「年度欠損額」を算定する。 

 

（収入額≧費用額の場合） 

年度剰余額＝収入額ー費用額 

 

（収入額＜費用額の場合） 

年度欠損額＝費用額ー収入額（法人の判断で年度欠損額は０とすることができる120） 

 

○ なお、旧制度の収支相償において実施していた、公益目的事業の単位ごと（公１、公２・・・） 

の収支の比較は行わない。ただし、事業単位ごとの収支の状況は、財務諸表（令和６年会計基

準では「活動計算書の注記（会計区分及び事業区分別内訳）」、平成20年会計基準では正味

財産増減計算書内訳表）において開示することとされており、構造的に収入が費用を上回る事

業がある場合には、行政庁が公益目的事業該当性の観点から確認を行うことがある。 

 

（ⅰ） 「収入額」は、次に掲げる額の合計額とする。 

・当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常収益（一般純資産 

 
 
119 中期的収支均衡の規律の趣旨（公益目的事業に充てられるべき財源の有効活用）に鑑み、欠損額（赤字）

の残存については収支の算定上通算可能な期間を限っているほかは、特段の制限はない。なお、赤字の継続

により、事業を実施するだけの財政基盤が損なわれる場合には、認定法第５条第２号の「経理的基礎を有して

いる」と認められなくなる可能性がある。 
120 欠損額を繰り越すことで、翌事業度以降に剰余額が出た場合に通算し解消することができるが、継続して単

事業年度で収支が均衡している法人（毎事業年度、一定額の寄附収入があり、その額だけ支出している法人

等）などで、欠損額の繰り越しを望まない場合に、残存欠損額の計算・管理の負担を軽減できるよう当該規定を

設けている。 
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に係るものに限る。）の額121122 

・当該事業年度の公益充実資金の取崩額（公益目的保有財産の取得・改良に充てた額を

除く）123 

・当該事業年度の収益事業等から生じた収益（利益）（管理費のうち収益事業等に按分さ

れるもの124 を除く）の50％125（収益事業等を行う公益法人に限る） 

 

（ⅱ） 「費用額」は、次に掲げる額の合計額とする。 

・当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常費用（一般純資産 

に係るものに限る。）（公益充実資金の取崩し又は剰余金の解消策により取得した公益

目的保有財産に係る減価償却費の額を除く126）の額 

・当該事業年度の公益充実資金の積立額 

 

イ 過去の剰余額・欠損額との通算（認定規則第16条第３項及び第４項） 

（ⅰ） 当該事業年度に年度剰余額が生じた場合 

当該事業年度に年度剰余額が生じた場合、前事業年度から繰り越した過去４年間の各事

業年度の欠損額（その合計額を「過年度残存欠損額」という。）があれば、これらと通算を行い

 
 
121 令和６年会計基準では、活動計算書の注記である「会計区分及び事業区分別内訳」に記載された公益目

的事業会計に係る経常収益・経常費用の額を使用する。当該内訳は一般純資産に係る会計区分及び事業区

分別内訳を示したものである。なお、同会計基準では、平成20年会計基準と異なり指定純資産から一般純資

産への振替を行わず、指定純資産区分において、寄附者等による使途の指定に従って中長期的に収益と費用

が均衡することから、指定純資産に係る経常収益・経常費用は、いずれも算定に含めていない。令和６年会計

基準への移行までの間、平成20年会計基準を適用する場合は、正味財産増減計算の内訳表の一般正味財

産の部における公益目的事業会計に係る経常収益・経常費用の額を使用する。同会計基準では、寄附者等

による使途の指定に従って指定正味財産から一般正味財産への振替を行い、当該振替額を一般正味財産に

おいて費消することから、一般純資産（一般正味財産）に係る経常収益・経常費用には、いずれも指定正味財

産からの振替額が含まれている。 
122 公益目的事業会計において、事業廃止等により例外的に指定純資産から一般純資産への振替がある場

合、振替額を加算する。 
123 取崩額のうち、費用計上されない資産の取得等に充てた額は控除するもの。なお、取崩額には、特別の手

続を経て公益充実活動等以外の支出に充てるために取り崩す額も含まれる。 
124 管理費のうち収益事業等に係る管理費を按分する際には、一般純資産・指定純資産の双方に係る管理費

を含める。具体的には、活動計算書における
(「管理費」×「収益事業費」)

(「収益事業費」＋「公●事業費」)
 の計）。その他事業に係る管理費も同様

に按分する。 
125 収益事業、その他の事業のうち、赤字となった区分がある場合は、当該区分を除いた収益（利益）の50％を

計算する。 
126 公益目的保有財産に関し発生する費用が二重計上されないよう、公益充実資金の取崩し（積み立て時に費

用計上）又は剰余金の解消策（後述）により取得した公益目的保有財産に係る減価償却費が含まれる場合に

は、当該額を費用から控除するもの。公益充実資金の取崩し等で取得した公益目的保有財産については、令和

６年度会計基準に基づき「貸借対照表の注記（３）使途拘束資産（控除対象財産）の内訳と増減額及び残高」に

公益充実資金の取崩し等を充てた額等を記載する（令和６年度会計基準に移行するまでの間は、定期提出書

類別表Ｃ（２）「財産の使用状況」に当該情報を記載することとする。）。 
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年度剰余額の全部又は一部を解消し、通算後に残る額を当該事業年度の「暫定残存剰余

額」とする。下記の A～C の場合に応じて当該事業年度の暫定残存剰余額は算定される。 

A 過年度残存欠損額がない（通算する過去の赤字がない）場合 

⇒ 暫定残存剰余額＝年度剰余額 

B 過年度残存欠損額がある（過年度残存欠損額≧年度剰余額）（過去の赤字で当該事業

年度の黒字の全部を解消できる）場合 

⇒ 暫定残存剰余額＝０ 

C 過年度残存欠損額がある（過年度残存欠損額＜年度剰余額）（過去の赤字で当該事業年

度の黒字の一部を解消できる）場合 

⇒ 暫定残存剰余額＝年度剰余額－過年度残存欠損額 

 

（ⅱ） 当該事業年度に年度欠損額が生じた場合 

当該事業年度に年度欠損額が生じた場合、前事業年度から繰り越した過去の各事業年 

度の剰余額（その合計額を「過年度残存剰余額」という。）があれば、これらのうち発生事業年

度が古いものから順に通算を行い、過年度残存剰余額の全部又は一部を解消する。下記の

A～C の場合に応じて当該事業年度の残存欠損額は算定される。 

A 過年度残存剰余額がない（解消する必要がある過去の黒字がない）場合 

⇒ 残存欠損額＝年度欠損額 

   B 過年度残存剰余額がある（過年度残存剰余額≧年度欠損額）（当該事業年度の赤字で

過去の黒字を一部解消できる）場合 

⇒ 残存欠損額＝０ 

C 過年度残存剰余額がある（過年度残存剰余額＜年度欠損額）（当該事業年度の赤字で 

過去の黒字を全部解消できる）場合 

⇒ 残存欠損額＝年度欠損額－過年度残存剰余額 

 

ウ 剰余額の解消策（認定規則第17条） 

当該事業年度に発生した暫定残存剰余額がある場合又は当該事業年度に生じた欠損額で解

消し切れていない過年度残存剰余額がある場合には、それらの全部又は一部を以下の事項に充

てることで、解消することができる（解消策によって解消される暫定残存剰余額又は過年度残存剰

余額を「解消額」という。）。 

（ⅰ） 公益目的保有財産の取得又は改良（同条第１号） 

公益目的保有財産の取得等については、その時点では費用が発生しないものの、公益目

的事業のための資本を整備するための支出であることから、剰余額の解消策として認めるもの。 
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暫定残存剰余額又は過年度残存剰余額を充てた分が解消額であり、公益目的保有財産

の取得又は改良に当たり、公益充実資金の取崩し、借入金など他の財源もある場合には、そ

れらを除いた額が解消額の上限となる。 

当該資産に係る減価償却費が後年度に費用計上された場合、中期的収支均衡の計算上、

当該資産に係る費用が二重計上されることになるため、当該資産に係る減価償却費は経常

費用の額から控除される。 

剰余額の解消策として金融資産を取得する場合には、剰余金が単に金融資産に形を替え

て活用されずに死蔵されることを防ぐ必要があるため、過去に公益目的事業を継続するため

にやむを得ず取り崩した公益目的保有財産を回復する場合、公益目的事業のために直接財

産を費消することと比較して、中長期的に同程度以上の公益目的事業の拡大となることが見

込まれる場合など、金融資産から生じる果実が公益目的事業の充実のために使用される見

込み・必要性が求められる。 

（ⅱ） 災害その他の公益目的事業の実施が著しく困難となる事態として内閣総理大臣が定

めるものにあって、公益目的事業を実施するために必要な資金の不足を補うために不可欠

なものとして行った借入れに係る元本の返済（同条第２号） 

新型コロナウイルス感染症拡大のように予測困難な事業環境の変化においては、法人

の責によらない事由で公益目的事業に生じた欠損を埋めるために借入れを行い、その際、

事業回復によって借入金の元本返済を行うことが必要な場合があり、その場合、借入（資

金不足の発生）から元本返済（剰余額の発生）が中期的収支均衡の期間を超えることがあ

り得る。 

そのため、「災害その他の公益目的事業の実施が著しく困難となる事態として内閣総理

大臣が定める事態」において、公益目的事業を継続するために必要となる運転資金が不

足したために行った借入の元本返済のための支出については、「当該事態により資金の不

足が生じた事業年度における欠損金（認定規則第16条第２項に規定する年度欠損額の

算定方法を基礎として内閣総理大臣が定める方法で算定した額）」を上限に、解消策と認

めるものである。 

「令和２年度及び令和３年度新型コロナウイルス感染症の感染拡大」を内閣総理大臣が

定める事態とし、旧ガイドラインⅠ５.(２)（３）で定める計算方法で費用が収入を上回る額」を

「内閣総理大臣が定める方法で算定した額」とする。 

本規定の対象となる借入は、具体的には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、

公益目的事業を継続するために必要となる運転資金が不足したために行った借入である

（事業拡大のための固定資産の取得のための借入など新型コロナウイルス感染症拡大と関

係のない借入は除く。）。 
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解消額とすることができる額については、具体的には、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響で資金不足が発生した事業年度における収支相償の判定上の「費用－収入」の額と

し、資金不足が発生した事業年度以降の事業年度における収支相償の判定上、剰余金が

発生し、上記借入に係る元本の返済を行った場合に、上記旧ガイドライン５.(4)②に従い行

政庁によって剰余金の解消額とされた金額があれば、その額は除いた額を上限とする。ま

た、本規定による過去の解消額があれば、当該額も上限額から控除する。 

本規定を利用する法人は、資金不足が生じた年の計算書類、行政庁への定期提出書

類、金融機関等からの借入の明細、今後の返済見込み、当該事業年度における返済実

績等の書類をもって、その借入が事業拡大のための固定資産の取得等のためのものでは

なく、事業継続のために必要な運転資金に充てるためのものであったこと等、本規定に適

合することを行政庁に説明し、その確認を受ける。 

 

【「収入－費用」の額の算定（旧ガイドラインⅠ５.(２)及び（３））】 

(2)収益事業等の利益額（注１）の50％を繰入れる場合 

①以下の合計額を収入とする。 

i 損益計算書上の公益目的事業の会計に係る経常収益 

ii 公益目的事業に係る特定費用準備資金（認定規則第18条）の当期取崩し額 

iii 損益計算書上の収益事業等会計から公益目的事業会計への資産繰入れ額 

（実物資産を繰入れた場合は帳簿価額相当額（注２））（注３） 

（注１）収益事業等における利益から、管理費のうち収益事業等に按分される額を控除した額。 

（注２）収益事業等からの利益を実物資産で繰入れる場合には、繰入時の実物資産の帳簿価額に相

当する額が収益事業等の資産から公益目的事業財産となり、同額を支出して、当該実物資産を

取得するものと見なす。この場合の当該実物資産は公益目的保有財産となる（認定法第18条第５

号）。 

（注３）法人が収益事業等を行っていない場合にはⅲは除かれる。 

②以下の合計額を費用とする。 

i 損益計算書上の公益目的事業の会計に係る経常費用 

ii 公益目的事業に係る特定費用準備資金の当期積立額 

③上記①と②の額を比較する。 

⇒ 【②が①を上回る部分の額が「収入－費用」の額】 

(3)収益事業等の利益額を50％を超えて繰入れる場合 

①収入として以下の合計額を算出する。 

i 損益計算書上の公益目的事業の会計に係る経常収益 

ii 公益目的事業に係る特定費用準備資金の当期取崩し額（注） 

iii 公益目的保有財産の取得又は改良に充てるために保有する資金（認定規則第22条第３項）（以下

「公益資産取得資金」）の当期取崩し額（注） 
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（ⅲ） その他行政庁の確認を得た支出（同条第３号） 

上記のほか、公益法人が行う公益目的事業の内容やその他の個別事情を勘案し、当該 

公益目的事業の実施のために必要不可欠であるとして行政庁の確認を得た支出については、

解消策として認める。 

例えば、事業の開始当初に大きな支出を伴い（借入れ等によって資金を調達）、その後、

対価収入が発生する（中期的期間を超えて借入金を返済する）事業は、見込んでいた収益

が得られなかった時には財政面が不安定となり、事業継続が困難になることから、一般的に

は経理的基礎がないと判断される。しかし、霊園、病院など事業の性質上、どうしても中期的

収支均衡を満たすことが困難な場合があり、そうした事業については、確実な収益を見込み、

かつ、借入れから返済完了までの全期間を通じた見通しが確認できるような場合には、個別

の事情を勘案して、行政庁において、法人の策定する事業の長期計画等を基に、経理的基

礎や必要性を案件毎に判断し、剰余額の解消を認める。 

 

エ 残存剰余額等の算定（認定規則第18条） 

中期的収支均衡が図られているかを判定するために必要となる、過去の赤字との通算（上記イ）

及び剰余額の解消（上記ウ）を経てなお残存する当該事業年度分と過年度分の黒字（当該事業

年度に生じた残存剰余額及び当該事業年度前の各事業年度に係る残存剰余額）を算定する。ま

iv 公益目的保有財産の当期売却収入（帳簿価額＋売却損益） 

（注）資金積み立て時に、収支相償の計算上、費用として算入した額の合計額。 

②費用として以下の合計額を算出する。 

i 損益計算書上の（公益目的事業の会計に係る経常費用－公益目的保有財産に係る減価償却

費） 

ii 公益目的事業に係る特定費用準備資金の当期積立額（上限あり（注）） 

iii 公益資産取得資金の当期積立額（上限あり（注）） 

iv 公益目的保有財産の当期取得支出 

（注）「（各資金の積立限度額－前期末の当該資金の残高）／目的支出予定時までの残存年数」とし

て計算される額。 

③（②－①）の額について収益事業等から資産を繰入れる（利益の100％を上限、実物資産を繰入

れた場合は帳簿価額相当額（注））。 

（注）収益事業等からの利益を実物資産で繰入れる場合には、繰入時の実物資産の帳簿価額に相

当する額が収益事業等の資産から公益目的事業財産となり、同額を支出して、当該実物資産を

取得するものと見なす。この場合の当該実物資産は公益目的保有財産となる（認定法第18条第５

号、認定規則第26条第７号）。 

⇒ 【②が①と③の合計額を上回る部分の額が「収入－費用」の額】 
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た、翌事業年度に繰り越すことができる赤字（当該事業年度に生じた残存欠損額及び当該事業

年度前の各事業年度に係る残存欠損額）を算定する。 

・ 当該事業年度前の各事業年度に係る残存剰余額＝過年度残存剰余額－（年度欠損額（あ

る場合））－（解消額（ウで措置を講じた解消額がある場合。））127 

・ 当該事業年度に生じた残存剰余額＝イ（ⅰ）で算定した暫定残存剰余額－解消額（ウで措

置を講じた解消額から過年度残存剰余額から控除した額を除いた額がある場合）128 

・ 当該事業年度前の各事業年度に係る残存欠損額＝過年度残存欠損額－年度剰余額（あ

る場合）129 

・ 当該事業年度に生じた残存欠損額＝イ（ⅱ）で算定した残存欠損額130 

 

② 特例算定方法（様式集46頁） 

○ 公益法人が収益事業等を行う場合、どの法人も収益事業等から生じた収益（利益）の50％は

公益目的事業財産に繰入れなければならないが（認定法第18条第４号及び認定規則第39

条）、法人によっては、公益目的事業の財源確保のために必要がある場合には自発的に50％

を超えて繰入れることができる。この場合において、公益目的事業の財源確保のために必要な

範囲で公益目的事業に繰り入れた金額（収益事業等の収益の100％が上限）は、一定の範囲

内で法人税法令上、損金算入が認められることになる（みなし寄附金額の損金算入。法人税令

第７３条の２）。 

○ 上記の損金算入を利用しつつ、収益（利益）の50％を超える繰入れは、法人において資金等

を繰り入れなければ公益目的事業を実施するための財源が不足するとの判断に基づいて行うも

のであることから、通常の算定方法に代えて、事業費以外の公益目的事業のための資金需要・

資金供給として、公益目的保有財産の取得・売却等を加味して収支を比較し、キャッシュベー

スで資金等が不足する場合に、その不足額を限度として50％超の繰り入れを行うことができる。 

 

ア 資金不足の確認（認定規則第19条第１項） 

当該事業年度における、公益目的事業に係る「特例収入額」と「特例費用額」の比較を行い、

「特例費用額」が「特例収入額」を超える事業年度（資金不足の事業年度）にあっては、通常の算

定方法に代えて、特例算定を行えるものとする。特例算定の適用可否を判断するため、まず収益

 
 
127 年度欠損額及び解消額の控除については、過年度残存剰余額のうち発生事業年度が古いものから過年度

残存剰余額を上限に順に控除。 
128 暫定残存剰余額がない（当該事業年度の収支が赤字の）場合、残存剰余額＝０ 
129 年度剰余額の控除については、過年度残存欠損額のうち発生事業年度が古いものから過年度残存欠損額

を上限に順に控除 
130 暫定剰余額が生じた（当該事業年度の収支が黒字の）場合、残存欠損額＝０ 
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事業等から生じた収益の50%を特例収入額に算入して、特例費用額との比較を行う。特例費用額

が特例収入額を超えるときは、その差額相当分の収益を収益事業等から追加的に繰り入れること

が可能となる。 

 

（ⅰ） 「特例収入額」は、次に掲げる額の合計額とする。 

・ 当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常収益（一般純資産

に係るものに限る。）の額131 

・ 当該事業年度の公益充実資金の取崩額132 

・ 当該事業年度において公益目的保有財産を処分することにより得た額133 

・ 当該事業年度に収益事業等から生じた収益（利益）（管理費のうち収益事業等に按分さ

れるものを除く）の50％（収益事業等を行う公益法人に限る） 

 

（ⅱ） 「特例費用額」は、次に掲げる額の合計額とする。 

・ 当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常費用（一般純資産

に係るものに限る。）（公益目的保有財産に係る減価償却費の額を除く134）の額 

・ 当該事業年度の公益充実資金の積立額（上限あり） 

・ 当該事業年度における公益目的保有財産の取得価額又は改良に要した額135 

・ 過年度特例残存欠損額の合計額 

… 過去４年間の各事業年度に特例算定を行った結果残存している赤字（過年度特例残

存欠損額）の合計額。なお、通常の算定方法による過去の赤字は、算定方法が異なって

いるため、加算することができない。 

【特例費用額に算入できる公益充実資金の積立額の算定方法】 

  上記の収益（利益）の50％超繰り入れの趣旨に鑑み、恣意的な積み立てによって、費用

額を拡大することを防ぐため、特例費用額に算入できる上限を計画的に資金を積み立てる

場合の１年間の積立額として、今後積み立てなければならない見込み金額の積み立てを

 
 
131 公益目的事業会計において、事業廃止等により例外的に指定純資産から一般純資産への振替がある場

合、振替額を加算する。 
132 取崩額には、特別の手続を経て公益充実活動等以外の支出に充てるために取り崩す額も含まれる。 
133 中期的収支均衡の判定は、一般純資産の部の収支で判定を行うため、一般純資産の部の公益目的保有

財産（寄附等によって受け入れた財産（指定純資産）の公益目的保有財産は除かれる。）を処分することにより

得た額（当該財産の全部又は一部を公益目的保有財産以外の財産とし、その額を減少させた場合の当該額を

含む）となる。 
134 特例算定においては、公益目的保有財産の取得等の支出が特例費用額に算入されており、また、減価償

却費は当該事業年度に実際の費用支出が行われているわけではない（資金の減少要因となっていない）ため、

費用額が費用が２重計上されないよう除くもの。中期的収支均衡の判定は、一般純資産の部の収支で判定を行

うため、一般純資産の部の公益目的保有財産に係る減価償却費の額のみを控除する（寄附等によって受け入

れた財産（指定純資産）で公益目的保有財産となっているものに係る減価償却費は算定の対象とならない。）。 
135 脚注 134 と同様に、ここで対象となる公益目的保有財産は、一般純資産を支出することにより取得したもの

の額（公益目的保有財産以外の財産を公益目的保有財産とし、その額を増加させた場合の当該額を含む）に

限られる（寄附等によって受け入れた財産（指定純資産）の公益目的保有財産は除かれる。）。 
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行う計画期間で除した額（積立基準額）を費用算入できる上限額とする。具体的な計算方

法は以下のとおり。 

Ⅰ 前事業年度末時点で各公益充実活動等a～n（公益充実資金の目的として設定された、

個別の事業実施や資産取得等の活動）に積み立てられていると考えられる額（仮想按分

額）を算定する。具体的には、公益充実活動等xに係る仮想按分額をRxとすると、以下の

式で算定される。なお、当該事業年度に設定されたものは、Rx＝０とする。 

 Rx=
Ａ’（公益充実資金(資金全体)の前事業年度末の額）×Ｂ’𝑥𝑥（公益充実活動等𝑥𝑥の前事業年度末の所要額）

Ｃ’（前事業年度末の積立限度額（資金全体））
  

 

Ⅱ 各公益充実活動等a～nについて、今年度以降、各活動実施までに積み立てる必要があ

る額（必要積立額）を算定する。 

公益充実活動等xに係る必要積立額（Ｙx）＝Ｂx（公益充実活動等xの当該事業年度末

の所要額）－Ｒx 

 

Ⅲ 各公益充実活動等a～nに係る積立基準額を算定する。 

公益充実活動等ｘに係る積み立て基準額（Ｚｘ）＝
Ｙｘ

Ｄｘ（公益充実活動等ｘの実施までの期間）
 

 

Ⅳ 全体の積立基準額（公益充実資金の費用算入上限額）を算定する。 

     積立基準額（Ｚ）＝Ｚa＋Ｚb＋Ｚc・・・Ｚn 

 

【参考】通常算定と特例算定の場合の相違事項（相違事項下線） 

 

 通常の算定 特例算定 

       

   

 

 

収

入

額 

当該事業年度の損益計算書に計上すべ

き公益目的事業に係る経常収益（一般

純資産に係るものに限る。）の額 

（同左） 

当該事業年度の公益充実資金の取崩額

（公益目的保有財産の取得・改良に充て

た額を除く） 

当該事業年度の公益充実資金の取崩額 

当該事業年度の収益事業等から生じた

収益（管理費のうち収益事業等に按分さ

れるものを除く）の50％（収益事業等を行

う公益法人に限る） 

（同左） 

（なし） 当該事業年度において公益目的保有財

産を処分することにより得た額 

 

 

当該事業年度の損益計算書に計上すべ

き公益目的事業に係る経常費用（一般

当該事業年度の損益計算書に計上すべ

き公益目的事業に係る経常費用（一般
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費

用

額 

純資産に係るものに限る。）（公益充実資

金の取崩し又は剰余金の解消策により取

得した公益目的保有財産に係る減価償

却費の額を除く）の額 

純資産に係るものに限る。）（公益目的保

有財産に係る減価償却費の額を除く）の

額 

当該事業年度の公益充実資金の積立額 当該事業年度の公益充実資金の積立額

（上限あり） 

（なし） 当該事業年度における公益目的保有財

産の取得価額又は改良に要した額 

（なし） 過年度特例残存欠損額の合計額 

 

イ 特例残存欠損額の算定方法（認定規則第19条第２項） 

○ 特例算定を行う公益法人は、特例費用額が特例収入額を上回る部分の額を上限に収益事

業等から生じた収益（利益）を繰り入れた上で以下の方法で特例残存欠損額を算定する。「特

例費用額」－「特例収入額」－「収益事業等から生じた収益（利益）の50％を超えた繰り入れ分」

を「特例暫定欠損額」とし、「特例暫定欠損額」－「過年度特例残存欠損額の合計額」を特例残

存欠損額とする。 

○ 特例費用額には、過年度特例残存欠損額も含まれているところ、「過年度特例残存欠損額の

合計額」が「特例暫定欠損額」を超える場合には、当該事業年度の収益の繰り入れによって、

過年度特例残存欠損額の一部又は全部が補填されたことになり、当該事業年度の特例残存

欠損額は０となる。 

 

【参考】特例残存欠損額の帰属イメージ 

特例収入額 特例費用額 

経常収益 

経常費用（除く減価償却費） 公益充実資金の取崩額 

公益目的保有財産の売却額 

収益事業等からの繰入額 

公益充実資金の積立額（上限あり） 

公益目的保有財産の取得額 

特例暫定欠損額 

過年度特例残存欠損額 

 

ウ 残存剰余額等の算定（認定規則第20条） 

○ 中期的収支均衡が図られているかを判定するために必要となる、当該事業年度に生じた残存

当該事業年 

に発生 
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剰余額及び当該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る残存剰余額等を算

定する。特例算定を行えるのは欠損が生じている場合であり、当該事業年度の残存剰余額は０

となる。 

・ 当該事業年度前の各事業年度に係る残存剰余額＝過年度残存剰余額－（解消額（ある場合）

136 

・ 当該事業年度に生じた特例残存欠損額＝上記イで算定の額 

・ 当該事業年度前の各事業年度に係る特例残存欠損額＝ 

・【特例暫定欠損額＜過年度特例残存欠損額の合計額（当該事業年度に新たな赤字が発

生せず、特例算定で過年度の赤字の一部又は全部を補填することが出来た）】の場合、前

事業年度において算定した各事業年度に係る特例残存欠損額のうち当該事業年度に補

填されなかった額。 

・【特例暫定欠損額≧過年度特例残存欠損額の合計額（当該事業年度の特例算定で過年

度の赤字を補填できなかった）】の場合、過年度特例残存欠損額そのままの額。 

 

③ 行政庁による監督 

○ 中期的収支均衡の制度は、公益目的事業の実施に当たり、仮に多額の剰余額が生じることが

あったとしても、５年間という中期的な期間内において計画的に解消することができる制度として

いる。公益法人が中期的収支均衡を欠くと判定された場合には、公益法人が適切に財源を活

用しておらず、公益目的事業の構造に課題があるとして、そのような法人を放置することは公益

法人制度への信頼を損ねることから、行政庁は、原則として、勧告を行い、事業構造の見直し

等を求めることとする。 

○ 他方、中期的な期間における収支状況は基本的に法人の経営判断に委ねるべきであり、行

政庁は、毎事業年度の定期提出書類によって法人の状況を把握するにとどめ、中期的な期間

が経過する前には、原則として監督上の措置や指導を行わないものとする。ただし、４年前の残

存剰余額が多額であり、当該剰余額発生後の各事業年度も黒字が継続し、事業の拡大等が伺

われないなど、そのままの事業状況では翌事業年度には中期的収支均衡が図られていないと

判定される可能性が高い場合には、事業の見通し等について、報告徴収を行うことがあり得る。 

 

④ その他 

ア 公益法人が合併した場合の措置（認定規則第22条） 

 
 
136 特例算定の場合、過年度残存剰余額（通常の算定方法で発生した過去の黒字）について（１）③解消策のう

ちイ又はウを講ずることができる（公益目的取得財産の取得等は特例費用額に含まれるためアは除く。）。 
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公益法人が他の公益法人を吸収する合併を行った場合又は新設合併を行った場合、被吸収

法人又は新設合併により消滅した法人の過年度残存剰余額、過年度残存欠損額及び過年度特

例残存欠損額は、他の法人を合併した法人又は新設法人に引き継がれる。 

 

イ 過去の数値がない場合の措置（認定規則附則第３項から第６項まで） 

新制度施行後最初の事業年度や公益認定を受けた事業年度においては、過去の数値（過年

度残存剰余額、過年度残存欠損額及び過年度特例残存欠損額）が存在しないことから、これらの

数値に係る部分は考慮せずに、当該事業年度に生じる残存剰余額等を算定する（①通常の算定

方法の場合、残存剰余額＝年度剰余額－解消額と、残存欠損額＝年度欠損額となり、②特例

算定方法の場合、特例費用額における過年度特例残存欠損額は０として算定する。）。 

 

ウ 旧制度において生じた剰余金の取扱いについて（認定規則附則第２項） 

○ 従来の収支相償原則では、収入の額が費用の額を超える場合には、「公益目的保有財産に

係る資産取得、改良に充てるための資金に繰り入れたり、当期の公益目的保有財産の取得に

充てたりする場合には、本基準は満たされているものとして扱う。このような状況にない場合には、

翌年度又は翌々年度に事業の拡大等により同程度の損失となるようにする。」「事業の性質上

特に必要がある場合には、個別の事情について案件ごとに判断する」旨が旧ガイドライン等にお

いて定められていた。 

○ 中期的収支均衡への移行に際し、解消されないままの剰余金が残っている法人が存在するこ

とが想定されるが、当該剰余金は旧制度の取扱いに沿って解消される必要がある。したがって、

施行日以後に開始する最初の事業年度（新制度が適用される初年度）において、従来の収支

相償の下で解消されずに残っている剰余金がある場合には、年度欠損額があればまず年度欠

損額と当該剰余金とを通算し（複数事業年度の剰余金がある場合には古い事業年度のものか

ら通算する）、通算後の額を当該事業年度の年度欠損額とする。 

○ また、剰余金を、公益目的保有財産の取得又は改良に充てることで解消することもできる。さ

らに、事業の性質上特に必要がある場合には、剰余金について個別の事情について案件毎に

判断する。 

【行政庁による監督の考え方】 

  発生から２年以上が経過した剰余金が解消されずに残っている場合、行政庁は当該剰余金の

解消について必要な監督措置を執ることとし、当該剰余金以外の剰余金が解消されずに残って

いる場合、行政庁は翌事業年度における解消計画を確認し、翌事業年度においても更に解消

されずに残る剰余金がある場合、当該剰余金について必要な監督措置を執ることとする。 
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（３） 公益充実資金（認定規則第23条及び第46条） 

○ 旧制度における収支相償の判定においては、旧ガイドラインにおいて、将来の特定の事業に充

てるための資金（特定費用準備資金）の積立てを費用に算入するほか、将来の公益目的保有

財産の取得・改良に充てるための資金（資産取得資金）の積立てを剰余金の解消策として認め

る取扱いがなされていた。新制度の中期的収支均衡においては、将来の公益目的事業の発

展・拡充を積極的に肯定する観点から、認定法第14条において、公益目的事業を充実させる

ため将来において必要となる資金（「公益充実資金」）として積み立てたものについては、中期的

収支均衡の判定上費用とみなすこととしている137。 

○ 公益充実資金は、公益目的事業に係る特定費用準備資金（旧規則第18条）及び資産取得

資金（旧規則第22条第３項第３号）を統合し、法人の実情や環境変化に応じた柔軟な資金管

理が可能となるよう、使途変更の柔軟性等を高めたものとして創設するものである。細かな事業

単位ではなく大括りの設定（事業単位を横断する使途の設定を含む。）ができるほか、透明性の

確保を前提に、事業環境の変化等に対応した資源分配（公１から公２への目的変更、事業の実

施から資産取得への変更を含む。）を行うことができることとしている。その積立ては中期的収支

均衡だけでなく、他の財務規律（公益目的事業比率及び使途不特定財産規制）においても費

用の算定上加味され、また、公益充実資金は、使途不特定財産規制における控除対象財産と

なる効果がある。 

○ そのため、公益充実資金として認められるためには、一定の使途具体性（目的、時期、必要額

等）等が必要であり、以下を満たす方法で積立てが行われる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
137 資金の積立ては、ある資金について、その使途等を法人が意思決定した状態であり（財務諸表上で表示）、

積立てを行った段階では損益計算書上の費用としては計上されないものであるが、法人の効果的な資金活用

を促進する観点から、法人が財源をどのように活用するのかという経営判断に着目することとし、将来の公益目

的事業を充実させるための資金の積立てを行った場合、その積立額を収支均衡の判定上、費用に含めることと

するものである。 
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① 公益充実資金の要件（認定規則第23条第１項） 

ア 公益充実資金の目的（認定規則第23条第１項第１号） 

将来の特定の活動の実施又は将来の特定の公益目的保有財産に係る資産の取得若しくは改

良（以下「公益充実活動等」という。）に係る費用等の支出に充てるために必要な資金として積み

立てられるものである必要がある（既存事業を維持するために将来の収支変動に備えた積立てや

将来の収入減少に備えた積立ても可能138 。繰越金、予備費等、将来の単なる備えとして積み立

てる場合は本要件を満たさない。）。「必要な資金」というためには、当該公益充実活動等が実施さ

れることの見込み（蓋然性）があることが求められる。当該特定の活動の実施に当たっては、定款

や変更の認定（認定法第11条）等を要することも想定されるところ、公益法人の機動的な事業展

開のために必要な資金を確保できるよう、行政庁による公益目的事業の変更認定を受ける前であ

っても、その申請を行政庁に行っている、理事会で決定した計画等で事業内容を確認できるなど

具体的に活動の実施が見込まれる場合には、公益充実資金の目的として当該事業に係る公益充

実活動等の設定が可能である。 

 

イ 必要な情報開示がなされていること（認定規則第23条第１項第２号及び第46条） 

法人として資金の使途等について説明責任を全うする必要があり、当該事業年度の終了後、次

に掲げる事項を記載した書類（当該情報が令和６年会計基準に従い、財務諸表の附属明細書に

おいて表示してある場合は当該財務諸表）（認定規則第46条第１項第７号及び同条第３項）を作

成し、備え置くとともに、行政庁に提出する必要がある。また、法人自らも、インターネットの利用そ

の他の適切な方法により当該情報を速やかに公表する必要がある（認定規則23条1項2号）。 

（ⅰ） 当該事業年度の末日における公益充実活動等ごとの内容及び実施時期（認定規則 

第23条第１項第２号イ） 

公益充実資金の目的とする公益充実活動等は複数設定することも可能であることから、 

それぞれの公益充実活動等ごとに内容及び実施時期を明らかにする必要がある。実施時

期が例えば10年先などの将来を予定している場合には、不確実性が大きくなるため、その事

情等を明らかにする必要がある。 

（ⅱ） 当該事業年度の末日における積立限度額（公益充実活動等ごとの所要額の合計額を

いう。以下同じ。）及びその算定根拠並びに公益充実資金の額（認定規則第23条第１項

第２号ロ及びニ） 

 
 
138 「将来の収支変動に備えた積立て」は、過去の実績や事業環境の見通しを踏まえて活動見込みや限度額を

合理的に見積もることが出来ること（事業構造から収入が多い年・少ない年（支出が多い年・少ない年）があるな

ど）が、「将来の減収に備えた積立て」は、同様に外的な要因により将来の収入減少が合理的に見込まれること

（保有する有価証券の配当が減少傾向にありそれが引き続く可能性が高い、補助金制度の見直しが進められて

おり補助金を受け取れなくなる可能性が高いなど）が必要である。 
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必要以上の資金が積み立てられることがないよう、公益充実活動等ごとに必要となる金額

（所要額）を算定、各公益充実活動等の所要額の合計額を積立限度額とし、それらの額をそ

の算定根拠とともに明らかにする必要がある。所要額の見積もりは、過去の実績や類似の事

例等を踏まえ、その時点における合理的なものとなっていれば足りる。実施時期が近づくこと

に伴う見積もりの精緻化に伴い、必要な所要額の見直しを行う。 

（ⅲ） 当該事業年度の公益充実資金の取崩額139 及び積立額（認定規則第23条第１項第２

号ハ） 

財務規律においては、公益充実資金の積立ては費用とみなし、取崩しについては収入（又

は費用の控除）として加味されることから、当該事業年度における公益充実資金の取崩額及

び積立額を明らかにする必要がある。 

積み立ての段階では、積立額と各公益充実活動等は紐付けられず、各公益充実活動等

にいくら積み立てたのかは定まらないため、公益充実資金全体としての積立額を、取崩しの段

階では、実際に公益充実活動等が実施されていることから、各公益充実活動等に充てた公

益充実資金の取崩額を明らかにする必要がある。 

（ⅳ） 前事業年度の末日における公益充実資金に関する情報（認定規則第23条第１項第２

号ホ） 

中期的収支均衡の算定において、公益充実資金の積み立て・取崩しを反映するため140 、

当該事業年度の公益充実資金の情報に加え、前事業年度の末日における公益充実活動等

ごとの内容及び実施時期、積立限度額及びその算定根拠並びに公益充実資金の額を明ら

かにする必要がある。 

 

ウ 公益充実資金を公益充実活動等以外の支出に充てるために取り崩す場合について特別の手

続が定められていること 

○ 公益充実資金はその積み立てた総額を管理するものであるから、公益充実活動等の実施時

期や優先順位の変更により、当初想定していた公益充実活動等から他の公益充実活動等に資

金を流用することは、公益充実資金の「公益充実活動等以外の支出に充てるため取崩し」には

 
 
139 公益充実資金は、現金以外の預金、有価証券等の形態で保有することもできるが（認定規則第２３条第１項

括弧書き）、その額については、積立額及び取崩額で管理されるものであるから、そこから生じた果実について

は、収益となり、当該果実を公益充実資金とするためには積立て処理が必要となる（自動的に公益充実資金の

増額とはならない。）。 
140 特例算定における、特例費用額に参入可能な公益充実資金の積立額の上限を算定する際に、前事業年度

の公益充実資金の数値が必要となる。 



第５章 公益法人が遵守すべき規律 
 

157 
 

当たらない141 。それとは別に、法人として予期せぬ事態に対応するための資金が必要になる場

合、社会経済の変化等に対応して機動的に公益目的事業を実施するための資金が必要になる

場合など、状況変化等に応じて、公益充実資金を目的とした公益充実活動等以外の支出に充

てるために取り崩すことは、資金の有効活用の観点から妨げられるものではない。他方、公益充

実資金は法人の意思で一度使途を決定し、財務規律における効果を持つことにもなることから、

目的外で取り崩す場合について法人としての手続が定められていることを求めるものである。 

○ 例えば定款に「公益充実資金の管理は別途、理事会で定める手続による」と定め、目的外取

崩しは理事会決議に委ねるということが考えられる。 

 

エ 事業年度の末日における公益充実資金の額が積立限度額を超えていないこと（認定規則第

23条第１項第４号） 

 

オ 貸借対照表の注記や財産目録又は附属明細書に表示され、他の財産と区分されていること

142（認定規則第23条第１項第５号） 

 

② 公益充実資金の取崩しについて（認定規則第23条第２項） 

○ 公益充実資金は資金の目的の支出がなされた場合に、当該支出の額を取り崩すほか、正当

な理由がないのにも関わらず、当該資金の目的とする公益充実活動等を行わない事実があっ

た場合には、積立限度額から当該公益充実活動の所要額を控除し、控除した後の額が公益充

実資金の額を上回る場合には、その上回る部分の額を取り崩す必要がある。 

○ なお、上記のとおり、事業環境の変化等に対応して使途を変更することは可能であるが、合理

的理由なく、繰り返し事業の実施時期を延期するような場合には、当該資金の目的とする公益

充実活動等を行わないと判断することがあり得る。 

 

③特定費用準備資金及び資産取得資金（以下、まとめて「両資金」という）から公益充実資金への

移行 

公益充実資金の創設に伴い、公益目的事業に係る両資金は廃止となり、それらは公益充実

資金に移行する。そのため、新制度施行後に開始する最初の事業年度の開始の日において、

 
 
141 なお、法人内部における資金管理の必要性から、自らの意思決定により、特定の公益充実活動等から他の

公益充実活動等への資金流用に制限を設けることを妨げるものではないが、財務規律の判定においては、一つ

の公益充実資金として取り扱われる。 
142 令和６年会計基準では、「資産及び負債の状況」に関する注記に記載することとされている。同会計基準に

移行するまでの間、平成20年会計基準を適用する場合には、貸借対照表において特定資産として表示する必

要がある。 
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公益目的事業に係る両資金を保有する法人は、その時点で当該資金を公益充実資金に組み

込む必要がある（公益充実資金の情報については、事業年度単位で開示するため、当該事業

年度終了後に作成する定期提出書類において開示することとなる。）。 

両資金は、その設定の際に公益充実資金と同等の具体性な使途が特定されていることから、

従前の定期提出書類（別表 C（３）及び（４））に記載していた情報から必要な情報を公益充実資

金の明細に記載し、当該事業年度に係る事業報告の際に提出する必要がある。加えて、（３）①

イで記載のとおり、当該情報を法人自らでも公表する必要がある。 
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【財務規律での効果について】 

 

 中期的収支均衡 

（通常） 

中期的収支均衡 

（特例算定） 

公益目的事業比率・ 

使途不特定財産保有上限 

収

入

額 

取崩額（資産取得等に充て

た額（実額）を除く） 
取崩額（実額） 

取崩額（資産取得等に充て

た額（実額）を除く） 

費

用

額 

積立額（実額） 
積立額（上限あり（計画的に

積み立てた場合の算定値） 

積立額（事業実施のために

積み立てられた算定値） 

 

（４） 公益認定申請時の確認（認定法第５条第６号） 

○ 公益認定申請時には、認定法第７条第２項第２号により提出する収支予算書の対象事業年

度に係る見込額及び認定規則第７条第３項第３号の書類（認定法第５条各号に掲げる基準に

適合することを説明した書類）を基に中期的収支均衡が図られることが見込まれるものかを審査

する。 

○ 同号の書類には、公益認定を受けた場合のその認定の日の属する事業年度に係る収支の見

込み等（公益認定を受けた日からのものに限る）を記載する。なお、当該事業年度や当該事業

年度以降の５年間に残存剰余額が発生することが見込まれる場合には、その解消見込み（事

業拡大、公益目的保有財産の取得予定等）を併せて記載する必要がある143。 

 

  

 
 
143 中期的収支均衡の規律は、事前に将来の収支に関する計画を求め規制するものではなく、結果として、残

存剰余額が解消されずに残っている場合に、均衡が図られていないものと判定するものであることから、公益認

定の審査段階では、将来の各事業年度に関する具体的な収支の見込みまで求める必要はない。 
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【参考】中期的収支均衡の判定フロー（通常の算定方法） 
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【参考】中期的収支均衡の判定フロー（特例算定） 
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第２ 公益目的事業比率（認定法第15条） 

（１） 公益目的事業比率の趣旨 

○ 公益法人は、公益目的事業を行うことを主たる目的とし（法第５条第１号）、また、「公益法人」

の名の下、国民からの寄附等を受けつつ事業活動を行うものであることから、公益法人が行う全

ての活動の規模に占める公益目的事業の割合が、少なくとも、その半分を占めていることを求め

るもの。事業の規模を測る指標として費用を採用し、 

公益目的事業の実施にかかる費用の額（以下「公益実施費用額」という。）

公益実施費用額＋収益事業等の実施に係る費用の額 (以下「収益等実施費用額」という。)
＋公益法人の運営に必要な経常的経費 （以下「管理運営費用額」という。）

  

を公益目的事業比率として定義し、この値が100分の50以上となることを公益認定基準として

設けている144。 

○ 公益目的事業比率の算定の基礎となる費用額は、基本的には、損益計算書上の各事業費、

管理費となるが、事業規模を測るという趣旨を踏まえると、ボランティアの支援を得て事業活動

を行う法人や、数年に一度大きな事業を行うような法人などについて、単純に毎事業年度の財

務諸表上の「費用」で事業規模を測ることができないため、必要な調整を行うこととしている。 

 

（２） 公益目的事業比率の確認 

○ 公益認定申請時には、認定法第７条第２項第２号により提出する収支予算書の対象事業年

度に係る見込額及び認定規則第７条第３項第３号の書類（認定法第５条各号に掲げる基準に

適合することを説明した書類）を基に公益目的事業比率が100分の50以上となることが見込ま

れるものかを審査する。 

○ 公益目的事業比率の適合状況については、毎事業年度終了後、その数値及び計算の明細

を行政庁に提出する必要がある（様式集52頁、当該情報が令和６年会計基準に従い、財務諸

表の附属明細書において表示してある場合は別途の提出は不要）（認定規則第46条第１項第

５号及び同条第３項）。 

 

（３） 公益目的事業比率の算定 

認定規則第24条第２項の損益計算書（経常費用）に計上すべき「事業費」「管理費」の定義は

次のとおりとする。 

 

 
 
144 事業費が少額であっても管理費が過大であるだけで、事業規模が大きく算定され、公益目的事業の実施状

況が適正に反映されなくなるおそれがあることから、事業と直接に結びつかない管理費については、公益実施

費用額に含めないこととしている。 
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① 事業費：当該法人の事業の目的のために要する費用 

事業費は、各事業に跡付けることができる費用であって、例えば、事業に従事する職員の給与

手当等の人件費、事業に関連して発生する旅費交通費、事業の実施会場の賃借料等の経費が

該当する。また、業務執行理事に対する役員報酬のうち、事業へ従事することへの対価であると認

められる部分についても事業費に該当する。 

② 管理費：法人の事業を管理するため、毎事業年度経常的に要する費用 

管理費は、各事業に跡付けることができない経常的な費用であり、換言すれば、法人の事業活

動に関わらず、法人が存続していく上で、必要な経常的な費用である。例えば、個別の事業実施

に直接かかわりのない役員報酬や管理部門の経理担当職員の給料手当等の人件費、社員総

会・評議員会・理事会の開催費用、理事・評議員・監事報酬や税務申告に係る税理士報酬、会

計監査に係る監査報酬等は、法人が存続していくために必要な経常的費用と考えられるので、管

理費に該当する。 

（管理費の例示） 

総会・評議員会・理事会の開催運営費、登記費用、理事・評議員・監事報酬、会計監査

人監査報酬。 

（事業費に含むことができる例示） 

専務理事等の理事報酬、事業部門の管理者の人件費は、公益目的事業への従事割合に

応じて公益目的事業費に配賦することができる。管理部門145 で発生する費用（職員の人件

費、事務所の賃借料、光熱水費等）には、事業との関連性によって事業費に算入する可能

性のある費用が含まれており、法人の実態に応じて算入する。 

 

○ 認定規則第32条（認定規則第24条第２項の「事業費」及び「管理費」のいずれにも共通して

発生する関連費用の配賦について定めるもの）の「適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦

しなければならない」については、例えば以下のような配賦基準が考えられるが、これ以外に適

当と判断した基準があればそれを採用することができる146。配賦が困難な費用（共通費用）につ

いては、公益目的事業と収益事業等とに関連する費用は収益事業等の費用として、公益目的

事業又は収益事業等と法人の運営に係る費用に関連する費用は法人の運営に係る費用として

経理することができる（認定規則第32条）。なお、各費用がどのように配賦されたのかは、令和６

年会計基準に従い、活動計算書の注記（事業費・管理費の形態別区分）において明らかにする。 

 
 
145 管理部門とは、法人本部における総務、会計、人事、厚生等の業務を行う部門である。 
146 過去の活動実績、関連費用のデータなどから法人において合理的と考える程度の配賦割合を定めればよ

く、その算定根拠を詳細かつ具体的に記載する必要はない。 
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（配賦基準） 

配賦基準 適用される共通費用 

建物面積比 地代、家賃、建物減価償却費、建物保険料等 

従業員数比 福利厚生費、事務用消耗品費等 

従事割合 給料、賞与、賃金、退職金、理事報酬等 

使用割合 備品減価償却費、コンピューターリース代等 

 

○ 公益目的事業比率の計算は、公益法人が行う全ての活動の規模に占める公益目的事業の

割合が、少なくとも、その半分を占めていることを求める観点から、「事業の規模」を測るもので

あることを踏まえ、損益計算書上の「事業費」「管理費」147 に以下の調整を加え、公益実施費

用額、収益等実施費用額及び管理運営費用額を算定する。 

○ 以下の調整項目のうち、③から⑤までは任意適用（法人の判断で適用の有無を選択可）であ

るが、ある項目を公益目的事業について適用する場合には、公益目的事業以外の事業や管

理運営に係る業務においても適用することとなる。例えば公益目的事業において自己所有地

に係るみなし費用額を算入した場合に、収益事業等においても自己所有地を使用しているとき

は、当該収益事業等についてもみなし費用額を算入する。複数の事業等で使用している土地

については、面積比など合理的な基準により、それぞれの事業等に配賦する。また、一度算入

することとした場合には、正当な理由がある場合を除き、当該取扱いを毎事業年度継続しなけ

ればならない（認定規則第27条第2項、第28条第2項及び第29条第3項）。なお、③から⑤ま

ではそれぞれ別個の調整項目であり、ある項目を適用した場合に、他の項目も適用しなければ

ならないということではない。 

 

① 引当金に係る調整（認定規則第25条） 

引当金については、繰り入れた段階で費用として損益計算書に計上されることから、引当金

取崩益を計上する会計処理又は引当金を経常外増減の部で取り崩した場合には、当該事業年

度における取崩額を費用額から控除する。 

 

② 財産の譲渡損等（認定規則第26条） 

公益法人の経常的な事業活動以外における、財産の譲渡損失、財産の評価換えによる評

 
 
147 令和６年会計基準では、活動計算書において費用を活動別分類により表示することとされており、公益目的

事業の事業費、収益事業等の事業費、管理費を活動計算書上で把握することができる。同会計基準に移行す

るまでの間、平成20年度会計基準を適用する場合は、正味財産増減計算書内訳表により、これらの事業費・管

理費を把握する。 
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価損、財産の運用損失については、事業規模を図る指標として適当ではないことから、費用額

に算入しない（これらを経常費用に計上している場合には控除する。）。 

 

③ 土地の使用に係る費用額（認定規則第27条） 

自己所有の土地を使用して事業を行う場合、他者所有の土地を使用して賃借料等を払う場

合と比べ、事業内容は同一であっても、費用額で測定した事業規模が小さくなることが想定され

る。このため、このような場合には、公益目的事業比率の計算に係る事業費の算定において、法

人の判断で、土地の使用に係る費用額の算入を可能としている。費用額に追加的に算入できる

のは、「土地の賃借に通常要する賃料の額から当該土地の使用に当たり実際に負担した費用の

額を控除」した額である（認定規則第27条第１項）。この場合の「土地の賃借に通常要する賃料

の額」の算定方法については、不動産鑑定士等の鑑定評価、固定資産税の課税標準額を用い

た倍率方式（倍率は、一般には３倍以内とする。）、賃貸事例比較方式や利回り方式など法人

の選択に委ねる。 

 

④ 融資に係る費用額（認定規則第28条） 

自己資金等を使用して無利子又は低利子の貸付事業を行う場合、他者から資金を調達して

事業を行う場合と比べ、事業内容は同一であっても、費用額で測定した事業規模が小さくなるこ

とが想定される。このため、無利子又は低利子の貸付事業を行う場合には、公益目的事業比率

の計算に係る事業費の算定において、法人の判断で、当該貸付金の資金を外部からの借入に

よって調達した場合の利率により計算した利子の額と、当該貸付金に係る利子の額との差額を

算入可能としている。この場合の「借入れをして調達した場合の利率」については、例えば、前事

業年度末の市場貸出金利を用いることが考えられる。 

 

⑤ 無償の役務の提供等に係る費用額（認定規則第29条） 

無償の役務提供や便益の供与を受けて事業を行う場合には、実際は経済的な資源が投入

されているにも関わらず、無償であるために、事業内容は同一であっても、費用額で測定した事

業規模が小さくなることが想定される。このため、法人の判断で、これらの資源投入に当たって

通常発生する費用を算定し、事業の規模として評価することを認めることとしている。実際の支

払いを伴わないことから領収書といった外部証憑はなく、これに代わる証憑の作成、保存等を条

件として算定や報告の信頼性を担保することが必要である。なお、市価より低廉な価格で供与さ

れる場合も同様である。 
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ア  認定規則第29条の「役務」等148は、次の条件を満たすものを対象とする。 

（ⅰ） その提供等が法人の事業等の実施に不可欠であること 

（ⅱ） 法人は提供等があることを予め把握しており、法人の監督下において提供等がなされる

こと 

（ⅲ） 通常、市場価値を有するものであること 

 

イ  認定規則第29条の「必要対価の額」は、役務の提供を受けた法人において当該役務の提供

に関して通常負担すべき額をいい、合理的な算定根拠に拠るか、役務等の提供地における最

低賃金に基づいて計算する。 

 

ウ  認定規則第29条第４項の「役務の提供があった事実を証するもの及び必要対価の額の算定

の根拠」については、法人において、提供者の住所、氏名、日時、役務等の内容、単価とその根

拠、法人の事業との関係を記載した書類を作成するものとし、その概要については、公益目的

事業比率の適合状況及びその明細（認定規則第46条第１項第５号）として開示対象とし、説明

責任を果たす必要がある。 

 

⑥ 公益充実資金又は特定費用準備資金に係る調整 

公益充実資金又は特定費用準備資金については、その積立額を費用額に算入し、取り崩し

た場合には、原則として、その取崩額を費用額から控除することとしている。これは、複数年度ご

とや単発で大型事業を実施する場合においては、準備期間と事業実施年度を通算すると一定

規模の事業費に達する場合であっても、単年度では実施年度と準備期間で事業費に著しい差

異が生ずる可能性があることから、単年度ベースで判定を行う公益目的事業比率において、法

人が要件を満たし一定の具体性を持って積み立てる資金である公益充実資金又は特定費用

準備資金の積立については、費用額に算入する調整をするものである。 

 

ア 公益充実資金について 

公益充実資金は事業実施のための費用に充てるための積立てと資産取得等に充てるための

積立ての双方を目的とすることが可能であり、中期的収支均衡における剰余額・欠損額の算定

においては、いずれを目的とする積立てであっても区別せずに費用額に算入される。これに対し、

公益目的事業比率の算定においては、当該事業年度における公益充実資金の積立額のうち事

 
 
148 理事、監事、評議員については報酬等支給の基準の定めに従うことになり、無報酬の理事等の理事等として

の職務の遂行は、費用に算入可能な「役務」には含まれない。 
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業実施のために積み立てられた部分に係るものを費用額に算入し、取崩額のうち資産取得等に

充てた部分以外に係るものを費用額から控除する。 

これは、一般に、資産取得等がそれをもって直ちに事業活動の規模を表すものとは言い難い

ことから、公益目的事業比率の算定には含めないこととするものである（減価償却資産について

は、「減価償却費」が事業費に計上される。また非減価償却資産である土地に係る費用につい

ては、上記（３）により、公益目的事業比率の算定において考慮することを可能としている。）。 

 

（ⅰ） 費用額に算入する額の算定 

公益充実活動等ごとの所要額を基に、事業実施のために積み立てられた部分に係る

積立額を計算する。公益充実資金は、積み立て時には目的ごとに積立額を区別してお

らず、事業実施のために積み立てられた実額を特定できないため、以下の按分計算を

行う。 

 

公益充実資金（資金全体）の積立額 × 各公益充実活動等（事業実施に係るものに限る）の所要額の合計額

積立限度額（全ての公益充実活動等ごとの所要額の合計額）
 

 

（ⅱ） 費用額から控除する額の算定 

取崩し時には具体的な使途が特定されているため、その実額を基に「公益充実資金

（資金全体）の取崩額」から「資産取得等に充てた額」を控除した額を公益目的事業比

率算定上の費用額から控除する。 

 

イ 特定費用準備資金について 

特定費用準備資金は、公益目的事業以外の将来の特定の活動の実施のために特別に支出

する費用（事業費・管理費に計上されるもので、引当金の対象となるものは除く。）に係る支出に

充てるために保有する資金である。当該事業年度における特定費用準備資金の積立額全額を

費用額に算入し、取崩額全額を費用額から控除する（認定規則第31条第１項及び第２項）。特

定費用準備資金として認められるための要件の内容は以下のとおりである（同条第３項）。 

 

【特定費用準備資金の要件】 

（ⅰ） 「資金の目的である活動（収益事業等又は公益法人の運営に係るものに限る）を行うこ

とが見込まれること（認定規則第31条第３項第１号）」とは、活動の内容及び時期が費用

として擬制できる程度に具体的なものであることを要する。法人において関連する事業を

まとめて一の事業単位として経理を区分する際に、その事業単位で設定することも、その
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事業単位の中の個々の事業で設定することも可能である。活動時期が単年度である必

要はないが、法人の規模、実績等に比して実現の見込みが低い事業や実施までに例え

ば10年の長期を超えるような事業は、積立て対象として適当ではない。繰越金、予備費

等、将来の単なる備えとして積み立てる場合は本要件を満たさない。 

 

（ⅱ） 「他の資金と明確に区分して管理されて（同項第２号）」おり、「目的である支出に充て

る場合を除くほか、取り崩すことができないものであること又は当該場合以外の取崩しに

ついて特別の手続が定められていること（同項第３号）」との関係において、特定費用準

備資金は、各特定費用準備資金単位でどの事業に関する資金かが判別できる程度に

具体性をもって、また相互の違いが明確になるよう適宜の名称を付した上（例：建物修

繕費用準備資金、事務所移転費用準備資金など）、貸借対照表の注記（資産及び負

債の状況）上で表示されることを要する。また、実施時期が近づくことに伴う見積もりの精

緻化や、事業環境の変化等を踏まえてその目的や性格が変わらない範囲での資金の

見直しや事業の予期せざる損失への充当等を行うことは可能である。 

 

（ⅲ） 特定費用準備資金について、合理的理由なく事業の実施時期を何度も延期し、実質的

に同一の特定費用準備資金が残存し続けるような場合は、「正当な理由がないのに当

該資金の目的である活動を行わない事実があった場合」（認定規則第31条第４項第３

号）に該当し、資金は取崩しとなる。 

 

【財務３基準での特定費用準備資金の効果について】 
 

中期的収支均衡・使途不特定財産額の

保有の制限の上限額算定 

公益目的事業比率 

収入額 影響なし149 取崩額 

費用額 同上 積立額 

 

 

 

 

 
 
149 特定費用準備資金は、収益事業等又は法人運営に係る事業実施のために積み立てられるため、中期的収

支均衡・使途不特定財産額の保有の制限の上限額算定へは影響しない。 



第５章 公益法人が遵守すべき規律 
 

169 
 

第３ 使途不特定財産額の保有の制限（認定法第16条） 

（１） 使途不特定財産規制の趣旨 

○ 公益法人は、公益目的事業を実施することを主たる目的とし、広く社会的なサポートを受けつ

つ活動する法人であるため、公益法人が保有する資産は、公益目的事業を始めとする当該法

人の事業活動・法人運営に有効に活用されるべきであり、公益目的事業の実施とは関係なく財

産が法人内部に過大に蓄積されること（死蔵）は適当ではない。一方、社会経済情勢の変化等

に対応しつつ、安定した法人運営を継続するため、一定程度自由に使用・処分できる余裕財産

を確保することは当然に必要である。このため、公益法人の保有する資産（ストック）について、

現に使用されておらず、かつ引き続き使用されることが見込まれない財産を「使途不特定財産

150」と定義し、過分に使途不特定財産を保有することについて制限を設けるものである。 

○ 具体的には、公益法人が保有する使途不特定財産の額が１年分の公益目的事業費相当額

を超えてはならないこととしている。 

○ 一般的には、１年分の公益事業費相当額の自由に使用・処分できる資産を保有していれば、

社会環境・事業環境の変動にも対応可能と考えられるが、法人によっては、それでは、予見する

ことが困難な事態（自然災害、パンデミック等）が発生した場合において安定的な法人運営に支

障を来すことも考えられるため（現に我が国で令和２年に始まった新型コロナウイルス感染症の

拡大において、手元資金が不足し、不安定な事業運営を余儀なくされた法人があった。）、一定

の要件を満たす「公益目的事業継続予備財産」（詳細後述）については、保有制限の対象とな

る「使途不特定財産額」の算定上控除できることとしている151。 

 

（２） 使途不特定財産額の算定 

○ 各事業年度の使途不特定財産（公益目的事業その他の事業等に現に使用されておらず、か

つ、引き続きこれらのために使用されることが見込まれない財産）の額は、法人が保有する全て

の財産の額から、負債（基金を含む。）の額、使途が特定されている財産の額（控除対象財産の

額（対応負債の額を除く））、公益目的事業継続予備財産の額を控除した額であり、具体的には、

以下の計算式によって算定される（認定規則第36条第２項）。公益法人は、毎事業年度終了

 
 
150 令和６年改正法により、規制の対象となる、現に使用されておらず、かつ引き続き使用されることが見込まれ

ない財産の名称が「遊休財産」から、当該財産の性質をより端的に表す「使途不特定財産」に変更された。 
151 新型コロナウイルス感染症の拡大により、文化・芸術系の公演事業、国際交流・会議施設運営事業、外国人

技能実習生の受入れ事業、病院事業など対価収入を主な収入源とし、事業を実施できない場合でも固定費が

かかる法人を中心に、手元資金が不足するなどの課題が生じた。これを受け、令和６年改正法により、「公益目

的事業継続予備財産」が措置された。 



第５章 公益法人が遵守すべき規律 
 

170 
 

後、その数値及び計算の明細を行政庁に提出する必要がある（当該情報が令和６年会計基準

に従い、財務諸表の附属明細書において表示してある場合は別途の提出は不要）（認定規則

第46条第１項第６号及び同条第３項）。 

 

使途不特定財産額＝総資産額－（負債額＋一般社団・財団法人法第131条の基金の額） 

－（控除対象財産の額－控除対象財産の対応負債額）－公益目的事業継続予備財産額 

 

① 控除対象財産について 

「公益目的事業その他の事業等に現に使用されておらず、かつ、引き続きこれらのために使用さ

れることが見込まれない財産」（認定法第16条第２項）については、使途不特定財産となるところ、

以下の財産については、「使用又は使用される見込みがある財産」であることから使途不特定財産

に該当しない「控除対象財産」としている（認定規則第36条第３項）。これらの財産は、貸借対照

表の注記や財産目録に表示され、他の財産と区分される152。 

 

ア 公益目的保有財産（継続して公益目的事業の用に供する公益目的事業財産） 

○ 公益目的事業に継続的に使用している公益目的事業財産（断続的であっても、長期にわたっ

て継続して使用している場合は継続的に使用しているものとする）が該当する。複数年度にわた

って保有し続けることが想定されており、固定資産（土地・建物等の実物資産のほか、運用目的

の金融資産も含む。）が基本的に想定される。公益目的事業財産を支出することにより取得した

固定資産であっても、公益目的事業の用に継続的に供されていない場合には、公益目的保有

財産に含まれない。 

○ 以下の財産は、公益目的保有財産に該当する。また、使用実態に鑑み法人が公益目的保有

財産であることを表示した公益目的事業財産が該当する。 

・ 不可欠特定財産（認定法第５条第19号、第18条第６号） 

・ 定款に定めた基本財産（法人法第172条第２項）のうち、公益目的事業財産に該当するもの 

・ 寄附等によって受け入れた財産で、交付者の定めた使途に従って公益目的事業に継続的

 
 

152 令和６年会計基準では、「資産及び負債の状況」に関する注記（記載することにより財産目録とみなされ

る）、「使途拘束財産の内訳と増減額及び残高」に関する注記、「指定寄附資金の発生年度別残高及び使用

見込み」に関する注記を記載することとされている。これらの注記において財産の区分を表示する際には、控

除対象財産の区分を表示する（特定資産と表示する必要はない）。同会計基準に移行するまでの間、平成

20年会計基準を適用する場合には、貸借対照表において基本財産又は特定資産として表示するとともに、

財産目録において該当する資産ごとに控除対象財産の区分を記載する。 
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に使用されている公益目的事業財産153 

○ 運用目的の金融資産の場合は、原則として取り崩すことなく、その果実（配当金等の金銭）を

継続的に公益目的事業の財源に充てることを目的として保有するものである必要がある154。 

○ なお、果実が公益目的事業の財源として活用されていない場合には、公益目的事業の財源

に充てることを目的として保有していると言えない。また、当該財産の果実は、継続して使用する

性質のものではないため、公益目的保有財産には該当しない。継続的に使用されなくなった場

合には、公益目的保有財産ではなくなることに留意する。 

 

イ 法人活動保有財産（公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務や活動に継

続的に使用している公益目的事業財産以外の財産） 

○ 特定の使途に継続的に使用されている公益目的事業財産以外の財産（「継続的に使用」の

考え方は、「公益目的保有財産」と同じ。）が該当する。公益目的事業財産以外の財産で、複

数年度にわたって保有し続けることが想定されており、区分経理155 上は、収益事業等会計又は

法人会計に計上された固定資産が基本的に想定される。 

○ 以下の財産は、法人活動保有財産に該当する。また、使用実態に鑑み法人が法人活動保有

財産であることを表示した財産が該当する。 

・ 定款に定めた基本財産（法人法第172条第2項。公益目的事業財産を除く。） 

・ 寄附等によって受け入れた財産で、交付者の定めた使途に従って特定の業務又は活動に継続

的に使用されている財産（公益目的事業財産を除く。）156 

○ また、運用目的の金融資産の場合における、要件やその果実の取扱いについては「公益目的

保有財産」と同じである。 

○ 「その他の業務や活動」には公益目的事業のための業務や活動も含まれる。公益目的事業財

産以外の財産で事実上継続的に公益目的事業に使用している財産（例えば、公益認定を受け

る前に取得し公益目的事業財産としていない財産）についても、法人活動保有財産に該当する。

このような財産は、法令上、公益目的事業以外の用途に使用することも可能であることから、法

人活動保有財産と整理する（区分経理上は、収益事業等会計又は法人会計に計上される。）。 

 

 
 
153 令和6年改正前の認定規則第22条第3項第5号の財産（「交付者の定めに従って使用している財産」）と区

分されていたもの 
154 法人の財務状況等に照らし必要がある場合には、当該金融資産を取り崩すことが妨げられるものではない。 
155 「区分経理」については、第５章第１節第４（２）区分経理を参照。以下区分経理について同様。 
156 令和6年改正前の認定規則第22条第3項第5号の財産（「5号財産」）と区分されていたもの 
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ウ 公益充実資金 

詳細は【第１（３）参照】。 

 

エ 資産取得資金（特定の法人活動保有財産の取得又は改良に充てるために保有する資金157） 

○ 特定の法人活動保有財産の取得又は改良に充てるため、法人の任意で積み立てる資金であ

り、区分経理上は、収益事業等会計又は法人会計に計上され、特定費用準備資金と同様の要

件を充たす必要があり、特定費用準備資金の規定が準用される（認定規則第31条及び第36

条第４項）。 

○ 特定費用準備資金に関する規定の準用に関し、「資金の目的である財産を取得し、又は改良

することが見込まれること」（読替え後の認定規則第31条第３項第１号）については、取得又は

改良の対象とその時期が具体的なものであることを要する。取得又は改良の対象やその時期に

ついて、事業環境や財務状況等の変化を踏まえて変更することは可能である。減価償却引当

資産は、対象が具体的であれば資産取得資金に該当する。 

○ 「資金の目的である財産の取得又は改良に必要な最低額が合理的に算定されていること」（読

替え後の同第４号）については、市場調達価格とする。 

○ 資金について、合理的理由なく取得・改良の実施時期を何度も延期し、実質的に同一の資金

が長期に渡り残存し続けるような場合は、｢正当な理由がないのに当該資金の目的である財産

を取得せず、又は改良しない事実があった場合｣（同条第４項第３号）に該当し、資金は取崩しと

なる。 

 

オ 特定費用準備資金 

詳細は【第２（３）⑥（ⅱ）イ参照】。 

 

カ 指定寄附資金（寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産であって、当該財産を

交付した者の定めた使途に充てるために保有している資金（当該資金から生じた果実を除く。）） 

○ 寄附者等による使途の定めについては、公益目的事業のための寄附であれば、「公益目的事

業に充てるためのもの」であることが明らかであればよい。寄附者等の意思によって、更に具体的

な使途を指定すること（公１事業のため、公１事業の○○のため等）も可能。収益事業等のため

 
 
157 公益目的保有財産の取得を目的とする場合は、公益充実資金として積み立てることとなる。なお、公益目的

保有財産と法人活動保有財産の共用財産の取得等の場合は、使用割合等に応じて公益充実資金と資産取得

資金の両方で積立てを行うこととなる。 
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の寄附であれば、具体的な事業への使途指定が必要（複数の事業からなる収益事業等の場合

は、収１事業の○○のため。単独の事業からなる場合は、収１事業のためで足りる。）。法人運

営のための寄附の場合は、管理費のためといった指定が必要。寄附の目的が公益目的事業、

収益事業等及び法人の運営にまたがる場合には、それぞれにどれだけの資金を充てるのか明ら

かにする必要がある。 

○ 寄附者等による使途の定めに従って保有する資金（金銭、預金のほか有価証券等の金融資

産を含む。）は、寄附者等による使途の定めに従い、公益目的事業若しくは収益事業等その他

法人の業務又は活動に費消されるべく待機しているものであり、これらの使途に使用されること

が見込まれる財産であることから、控除対象財産とするものである。 

○ 当該財産自体を費消するのではなく、当該財産を継続的に運用しその果実を事業の財源とし

て使用することを目的とする場合は、①公益目的保有財産（１号財産）又は②法人活動保有財

産（２号財産）として整理する（果実を事業の財源として使用することを目的としつつ、事情に応じ

て当該財産を取り崩すことが想定される場合にも、１号財産又は２号財産として整理するものと

する。）。 

○ 指定寄附資金が控除対象財産として正当に位置付けられるためには、当該資金が相当の期

間内に費消される見込みがあることが求められる。「相当の期間」については、交付者の意思、

使途の内容、財産の規模等に応じて変わるものであり、一律に定めることはできないものの、長

期に渡って使用されず、合理的な理由なく具体的な使用時期を明らかにできないような場合に

は、公益目的事業若しくは収益事業等その他法人の業務又は活動に費消されるべく待機してい

るとはいえない。使用見込みを明らかにするため、令和６年会計基準の損益計算書の注記（指

定純資産のうち指定寄附資金の発生年度別残高及び支出見込み）においては、指定寄附資

金の発生年度別残高及び使用見込みを開示することとされた。当該資金が長期（目安としては

取得後10年）にわたり使用されておらずその理由等が明らかでない場合、行政庁において報告

徴収により説明を求めることがあり得る。 

○ 指定寄附資金から派生して取得した果実は、寄附等により受け入れた財産そのものでないた

め、指定寄附資金には該当しない158。 

 

 

 
 

158 令和6年改正前の認定規則第22条第３号第６号に基づき、新制度施行前に同号の財産に区分していた

果実（相当の期間内に費消することが見込まれるもの）については、引き続き指定寄附資金に区分することが

できるが、同号の規定に基づき相当の期間内に費消する必要がある。 
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② 控除対象財産の対応負債額の算定 

使途不特定財産額の算定上、負債が二重で減算されることがないよう、控除対象財産の額から

控除対象財産に対応する負債の額を控除した後の額を総資産額から控除する必要がある。控除

対象財産に対応する負債の額は、具体的には、以下のア又はイの計算式で算定される（認定規

則第36条第７項又は第８項）。 

 

ア 個別対応方式（認定規則第36条第７項） 

○ 控除対象財産と個別の対応関係が明らかな負債をまず特定する。控除対象財産から、負債

との個別の対応関係が明らかな額と指定純資産から充当される額とを控除した財産額の中に

は、資産の各科目との対応関係が明らかでない負債に係るものが含まれうるが、これを資産の

各科目との対応関係が明らかでない負債の額と一般純資産額との割合に基づいて算出する。

すなわち、対応負債額は 

 

Ａ各控除対象財産と個別対応する負債額＋(控除対象財産額－Ａ－指定純資産額)
× Ｂ（負債額－引当金の額－各資産に対応する負債の合計額）

（Ｂ＋一般純資産額）
 

となる。 

 

イ 簡便方式（認定規則第36条第８項） 

○ 控除対象財産より、指定純資産から充当される額を控除した財産額の中には負債に係るもの

が含まれうるが、これを負債の額と一般純資産額との割合に基づいて算出する。すなわち、対

応負債額は 

（控除対象財産額－指定純資産額） × Ａ（負債額－引当金の額）

（Ａ＋一般純資産額）
 

となる。 

 

③ 公益目的事業継続予備財産と法人の公表事項について 

使途の定まっていない財産のうち災害その他の予見し難い事由が発生した場合においても公益

目的事業を継続的に行うために必要な限度において保有する必要があるものとして認定規則に定

める要件を満たす公益目的事業財産については、「公益目的事業継続予備財産」（以下「予備財

産」という。）として、「使途不特定財産額」の保有制限の算定上控除することとしている。予備財産

が必要な事情、必要な財産の額等は法人によって異なることから、一律にその保有目的や上限額
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等を定めることとはせず、法人において合理的に説明できる額の財産を保有できることとしている。

上記第３（１）使途不特定財産規制の趣旨に反するような蓄財はあってはならず、また、法人の事

業内容、事業環境等の事情変化によっては、予備財産が不要となることも想定されることから、継

続的に説明責任を全うする必要がある。このため、予備財産を保有する法人は、毎事業年度の終

了後、予備財産の額や保有する理由等について、財務諸表の附属明細書等において開示すると

ともに、インターネットその他適切な方法で自ら公表することとしている(認定規則第37条第3項)。こ

れらの情報は、行政庁に提出することとされており、行政庁は、予備財産の必要性を継続的に確

認する。 

 

ア 法人の実情に鑑み資金を保有する必要性があること 

○ 予備財産の要件として、第一に「当該公益法人の事業内容、資産及び収支の状況、災害その

他の予見し難い事由の発生により想定される公益目的事業の継続が困難となる事態、当該事

由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うための平時の取組の状況その他の

事情に鑑み、当該事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うための資金を

保有する必要性があること」が規定されている（認定規則第35条第１号）。 

・ 以下の（ⅰ）から（ⅳ）までの内容その他の要素に即して、社会通念に照らして合理的な必要性

を説明できることが必要である。法人の事業内容や法人を取り巻く状況等は千差万別であり、予

備財産を保有する必要性も多種多様である。予備財産は、法人の多種多様な事情に鑑みて災

害等の予見し難い事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うために必要な

財産であることから、当該事情を踏まえた必要性があることを要件とされている。以下の４つの観

点に沿った説明が全て必要なわけではなく、全体として、必要性が合理的に説明できれば、そ

れで足りる。 

（ⅰ） 公益法人の事業内容 

法人の事業内容としては、研究事業、公演事業、助成事業など様々な類型があり、その事

業内容・所在地等に応じてリスクは異なる。 

 

（ⅱ） 資産及び収支の状況 

保有資産の内容や収支の構造などに応じて、不測の事態における課題は異なる。 

例えば、「収入のほとんどを事業の対価収入が占めており、事業を実施できない場合、収入

が途絶える」「事業を実施するために必須となる高額な機材がある」などの事情が想定される。 
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（ⅲ） 災害その他の予見し難い事由の発生により想定される公益目的事業の継続が困難と

なる事態 

予見し難い事由としては、暴風や豪雨、地震等の自然災害、原子力事故等の大規模事故、

感染症のまん延、紛争、国際情勢の変化に伴う経営環境の変化などが想定され得る。「予見

し難い事由」とは、事由の発生が全く予想できないという意味合いではなく、その発生時期や

規模、態様等が予見し難いという意味合いとして用いている。このため、予見し難い事由の規

模、種類、態様等について、詳細・網羅的な想定を用意する必要はないが、「予見し難い事

由」159の発生によりどのような事態が生じるか、一定程度、合理的な説明がなされる必要があ

る。 

例えば、自然災害については、自治体等が提供するハザードマップを参考に被害を予測す

ることが考えられるほか、感染症について過去の事例（海外の事例を含む。）を参考にするな

どが考えられる。 

 

（ⅳ） 不測の事態に備えた平時の取組 

（ⅲ）で想定する事態に備えて、法人の財務状況等に照らし可能な範囲で、防災の取組、

パンデミック等を想定した投資、資産に対する保険などを行うことが考えられる。平時の取組

にはコストがかかることに留意し、法人の財務状況等に照らして負担にならない範囲で対応を

行っていれば足りるものとする。なお、事業規模等に照らして多額の予備財産を保有している

場合には、「事業継続マネジメント160 」等の緊急事態が発生した場合のリスクに対する計画的

な取組みを行うことが求められる。 

 

（その他の事情） 

その他当該法人の固有の事情があればそれを考慮する。 

 

イ 予備財産の限度額が算定されていること 

○ 予備財産の要件として、第二に「前号（上記アの要件）に規定する必要性に基づき、前号に規

 
 
159 「予見し難い事由」は網羅的に挙げる必要がないことに留意する。予備財産の使用については、公益目的事

業のために使用し、処分しなければならないという以外の制限はなく、例えば、地震に備えるために必要としてい

た予備財産を、洪水被害からの復旧に使用することに問題はない。また、予備財産として確保していた財産を、

法人の事情変更等により、通常の公益目的事業のために費消等することも想定される。 
160 緊急事態においても、重要事業を中断させない、中断しても早期復旧できるようにするための、平時からのマ

ネジメント活動のことであり、「事業継続計画」の策定等が当たる。 
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定する事由が発生した場合においても、公益目的事業を継続的に行うために必要な限度額が

算定されていること」が規定されている（認定規則第35条第２号）161。 

○ 災害等の予見し難い事由の継続期間や規模の大きさ等を独自に想定し、必要となる資産の

額（限度額）を厳格に算定することは困難であるため、上記第一の必要性と公的機関等におけ

る各種検討結果・研究内容、過去に発生した類似の事例を基に、法人の平時の取組で容易に

抑制できる部分については、そうした取組を前提として限度額を算定する。必ずしも厳密な積算

を求めるものではなく、社会通念に照らして不合理でない程度の説明があれば足りるものとする。 

 

◎ 高額な機器で研究を行う法人が（ⅰ）（ⅱ）、地震による機器の破損（ⅲ）に備えて、予め緊急

時においても研究機器の調達が可能な調達先（首都直下地震を想定している場合は、首都圏

外の調達先を探す）を確保（ⅳ）しておき、その再調達価格分を予備財産の限度額として算定 

 

 

◎ 演奏会を行う法人が（ⅰ）、感染症のまん延による演奏会の開催中止（ⅲ）及び中止期間の

固定費の支払い（ⅱ）に備えて、予め演奏会事業停止時の縮小体制計画を作成（ⅳ）し、当該

体制の下で、一定期間最低限の事業活動を維持するための固定費分を予備財産の限度額と

して算定 

といった説明が考えられる。 

 

ウ 予備財産額が限度額を超過していないこと 

予備財産の要件として、第三に、予備財産額が限度額を超えていないことが求められる。予備財

産は、法令上、使途が特定されていない公益目的事業財産であることから、予備財産額は公益目

的事業会計上の使途が特定されていない財産の額（対応する負債の額を除く）を上回ることはな

い。区分経理を行っていない法人の場合、公益目的事業財産等を全て公益目的事業のために使

用等する必要があることから、予備財産については、当該法人が保有する全ての使途が特定され

ていない財産の額（対応する負債の額を除く）を超えないことを要件としている（認定規則第35条

第３号）。 

 
 

161 なお、予備財産の要件でありながら、予備財産自体の額でなく限度額としているのは、限度額については

必然性に基づく説明が可能である一方、予備財産の額は、限度額と公益目的事業会計に属する「使途が特

定されていない財産」額から決算の結果として算定される額であり、要件としては前者が相応しいからであ

る。 
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（３） 使途不特定財産の保有上限額の算定等 

① 保有上限額の算定方法＜原則＞（認定規則第34条第１項） 

○ 使途不特定財産額の保有上限額となる「１年分の公益目的事業相当額」は、原則として、前

事業年度までの過去５年間の各事業年度の公益事業費相当額の平均額としている162 。５年分

の平均とするのは、単年度の数値だけで保有上限額を決定した場合、突発的に公益事業目的

事業費が急激に減少すると、保有上限額も急変し安定性に欠けるためである163。 

○ 具体的には、以下の計算式のとおり。 

 

ⅰ 保有上限額＝
各事業年度のⅱの額の合計額

事業年度数
 

ⅱ 各事業年度の公益目的事業費相当額（※1）＝Ａの合計額－Ｂの合計額 

Ａ＝「損益計算書に計上すべき公益目的事業費」＋「商品製品譲渡時の原価額」＋「公益充実資

金の積立額（資産取得等に係る部分を除く。計算方法は、第２ （３）⑥ア（ⅰ）の費用額算入の

算定式に同じ。）」 

Ｂ＝「引当金の取崩額」＋「財産譲渡時の損失、評価損、運用損失（※2）」＋「公益充実資金の取

崩額（資産取得等に充てた額を除く）」 

（※1）期間が１年でない事業年度については、「Ａの合計額－Ｂの合計額」を事業年度の月数で

割って12を掛けた額とする。 

（※2）損益計算書に計上する公益目的事業費にこれらが含まれる場合に限る。 

 

② 保有上限額の算定方法＜特例＞（認定規則第34条第２項） 

○ 公益目的事業が急速に拡大しているような場合、上記①の算定方法によれば、法人の現在

の事業規模に応じた財産を確保できない事態も生じ得る。このため、当該事業年度又は前事業

年度の数値を基礎とした方が、公益目的事業の規模を測る指標として合理的である場合、保有

上限額を以下の計算式で算定することができることとする。 

 

保有上限額＝当該事業年度又は前事業年度の上記Ａの合計額 

 
 

162 令和6年改正前は当該事業年度の公益目的事業費相当額を上限額としていたが、各事業年度の公益

事業費相当額は事業年度の末日まで確定せず、当該事業年度の公益事業費相当額を算定の基礎に含め

た場合、保有上限額の予見可能性が低くなるため、過去５年間の数値を用いることとしている。 
163 他方、あまりに長期間の数値で上限額を決定した場合には、法人の現在の事業規模から乖離した数値に

なることを踏まえ５年間としている。 
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          －当該事業年度又は前事業年度のＢの合計額 

○ この算定方法を採用する場合、法人の意思決定で原則よりも保有上限額を高くすることから、

その事情が対外的にも明らかになるよう、その事情（合理的な理由）について、使途不特定財産

額に関する数値及びその明細を記載した書類で開示しなければならない。 

 

③ 保有上限額の算定における調整（移行期間・過去の実績に関する調整） 

保有上限額は、公益法人としての過去の事業活動の実績値を基礎に算定するが、過去５年間の

全部又は一部の実績がない場合があることから、以下に掲げる場合に応じて、それぞれ調整を行

う。 

ア 公益法人としての活動実績が５年以上ある法人 

○ 過去５年間における各事業年度の数値を基礎に上限額を算定する。 

○ 令和６年の制度改革前の旧制度の下では、各事業年度の公益目的事業費等から当該事業

年度の保有上限額（１年分の公益目的事業費相当額）を算定していたことから164、新制度施行

から５年が経過するまでの間は、旧制度下で算定した各事業年度の公益目的事業費相当額も

含め、過去５年間における各事業年度の数値を基礎に上限額を算定する。 

（例）令和９年度（新制度施行から２年経過後）における上限額算定は、令和４年度から令和６

年度までの各事業年度に旧制度で算定した公益目的事業費相当額＋令和７年度及び８年

度に新制度で算定した各事業年度の公益目的事業費相当額の平均額となる。 

 

イ 公益法人としての活動実績が５年に満たない法人 

○ 公益法人として５年間の活動実績がない場合は、公益法人としての活動実績がある分（旧制

度下で算定した各事業年度の公益目的事業費相当額を含む。）について、上記ア同様に上限

額算定の基礎とする。 

（例）令和６年度に認定を受けた法人の令和８年度における上限額算定は、令和６年度に旧制

度下で算定した公益目的事業費相当額＋令和７年度に新制度で算定した公益目的事業費

額相当額の平均額とする。 

○ なお、公益認定を受けた最初の事業年度（認定を受けた日の属する事業年度）においては、

算定の基礎となる公益法人としての活動実績が存在しないため、当該事業年度は当該事業年

 
 

164 令和６年改正法により、公益目的事業費相当額の算定に関係する制度に変更はあったが（「公益充実資

金」の創設）、公益目的事業費相当額の算定において用いる数値の考え方に変更はないことから、新制度に

おける算定の基礎に含めることとしている。 
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度の公益目的事業費相当額を保有上限額とする。公益認定を受けた日の属する事業年度の

翌事業年度以降は、算定の基礎となる公益法人としての活動実績が蓄積されることから、その

数値の平均額を上限額とする。 

（例）算定の基礎となる公益事業費額は、 

・公益認定の翌事業年度…前事業年度分（認定された年度） 

・公益認定の翌々事業年度…前々事業年度分（認定された年度） 

＋前事業年度分（認定された翌年度） 

と、５年分以内で増えていくことになる。 

 

（４）公益認定申請時の確認（認定法第５条第９号） 

公益認定申請時には、認定法第７条第２項第２号により提出する収支予算書の対象事業年度

に係る見込額及び認定規則第７条第３項第３号の書類（認定法第５条各号に掲げる基準に適合

することを説明した書類）を基に、使途不特定財産規制に適合することが見込まれるものかを審査

する（認定法第５条第９号）。 

 

第４ 公益目的事業財産、公益目的取得財産残額及び区分経理（認定法第18条、第19条及び

第30条並びに認定規則第39条から第43条まで及び第65条から第70条まで） 

（１） 公益目的事業財産（認定法第18条及び認定規則第41条） 

① 公益目的事業財産（区分経理を行う法人） 

○ 認定法第18条においては、公益法人が保有する財産のうち、以下の財産を「公益目的事業

財産」として、内閣府令で定める正当な理由がある場合（③参照）を除き、公益目的事業のため

に使用又は処分しなければならないことを義務付けている。 

○ 下記アからエまで及びカは、公益法人が公益認定を受けた日以後に、公益目的事業のために

取得した財産、オは、公益法人が公益目的事業を行うために不可欠なものとしてその維持及び

処分の制限について定款で定めた財産であり、キは公益認定を受けた日以後に、法人が自らの

意思で公益目的事業財産とした財産であり、クはこれらの財産から派生した財産についても公益

目的事業財産とするものである。合併法人及び特例民法法人から移行認定を受けた法人につ

いては、これらの原則に加え、ケ又はサの調整を行うものである。 

○ 公益目的事業財産は、公益法人の会計基準に従い、公益目的事業会計に計上することとな

る。 

○ 法人が寄附等で取得した財産の一部について公益目的事業以外への使用が定められている

場合も含まれる。下記ア及びイの「公益目的事業以外のためのもの」については、公益目的事
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業以外への使用が明らかであれば足り、使途が個別具体的に定められている必要はないが、一

部を公益目的事業以外のために使用する旨を定める場合には、「一部」について具体性をもっ

て定められる必要がある。 

 

ア 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産（認定法第18条第１号） 

（公益目的事業以外のためのものを除く） 

 

イ 公益認定を受けた日以後に交付を受けた補助金その他の財産（同条第２号） 

（公益目的事業以外のためのものを除く） 

 

ウ 公益認定を受けた日以後に行った公益目的事業に係る活動の対価として得た財産（同条第３

号） 

 

エ 公益認定を受けた日以後に行った収益事業等から生じた収益の２分の１（同条第４号） 

公益法人は、公益目的事業を実施することを主たる目的とする法人であり、公益法人が行う収

益事業等は、公益目的事業を行うための収入を確保する一つの方法として、付随的に行われるも

のであることから、収益事業等からの収益の半分は公益目的事業として使用することが求められる。 

 

オ 不可欠特定財産（上記ア～エを除く）（同条第６号） 

 

カ 公益認定を受けた日以後に徴収した経費（社団法人の会費（法人法第27条））のうち、その徴

収に当たり使途が定められていないものの額の２分の1又はその徴収に当たり公益目的事業に

使用すべき旨が定められているものの額に相当する財産（認定法第18条第８号及び認定規則

第41条第１号） 

○ 経費徴収の根拠は定款の定めに基づくことが必要であるが、具体的な使途については理事会

決議に基づく内部規程（細則）に委任することが可能である。会費についての細則は、公益認定

申請に当たって添付する必要がある（第３章第１（２）ア（ⅰ）参照） 

○ 社団法人において、会員の中から選挙によって選ばれた者のみを社員とする場合の社員以外

の会員が支払う会費は、社員から徴収する経費に準じて公益目的事業財産の額を計算する。

返還を予定しない入会金についても同様である。 

○ 公益目的事業以外に使途が定められているものは公益目的事業財産にならないが、徴収に

当たっての、例えば、「法人の運営に充てるため」のような一般的な定めは、「徴収に当たり使途

が定められていないもの」とする。 
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○ なお、公益財団法人等の会員や賛助会員が払う会費（実質的に対価その他の事業に係る収

入と認められるものを除く。）は、一般的には、社団法人の社員が社員たる資格に伴って定款で

定めるところにより支払う会費とは性格が異なり、認定法上は基本的には寄附を受けた財産に該

当するものと考えられる。 

 

キ 公益認定を受けた日以後に公益目的事業財産以外の財産で公益目的事業会計に計上した

財産（認定法第18条第７号及び認定規則第40条） 

・ 認定法第１８条第７号の内閣府令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細

書において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とされている

ところ（認定規則第40条）、財産を財産目録又は貸借対照表等における公益目的事業会計に

計上することをもって、公益目的事業財産となる。 

したがって、収益事業等会計又は法人会計の財産を公益目的事業会計に移動させた場合、

当該財産は公益目的事業財産となる。 

・ 公益目的事業財産以外の財産を公益目的事業に費消等する場合、その費消等は公益目的

事業会計に計上されるため、公益目的事業財産となった後に、公益目的事業に費消等された

こととなる。これは、公益法人は、公益目的事業を行うことを主たる目的としており（認定法第５

条第１号）、その資源を最大限活用して公益目的事業を実施する法人であることを踏まえた取

扱いである。なお、他会計から公益目的事業会計が借入を行う場合は、公益目的事業会計に

負債が計上されるが、公益目的事業財産から他会計への債務の返済が認められる場合には制

限が設けられている（認定規則第38条第２号。③イ参照）。 

 

ク 上記アからキまでの財産を運用し、支出し、又は処分することにより取得した財産 

 （認定法第18条第５号及び認定規則第41条第４号） 

・ 当該財産から更に派生した財産についても含まれる。 

・ 「処分」には、公益目的事業財産である財産の全部又は一部を公益目的事業財産以外の財産

とする場合（公益目的事業以外に使用する財産に位置付けを改める場合、当該財産の公益目

的事業への使用割合を減少させる場合など）も含まれる。この場合には、公益目的事業財産以

外の財産とした財産に相当する額を「処分することにより取得した財産」として公益目的事業会

計に振り替え、公益目的事業財産の額を維持する必要がある。 

 

ケ 吸収合併により他の公益法人の権利義務を承継した法人については、上記アからクまでに加

え、当該他の公益法人の公益目的事業財産であった財産（認定規則第41条第３号）。 
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コ 新設合併契約により成立した他の公益法人の権利義務を承継した新設法人については、上

記アからクまでに加え、他の公益法人の公益目的事業財産であった財産（認定規則第41条第

３号）。 

 

サ 特例民法法人から移行認定を受けて公益法人となった法人については、移行時において 

一)公益目的事業の用に供する財産 

二）公的目的事業のための財産の取得又は改良のために保有する財産 

三）その他公益目的事業に充てるために保有する資金（認定規則附則第２項）。   

なお、当該法人については、認定規則第41条第４号が読み替えて適用されており（認定規

則附則第３項）上記一）～三）の財産を運用し、支出し又は処分することにより取得した財産

についても公益目的事業財産となる。 

 

② 公益目的事業財産等（区分経理を行わない法人） 

○ 収益事業等を行わない法人は、一定の要件を満たせば区分経理を行わないことができるが

（第４（２）③）、その場合、法人が保有する公益目的事業財産が財務諸表において明らかとなっ

ていないことから、明らかに公益目的事業財産に該当しない「法人の運営を行うために必要な財

産として内閣府令で定めるもの」を除き、全ての財産を公益目的事業のために使用又は処分し

なければならない（認定法第19条第２項で読み替えて適用する認定法第18条）。当該財産は

「公益目的事業財産等」として、公益目的取得財産残額の算定の基礎にもなる（認定法第19

条第２項。第４（３）③イ参照）。 

○ 「法人の運営を行うために必要な財産として内閣府令で定めるもの」は、その使途が法人の運

営のためと特定され、かつ、他の財産と区別された財産であり、使途不特定財産の保有規制に

おける控除対象財産（認定規則第36条第３項各号）のうち、法人活動保有財産、資産取得資

金、特定費用準備資金及び指定寄附資金（法人活動保有財産及び指定寄附資金にあっては、

公益目的事業の用に供するものを除く。）が該当する（認定規則第44条）。これらの財産は、仮

に区分経理を行う場合、いずれも法人会計に帰属する財産であるが、区分経理を行わない場

合であっても、貸借対照表の注記や財産目録又は附属明細書に表示する必要があるものであ

るため、特定可能な財産である。 

 

③ 内閣府令で定める正当な理由 

公益目的事業財産を公益目的事業以外のために使用、又は処分することができる正当な理由

として以下の場合が認められる。 

ア 収益事業等を行わない法人が、日々の法人運営に充てる運転資金として、法人の運営を行
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うために必要な財産以外に財源が必要な場合（認定規則第38条第1号） 

○ 適正な費用に限り、財源の不足を補うために必要な限度において、公益目的事業財産を支出

することが可能。 

○ 公益目的事業財産を支出可能な範囲については、法人会計上の資金を管理費に充て、なお

資金が不足する場合に、その不足を補うために必要な限度において可能となる。 

（ⅰ）  区分経理を行う法人においては、法人会計上に使途不特定財産がある場合には、当

該財産を管理費の財源とすべきだが、法人会計上の法人活動保有財産は、当該財産を

処分し財源に充てた場合、かえって継続的な公益目的事業の継続が妨げられることから、

原則、不足額の算定上考慮しない。 

（ⅱ）  区分経理を行わない法人においては、上記の法人の運営を行うために必要な財産や

そこから生じた果実を管理費に充て、なお資金が不足している場合に限り、その不足額とす

る。（ⅰ）の場合と同様に、法人活動保有財産については、原則、不足額の算定上考慮し

ない。 

管理費に割り振る収益は、法人会計の収益に直接計上する（中期的収支均衡の判定（認

定法第14条）においても公益目的事業に関する収入からは除かれることとなる。）。 

 

イ 公益目的事業財産に係る債務を返済する場合（同条第２号及び第３号）165 

○ 法人内部の公益目的事業会計への他会計からの債務の返済については、以下の場合におい

て、貸借対照表の注記に適切な表示が行われているものに限り、返済が認められる。第４（１）

①キのとおり、公益目的事業財産以外の財産を公益目的事業のために費消等する場合、当該

財産は公益目的事業財産となるが、以下の場合については、他会計から公益目的事業会計へ

財産を貸借したものとして取り扱われ、その返済は公益目的事業財産を減少させる正当な理由

として認められる。 

（ⅰ） 公益目的事業の一時的な資金不足 

区分経理をする法人において、短期的な資金繰りを目的として他会計の資金を一時的に

公益目的事業に費消する場合。例えば、公益目的事業会計上に「短期他会計借入金」とい

った一年以内に返済される見込みのある勘定科目で負債を計上することが必要となる。なお、

短期他会計借入と計上したのにも関わらず、翌期決算時においても引き続き債務の返済がで

きていない場合は、返済が認められず、また、公益目的取得財産残額の算定において負債と

して考慮されない（認定規則第66条第３号）。 

（ⅱ） 資金不足により公益目的事業を継続することが困難な場合 

 
 
165 特例区分経理（後述）の法人は除く 
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資金不足により、公益目的事業の継続が困難な場合にあって、本来、公益目的事業以外

に使途が定められている法人活動保有財産、資産取得資金、特定費用準備資金又は指定

寄附資金を財源に資金不足を補う場合。例えば、公益目的事業会計上に「長期他会計借入

金」といった勘定科目で負債を計上するとともに、貸借対照表の注記（(1)会計区分別内訳）

に、資金不足の状況など借入の理由、借入の財源・金額を記載する必要がある166 。なお、公

益目的事業の資金不足がないのにも関わらず公益目的事業会計に繰り入れた場合、法人

活動保有財産等の要件を満たさない財産を財源とした場合、注記において適切な表記がな

されていない場合等には、返済が認められず、また、公益目的取得財産残額の算定において

も負債として考慮されない（認定規則第66条第３号）。 

○ なお、公益目的事業を継続するための資金不足が恒常的な場合には、当該法人の経理的基

礎が疑われる可能性がある。 

 

ウ 善管注意義務を払ったのにも関わらず財産が滅失又はき損した場合（同条第４号） 

 

エ 財産が陳腐化、不適応化その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を廃棄することが相

当な場合（同条第５号） 

 

オ 国等（認定法第５条第20号に規定する者）からの補助金その他国等が反対給付を受けない

で交付した財産（特定の公益目的事業を行うために使用すべき旨を定めて交付したものに限

る。）の全部又は一部に相当する額の財産を、当該公益目的事業の終了その他の事由により、

当該公益目的事業のために使用する見込みがないことを理由に、当該国等に対して返還する

場合（同条第６号） 

 

（２） 区分経理（認定法第19条及び認定規則第42条及び第43条） 

○ 公益法人を含む一般社団・財団法人の会計については、その行う事業に応じて、一般に公正

妥当と認められる会計の慣行に従うとされているところ（法人法第119条及び第199条）、公益

法人については、更に、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の基準その他の公益法

人の会計の慣行を斟酌しなければならない（認定規則第１４条）とされており、令和６年会計基

準に従って会計を処理することが求められる。 

 
 
166 「貸借対照表の注記(1)会計区分別内訳」において、必要な情報を注記する必要がある。区分経理を行って

いない法人にあっては、「(16) その他公益法人の資産、負債及び純資産の状態並びに純資産増減の状況を明

らかにするために必要な事項」に必要な情報を注記する。 
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○ なお、公益法人は、令和７年４月１日以降に開始する事業年度から令和６年会計基準が適用

され、３年間の移行期間の後、令和10年４月１日以降に開始する事業年度からは、全ての公益

法人が同会計基準に従って会計を処理することが求められる。それまでの間は、引き続き従前

の公益法人会計基準（平成20年会計基準）によることができる（本ガイドラインでは、会計基準

については特に記載のない限り令和6年会計基準の適用を前提としているが、必要に応じて、平

成20年会計基準を適用する場合の取扱いについても記載している。）。 

○ 公益法人が作成すべき会計関係の書類としては、貸借対照表及び損益計算書167並びにそれ

らの附属明細書（法人法第123条第2項及び第199条）、財産目録（認定法第21条第2項第1

号）及びキャッシュ・フロー計算書168（認定法第21条第2項第4号及び認定規則第46条第1号）

がある。 

○ また、関連して、収支予算書（認定法第21条第1項及び認定規則第45条第2号）を作成する

必要があり、これらの書類（キャッシュ・フロー計算書を除く）について経理を区分する必要がある

（認定規則第48条）。 

○ 貸借対照表において必要な情報が表示されている場合は、当該表示をもって財産目録とみ

なすことができるとされている（認定規則第49条第6項）。令和６年会計基準においては、「資産

及び負債の状況」に関する注記として、財産目録に記載すべき事項と同様の情報を記載するこ

ととされており、当該注記の記載がある場合は、別途、財産目録を作成する必要はない。この場

合における、財産目録に係る定時社員総会・定時評議員会等の承認手続（認定規則第51条）

については、当該注記のある計算書類の承認をもって財産目録に係る承認がなされたものと整

理される。 

 

① 区分経理の趣旨 

○ 制定時の認定法においても、公益目的事業と収益事業等の事業活動の実態を確認できるよ

うにするとともに、収益事業等から生じた収益が公益目的事業に活用されることを確保するため、

収益事業等に係る会計については、公益目的事業に関する会計から区分して特別の会計とし

て整理すべきことが定められていた。 

 
 
167 令和６年会計基準では、損益計算書に該当する書類（一定期間の収益及び費用の増減並びにその結果と

しての純資産の変動を示す書類）について、公益法人の活動状況を明らかにするという目的に鑑み「活動計算

書」という名称を付している。活動計算書は、従前の公益法人の会計基準における「正味財産増減計算書」に相

当する。なお、定款で「正味財産増減計算書」の文言がある場合でも、両者はともに認定規則に規定する「損益

計算書」を指すことは明らかであることから、各法人において特段の支障があると判断される場合を除き、当然に

読み替えるものと解釈し、他の定款変更の必要がある機会に合わせて変更すれば足りるものとして差し支えな

い。 
168 キャッシュ・フロー計算書については、認定法第5条第13号の規定により会計監査人を設置しなければなら

ない法人にのみ作成義務がある。 
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○ 令和６年の制度改正においては、公益法人の柔軟・迅速な公益活動の展開を可能とする財

務規律の柔軟化や行政手続の簡素化・合理化を進めることに伴い、公益法人自らがその事業

運営について一層の説明責任を果たしていくことが求められることから、分かりやすい財務情報

の開示を図るため、原則として全ての法人について、区分経理が義務付けられた。 

○ これにより、公益目的事業と収益事業等の事業活動をフロー面で確認（公益目的事業比率や

中期的収支均衡の算定にも利用）できるだけでなく、法人が保有する公益目的事業への使用が

義務付けられる財産（公益目的事業財産）が明確になり、公益法人の財務状況の透明性が一

層高まるとともに、公益目的取得財産残額の算定も容易になる。 

 

② 区分経理の方法（認定規則第42条等） 

○ 公益法人は、貸借対照表及び損益計算書について、公益目的事業に係る経理（公益目的事

業会計）、収益事業等に係る経理（収益事業等会計）及び法人の運営に係る経理（法人会計）

の各経理単位の内訳の表示を行うとともに、損益計算書の各経理単位の内訳について、複数

の公益目的事業又は収益事業等を行う場合は、各事業ごとの内訳の表示を行わなければなら

ない（各経理単位の内訳表示及び各事業単位の内訳表示を以下「区分経理」とする。）。 

○ 各事業ごとの内訳は、公益目的事業については、公益認定を受けている事業単位（「公１」「公

２」…）、収益事業等については、法人で設定している事業単位（「収１」「収２」…、「他１」「他２」

…）とする169。 

○ 当該内訳情報は、公益法人の会計基準に従い170、財務諸表の注記（６．貸借対照表の注記 

(1) 会計区分別内訳及び１８．活動計算書の注記（２）会計区分及び事業区分別内訳）におい

て表示することとし、初めて区分経理を行う公益法人は、公益法人の会計基準に基づき、保有

する財産を帰属する会計区分に適切に仕分けする必要がある。 

○ なお、複数の会計区分にまたがって支出される費用は、適正な基準によりそれぞれ会計区分

の費用額に配賦しなければならないが、配賦が困難な費用（共通費用）については、公益目的

事業と収益事業等とに関連する費用は収益事業等の費用として、公益目的事業又は収益事業

等と法人の運営に係る費用に関連する費用は法人の運営に係る費用として経理することができ

 
 
169 「収益事業」とは、一般的に利益を上げることを事業の性格とする事業である。「その他の事業」には、法人の

構成員を対象として行う相互扶助等の事業が含まれる。例えば、構成員から共済掛金の支払を受け、共済事故

の発生に関し、共済金を交付する事業、構成員相互の親睦を深めたり、連絡や情報交換を行ったりなど構成員

に共通する利益を図る事業などはその他の事業である。 
170 令和6年会計基準においては、貸借対照表の注記として「会計区分別内訳」を記載するとともに、活動計算

書の注記として「会計区分及び事業区分別内訳」及び「指定純資産の内訳」を記載することとされている。なお、

平成20年会計基準を引き続き適用する場合は、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表を作成

する必要がある。ただし、令和10年3月31日までに開始する事業年度までは、「特例区分経理」（後述）の適用

が可能である。 
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る（認定規則第32条）。また、複数の公益目的事業又は収益事業等を行う場合において、各事

業ごとに配賦することが困難な場合は、公益目的事業又は収益事業等に係る経理において、

共通収益及び費用として表示することができる（認定規則第42条第２項ただし書）171。 

○ なお、令和６年改正法の施行（令和７年４月１日）から３年が経過するまでの間（令和10年３月

31日まで）に開始する事業年度においては、認定規則第19条第１項の規定の適用（収益事業

等の収益の50％超を繰り入れ）を受ける法人以外の法人においては、貸借対照表の経理単位

の内訳の表示を省略することができる（認定規則第42条第３項。以下「特例区分経理172 」とい

う。）。特例区分経理をする法人は、財産目録及び収支予算書の区分も不要である（認定規則

附則第９項）。一方、区分経理を前提とした新たな制度（公益目的取得財産残額の算定、公益

目的事業財産を公益目的事業以外に使用等できる場合）については、適用されず、従前どおり

毎事業年度の公益目的取得財産残額に準ずる額の算定（定期提出書類の別表Ｈの作成）の

必要がある。 

 

③ 区分経理を行わないことができる公益法人の要件（認定規則第43条） 

小規模法人の負担等に配慮し、収益事業等を行わない公益法人であって、各公益目的事業ご

との内訳を損益計算書に表示している場合（単一の公益目的事業のみを行う法人の場合、損益

計算書の作成をもって当該要件は当然に満たす）には、区分経理を行わないことが出来ることとし

ている。この場合には、法人運営を行うために必要な財産以外の財産を、全て、公益目的事業の

ために使用等しなければならないとされている（第４（１）②参照）。 

 

（３） 公益目的取得財産残額（認定法第30条及び認定規則第65条から第70条まで） 

○ 公益目的取得財産残額は、公益法人が取得した全ての公益目的事業財産から、公益目的

事業を行うために費消等した公益目的事業財産などを控除して得た額を指しており、ある時点

における公益目的事業財産の額を把握できていれば、これを基礎として公益目的取得財産残

額の把握も可能である。 

しかし、旧制度においては、一部の法人を除き、公益目的事業財産とそれ以外の財産を明確

に区別するようになっておらず、公益法人がある時点で保有する公益目的事業財産の合計額

は明らかではなかった。そのため、各事業年度における公益目的事業財産の増加と減少から公

益目的増減差額を算定し、当該額と各事業年度の末日における公益目的保有財産の帳簿価

 
 
171 損益計算書における費用配賦の結果は貸借対照表にも反映されることに留意が必要。 
172 経過措置として、新制度施行後３年間は旧制度の規定（ガイドライン等）で義務付けられている方法と同様の

経理方法を可能とするもの。 
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格の合計額を公益目的取得財産残額に準ずる額として算定することとしていた。 

 

○ 令和６年の制度改正により、公益法人の作成する貸借対照表について、公益目的事業会計、

収益事業等会計及び法人会計の各経理単位の内訳を表示することを義務付けることで、貸借

対照表の公益目的事業会計の部分において、公益法人が各事業年度末において保有する公

益目的事業財産の合計額が表示されることとなった。これを踏まえ、公益目的取得財産残額の

算定方法が公益目的事業会計の純資産額を基礎に算定する方法に改められた。 

 

① 公益目的取得財産残額の贈与 

公益認定の取消し等の場合173には、公益認定取消し等となった法人（以下「認定取消法人等」

という。）は、認定法第５条第20号に規定する定款の定めに従い、公益目的取得財産残額に相当

する額の財産を国等に贈与する必要がある。取消し等の日から１か月以内に贈与契約が成立しな

いときは、当該認定取消法人等を所管する国又は都道府県が当該残額に相当する額の金額につ

いて、贈与を受ける旨の書面による契約が成立したものとみなすこととされている。 

 

② 認定取消し等の場合の手続（公益目的取得財産残額関係） 

ア 行政庁に対し、公益法人でなくなる合併の届出をする場合（認定法第24条第１項第１号（権

利義務を承継する法人が公益法人である合併に係るものを除く。）又は公益認定の取消しを申

請する場合（認定法第29条第１項第４号）には、公益目的取得財産残額の見込額（見込額の

算定方法はウ参照）及びその算定の根拠を記載した書類を添付しなければならない。なお、行

政庁が法人からの自発的な申請によらず公益認定の取消しをする場合には、公益認定取消し

となる法人に対し公益目的取得財産残額の見込額を通知する。 

 

イ 行政庁は、上記アの添付書類の見込額を精査し、贈与すべき公益目的取得財産残額が適切

に算定されていない場合には、その額を増額し又は減額する。 

 

ウ 認定取消法人等は、上記ア又はイの公益目的取得財産残額の見込額と公益認定の取消し等

の日（合併の前日又は公益認定取消の日。以下同じ。）における公益目的取得財産残額（実際

に贈与する必要がある額。当該公益認定の取消し等の日における下記③の方法で算定した額）

が異なるときには、取消し等の日から３ヶ月以内に様式第12号に両者の変動の明細を記載した

 
 
173 公益法人でなくなる合併の届出をする場合（認定法第24条第１項第１号（権利義務を承継する法人が公益

法人である合併に係るものを除く。）が含まれる。 
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書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 

 

エ 認定取消法人等は、取消し等の日から1ヶ月以内に認定法第５条第20号に規定する定款の

定めに従い、公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与契約が成立したときは、取消

し等の日から３ヶ月以内に、様式第13号による報告書を行政庁に提出しなければならない。そ

の際、各契約に係る契約書の写し、贈与の相手方が公益法人、国又は地方公共団体以外の

場合、相手方が贈与対象として認められる法人であることを証する書類を併せて提出しなけれ

ばならない。 

 

オ 認定取消法人等から、取消し等の日から３ヶ月以内に、上記エの行政庁に対する報告書の提

出がない場合は、当該贈与契約は成立しなかったものとみなされる。この場合、認定取消法人

等から、内閣総理大臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁である場合

にあっては当該都道府県に対する公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与契約が

成立したものとみなされる。行政庁はその旨を認定取消法人等に通知する（認定法第30条第４

項）。この通知をもって、国（又は都道府県）は認定取消法人等に対し、みなし贈与契約に基づく

債権を取得する。 

 

③ 公益目的取得財産残額の算定 

ア 区分経理を行う法人の場合 

○ 区分経理を行う法人の場合、公益目的取得財産残額の見込額は、認定取消し申請等を行っ

た時点で行政庁に提出されている直近の事業年度の財産目録等における貸借対照表の区分

経理情報を基に、（（ⅰ）＋（ⅱ））－（（ⅲ）＋（ⅳ）＋（ⅴ））で算定する（（ⅱ）及び（ⅴ）は該当す

る場合のみ。）。見込額が零未満となる場合は、零とする。 

○ 見込額は、前事業年度の末日の数値で算定するため、公益認定の取消し等の日までの間の

変動を反映した額が公益目的取得財産残額となる。 

（ⅰ） 「公益目的事業会計の資産の額」から「同会計の債務174の額」を控除した額 

（ⅱ） 公益目的事業財産のうち次の資産（以下「時価評価資産」という。）について時価評価 

し、帳簿価額を超える場合のその超える部分の額 

・ 土地又は土地の上に存する権利 

・ 有価証券 

 
 
174 公益目的事業会計が収益事業等会計又は法人会計に対して有する債務については、上記【第４（１）①キ】

の表示が適切になされている債務に限り控除が可能 
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・ 書画、骨とう、生物その他の資産のうち最終提出事業年度の末日における帳簿価額と 

時価との差額が著しく多額である資産 

（ⅲ） 不可欠特定財産の額（時価評価資産に該当する場合は（ⅱ）又は（ⅴ）により加減算し

た額） 

から、当該不可欠特定財産に対応する負債を除いた額 

（ⅳ） 基金（法人法第131条に規定する基金）の額 

（ⅴ） 時価評価資産について時価評価し、帳簿価額を下回る場合のその下回る部分の額 

 

（時価評価資産の時価評価の算定について） 

公益目的取得財産残額の算定に必要な資産の評価に当たっては、過大な費用をかけることは適

当でないと考えられ、例えば、以下の方法が考えられる。 

 

○土地又は土地の上に存する権利の評価方法について 

土地は公示価格、固定資産税評価額を基に算定した価額や不動産鑑定士が鑑定した価額な

どが考えられる。土地の上に存する権利については、建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制

約する権利の付着していない上記で求めた土地としての価額に、土地の上に存する権利割合（路

線価図や評価倍率表で表示されている）を乗じて評価額を求める等が考えられる。 

 

○有価証券の評価方法について 

市場価格がある場合の有価証券については、市場価格を用いた時価評価を行うものとする。時

価は算定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われると想定した場合の、当該取引にお

ける資産の売却によって受け取る価格又は負債の移転のために支払う価格をいう（時価算定会計

基準第5項）。市場価格がない（市場価格に関するインプットを取得することが困難な場合も含

む。）株式等については、修正簿価純資産法による実質価額での評価や、それも困難な事情があ

る場合には、取得価額又は帳簿価額とする。 

 

○書画、骨とう、生物その他の資産のうち最終提出事業年度の末日における帳簿価額と時価との差

額が著しく多額である資産の評価方法について 

① 書画、骨董等これに類する動産について、真贋鑑定を行い、鑑定書又はそれに類する証明書等

を付すことでその価値が高まると認められる場合は、鑑定人等に鑑定を依頼するものとする。また、

見積価額が比較的低額と認められる財産で、適当な取引事例があり評価可能と認められるとき

は、売買定例価額や精通者意見等を参考にするなど、合理的かつ簡易な方法で評価をすることが

認められる。 

  なお、美術品等の評価に当たっては、その種別、作者別、年代別等による市場価格又は類似品

の取引における価格を参考として評価することになる。 

② 生物等の評価は、種類別、血統別、畜令別等に従い、そのものと同種同等のものの取引における

価格を参考として評価する。 
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イ 区分経理を行わない法人の場合 

○ 区分経理を行わない法人の場合、公益目的取得財産残額の見込額は、上記ア区分経理を

行う法人の場合の算定方法における（ⅰ）を（ⅰ）’に置き換えた上で同様の方法（（（ⅰ）’＋

（ⅱ）の額）－（（ⅲ）＋（ⅳ）＋（ⅴ）。見込額が零未満となる場合は、零とする。））で算定する。 

○ 見込額は、前事業年度の末日の数値で算定するため、公益認定の取消し等の日までの間の

変動を反映した額が公益目的取得財産残額となる。 

 

（ⅰ）’「法人の貸借対照表における純資産の額175 」から「法人活動保有財産、資産取得資

金、特定費用準備資金及び指定寄附資金（法人活動保有財産及び指定寄附資金に

あっては、公益目的事業の用に供するものを除く。）から、これらの財産に対応する負債

の額を控除した額」を控除した額 

 

ウ 経過措置（認定規則附則第10項） 

○ 上記に記載のとおり、令和10年３月31日までに開始する事業年度については、特例区分経理

が可能なところ、特例区分経理の方法により貸借対照表を作成している法人にあっては、旧制

度の別表Ｈにより、毎事業年度、公益目的取得財産残額に相当する額を算定する。作成した別

表Ｈは、認定規則第57条第１項第２号の「行政庁が公益法人の事業の適正な運営を確保する

ために必要と認める書類」として行政庁に提出する。 

○ 認定取消し等の場合には、公益目的取得財産残額に相当する額に調整を加え、公益目的取

得財産残額を算定する（毎事業年度算定する公益目的取得財産残額に相当する額は、行政

庁に提出されるため、上記【（３）②ア】の公益目的取得財産残額の見込額の行政庁への提出

は不要である。）。 

  

 
 
175 第４（１）③エの【資金不足により公益目的事業を継続することが困難な場合】において、法人活動保有財

産、資産取得資金、特定費用準備資金又は指定寄附資金（法人活動保有財産及び指定寄附資金にあって

は、公益目的事業の用に供するものを除く。）を公益目的事業のために費消等し、公益目的事業財産等から回

復していない分があればその額を除く（認定規則第67条第２項第３号）。 

例えば、牛馬等の評価については、当該牛馬等の血統書、鑑定書又は証明書（馬歴等記録の

証明書）の添付の有無によって、その価格に相当の差異があることが考えられる。 
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【参考】公益認定取消しに関する流れ（取消しの申請があった場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】公益認定取消しに関する流れ（行政庁による取消しの場合） 
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第２節 情報開示 

第１ 財産目録等の備置き・閲覧、公表等（認定法第21条・第22条） 

〇 公益法人は、不特定かつ多数の者の利益のために活動することから、社員や評議員、寄附そ

の他の資源提供者、サービスの受益者その他のステークホルダーはもとより、国民に対し広く情

報開示を行い、透明性の高い事業運営を行うことが求められる。情報開示は、ステークホルダ

ーや国民によるチェックの前提であり、法人が説明責任を十分に果たすことで、法人のガバナン

スを通じて公益法人の適切な運営が確保されることが期待される176。 

〇 また、公益法人の運営状況や公益目的事業の実施状況等を具体的に把握できるようになる

ことで、公益法人に対する企業や国民からの寄附等の支援が促進されることが期待される。加

えて、公益目的事業の内容やその成果、公益法人のガバナンスなどについて、企業や国民が

容易に比較できるようになり、質の高い事業を行う法人に対して寄附等の支援が集まることを通

じて、民間公益の活性化が期待される。 

〇 以上のことから、公益法人は、法人法において作成・備置きすべき書類に加え、認定法で定め

る書類を作成し、事務所に備え置くことが義務付けられている（認定法第２１条第１項・第２項。

以下これらの書類を「財産目録等」という。）とともに、これらの書類については、何人も閲覧等を

請求することができる（法人に正当な理由がない限り拒むことができない）とされている。 

〇 公益法人において作成・備置きを要するこれら書類のうち、毎事業年度開始前に作成するも

の（下記（１）参照。）と毎事業年度終了後に作成するもの（下記（２）参照）があり、前者の書類は

当該年度の末日まで、後者の書類は５年間（従たる事務所においては３年間）、主たる事務所

及び従たる事務所に備え置く必要がある177 （認定法第21条第１項・第２項）。これらの書類は、

電磁的記録として作成することができる（同条第５項）。 

〇 備置きされた財産目録等に記載された情報は、何人も閲覧を請求することが出来るとともに、

法人から提出を受けた行政庁において公表される（行政庁における公表の際に個人情報の秘

匿等は行わない178）。このことを前提に、公益法人は、事業報告を含む財産目録等に個人情報

を記載する場合には本人の了解を得るなど、個人情報の適切な取扱いに留意する必要がある。 

 

 

 
 
176 認定法第21条に定めるもののほか、社員総会又は評議員会の議事録（法人法第57条及び第193条）、理

事会の議事録(法人法第97条及び197条)及び会計帳簿（法人法第121条・第199条等）について、特定のステ

ークホルダーは閲覧等の請求が認められている。 
177 一般法人が公益認定を受けたときは、遅滞なく作成し、備え置かなければならないとされている（認定法第

21条第１項括弧書き及び第２項括弧書き） 
178 なお、役員等名簿については、住所等のあるものとないもの２様の提出を要する（住所等入りを作成すると

（閲覧）公表用の住所等が削除されたものが自動作成され、２様提出するしくみである）。 
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（１） 事業年度開始前に作成・備置きする書類（認定法第21条第１項） 

〇 認定法第21条第１項は、事業年度開始前に作成することが求められる書類として、当該事業

年度において実施する事業の計画等を定めている。計画等を変更した場合には、変更後の書

類が備置き及び閲覧請求の対象となる。 

〇 法人が、毎年度行う事業の計画について、その裏付けとなる予算（資金調達・設備投資を含

む。）とともに策定し、役員等が、計画の進捗状況を確認しつつ、必要に応じて的確な軌道修正

をすることは、法人が、内部統制を利かせつつ、円滑に法人運営を行う上で重要である。また、

法人の計画等を法人関係者や国民に示すことで、法人の事業内容の透明性が高まり、寄附等

の支援を考える企業や国民の利便性にも資するものと言える。 

〇 なお、本ガイドラインにおいて、公益目的事業該当性の判断は申請書記載事項及び事業計画

等の添付書類で判断することとしているとともに、法人の経営判断で機動的に社会変化に対応

した事業展開を行うことができるよう、事業の拡大・縮小など法人の経営判断に委ねて差し支え

ない事項は事業計画等に記載されることを前提に申請書記載事項は出来る限り簡素化するこ

ととしていることに留意する。(第２章第１節第２参照) 

〇 事業年度開始前に作成すべき書類の具体的な内容は、認定規則第45条以下に定められて

いる。 

 

① 事業計画書（認定規則45条第１号） 

当該事業年度に行う事業の計画を記載する。定款及び申請書には抽象的・包括的に記載され

ている事業について、事業ごとに、申請書に記載された公益目的事業との対応関係（公1-1-1等

の公益目的事業の体系の中での位置付け等）、その具体的な実施方法（公益目的事業該当性を

確保するための取組を含む。）、規模等について記載しなければならない。申請書において、事業

計画書に記載する旨を定めた事項については、必ず記載する。また、申請書において規程、要綱

等において定めることとしている場合には、当該規程（規程の変更があった場合は変更箇所が分か

る書類を含む。）・要綱等を法人の HP において公表するものとする。HP において公表を行わない

場合には、事業計画書に添付しなければならないものとする。 

 

②収支予算書（認定規則第45条第２号） 

○ 当該事業年度の計画を予算面から裏付ける書類として、認定規則第48条に定めるところによ

り作成する。損益計算書と同様に公益目的事業に係る経理（公益目的事業会計）、収益事業

等に係る経理（収益事業等会計）及び法人の運営に係る経理（法人会計）の各経理単位の内

訳の表示を行うとともに、各事業ごとの内訳は、公益目的事業については、公益認定を受けてい

る事業単位（「公１」「公２」…）、収益事業等については、法人で設定している事業単位（「収１」
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「収２」…、「他１」「他２」…）に区分された数値を記載する179。なお、各法人において、指定純資

産の部と一般純資産の部に分けるなど更に細目を設けることもできる。 

○ 収支予算書により、収支の見込み（経理的基礎）、財務規律の状況などが確認できる。 

 

③資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類（認定規則第4５条第３号） 

〇 資金調達（借入）や設備投資（固定資産の取得）は、法人経営において極めて重要であり、法

人のガバナンスの下、透明性を確保しつつ、計画的に実施することが求められるが、上記②の

損益ベースの収支予算書においては明らかにならない。 

〇 このため、(1) 資金調達の見込みについて、当年度における借入について、予定の有無、借

入先、金額及び使途、(2)設備投資の見込みについて、当年度における重要な設備投資（除却

又は売却を含む。）について、予定の有無、支出又は収入の予定、資金調達方法又は取得資

金の使途について記載する。なお、(2)については、財産の価額、法人の総資産に占める割合、

財産の保有目的等を考慮の上、法人において「重要な設備投資」であると判断するものについ

て記載する、また、財源見込みとして、例えば、公益充実資金や資産取得資金を取り崩して使

用する場合はその旨、借入金等による場合はその旨を明らかにする。 

 

④公益目的事業の種類及び内容、収益事業等の内容を記載した書類（認定規則第45条第４号） 

〇 公益法人は、公益法人が公益認定を受けて行う「公益目的事業の種類及び内容（認定法第

７条第１項第３号）」は、公益認定の申請書に記載されている。申請書の記載は、いわば、国民

に対する約束であり、申請書（変更認定を受けた場合又は変更を届け出た場合は、最も遅いも

のに係る当該書類）に従い公益目的事業を実施する必要があり、申請書に従わないで実施され

た事業については、公益目的事業とは言えない。また、収益事業等についても申請書（変更を

届け出た場合は最も遅いものに係る当該書類）に従って実施する必要がある。（第２章第１節第

２、第４参照） 

〇 行政庁が公益認定をしたときは、その旨が公示される（認定法第10条、第４章第２参照）が、

公示において明らかにされる内容のみでは、当該事業の内容を国民が知ることができない。そこ

で、公益法人の透明性を確保するとともに、その事業等に関して法人関係者及び国民のチェッ

ク機能を高める観点から、令和６年の制度改革により、申請書に記載した公益目的事業の種類

 
 
179 令和6年会計基準においては「活動計算書（本表）」の注記「会計区分及び事業区分別内訳」、平成20年会

計基準においては「正味財産増減計算書内訳表」の区分が相当する。 
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及び内容等について、開示対象に追加することとしたものである180。 

  なお、本書類に記載する内容は、令和６年の制度改革前は、事業年度終了後に提出する書

類の添付書類（非公表）として提出を求めていた定期提出書類の別紙３「法人の事業について」

に記載されていた内容と重複する内容があるが、公益目的事業の実施状況について事業報告

の記載事項とされた（認定法第21条第４項。認定規則第53条第１号）ことに伴い、事業報告と

の重複を整理し、記載内容を明確化した上で、公益法人が毎事業年度に実施する公益目的事

業及び収益事業の内容等を開示する書類として位置付けを改めたものである。 

〇 原則として、公益目的事業の種類及び内容（認定法第７条第１項第３号）並びに収益事業等

の内容（同項第４号）として、行政庁に提出した書類（変更の認定を受けた場合又は変更を届け

出た場合にあっては、それらのうち最も遅いものに係る当該書類）の記載事項とする。ただし、当

該記載事項に個人情報、公にすることにより当該法人の正当な利益を害するおそれがある情報

その他公にすることが適切ではない情報については、記載を省略することができるものとする。 

 

（備考） 公益認定を受けた後に遅滞なく提出する書類について 

公益認定を受けた事業年度については、公益認定を受けた後、遅滞なく作成し、閲覧等に供す

る必要がある（認定法第21条第１項括弧内）。上記①事業計画及び②収支予算書について、申

請書に添付したものと変更がない場合は、当該事業計画書及び収支予算書が認定法第21条に

基づき作成されたものとして取り扱って差し支えない。④公益目的事業の種類及び内容、収益事

業等の内容を記載した書類について、行政庁に提出した申請書と変更がない場合も同様である。 

 

（２）事業年度終了後に作成・備置きする書類（認定法第21条第２項） 

〇 事業年度終了後に、当該事業年度の実績等に関して作成し、備え置くことが求められる書類

は、認定法第21条第２項及び認定規則第46条に定められている。財産目録、役員等名簿、報

酬等の支給の基準及び内閣府令で定める書類である。また、法人法に基づき、毎年度、作成・

備置きが求められる書類として、各事業年度に係る計算書類等（貸借対照表、損益計算書及

び事業報告並びにこれらの付属明細書（監査報告又は会計監査報告を含む。）を作成し、備え

置く必要がある（法人法第123条第２項・第129条第1項・第199条）。 

   貸借対照表及び損益計算書については、法人法規則第２章第２節（第64条において準用す

る場合を含む。）の規定によるほか、認定規則第14条、第42条、第46条第3項及び第49条第

 
 
180 令和７年４月２日以後に開始（事業年度開始の日の前日（認定法第 21 条第１項）が施行日以後）する事業

年度について、備置き及び閲覧並びに行政庁への提出義務が発生する。従って、４月１日に事業年度が開始す

る法人は、令和８事業年度から④の作成・備置き等が必要となる。 
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５項並びに令和６年公益法人会計基準（同会計基準を適用するまでの間は平成20年公益法

人会計基準）に従い作成する。なお、公益法人が「その他有価証券」を保有する場合、令和６

年公益法人会計基準に従って作成する貸借対照表の純資産の部の区分については、基金、

指定純資産及び一般純資産のほか、その他有価証券評価差額金の項目を設け、当該有価証

券の評価差額を記載する必要がある。また、損益計算書については、活動計算書（令和6年公

益法人会計基準を適用する場合）又は正味財産増減計算書（平成20年公益法人会計基準を

適用する場合）がこれに該当する。 

〇 このほか、定款（法人法第14条第1項・156条第1項）及び社員名簿（法人法第31条・第32条

第1項）についても、備置き等が必要とされている181。 

〇 法人が、事業の実績等や、資金や資産の活用状況、公益認定基準の遵守状況等について、

寄附者等を含むステークホルダーに対する説明責任を果たすことは、法人のガバナンスを確保

する上で重要であるとともに、法人運営の透明性を高めることで企業や国民の信頼が高まり、寄

附等の支援を考える企業や国民の利便性にも資するものである。 

 

①  財産目録（認定法第21条第２項第１号） 

〇 公益法人が、どのような目的で、どのような財産を保有・供用し、また、どの財産が公益目的事

業財産に該当するか否か等認定法における財産区分を明らかにするため、財産目録の作成・

備置き等を義務付けることとしている。財産目録は、認定規則第49条に従い作成される必要が

あり、全ての資産及び負債につき、その名称、数量、使用目的、価額等を詳細に表示するもの

である必要がある（令和６年会計基準Ⅲ ８．財産目録参照）182 。ただし、貸借対照表において

必要な情報が表示されている場合は、当該表示をもって財産目録とみなすことができるとされて

いる（認定規則第49条第６項）。令和６年会計基準においては、「資産及び負債の状況」に関す

る注記として、財産目録に記載すべき事項と同様の情報を記載することとされており、当該注記

の記載がある場合は、別途、財産目録を作成する必要はない。この場合における、財産目録に

係る定時社員総会・定時評議員会等の承認手続（認定規則第51条）については、当該注記の

ある計算書類の承認をもって財産目録に係る承認がなされたものと整理される。 

 

〇 上記ただし書の取り扱いは、公益法人が、法人法に基づき作成する貸借対照表においては、

必ずしも上記目的が実現できるか明らかではなかったことから、貸借対照表とは別に財産目録

 
 
181 ここでは、認定法第21条第4項に基づく閲覧請求、第22条第2項に基づく公表等の対象となる書類を示して

いるに留まり、法人法に基づき作成又は備置きが必要な書類を網羅するものではない。 
182 財産目録の様式については、会計基準運用指針Ⅻ‐６．財産目録参照。 
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を作成する必要があったが、令和６年改正法により、公益目的事業財産が明確化されたことを

踏まえ、公益法人が作成する貸借対照表（関連する注記を含む。）において認定規則第49条

第１項から第４項までの規定により財産目録に表示すべき事項が表示されているときは、その表

示をもって財産目録とみなすことができることとされたものである（同条第６項）。 

 

② 役員等名簿（認定法第21条第２項第２号） 

〇 公益法人が、どのような者によって運営・統治されているかを明らかにするため、理事、監事及

び評議員の氏名及び住所を記載した名簿の作成・備置きを義務付けている。これらの者に関し

ては、公益認定基準（認定法第５条第３号、第10号～第12号、第15号及び第16号）適合性や

欠格事由（認定法第６条第１号）非該当性等について、国民によるチェックの対象とする観点か

らも、透明性の確保が求められるところであり、役員等名簿において、常勤・非常勤の別、代表

理事、外部理事及び外部監事についても明らかにすることとしている。 

〇 なお、法人法で作成・備置きが義務付けられている社員名簿については、認定法第21条第２

項には記載されていないが、同条第５項の規定に基づく開示、第22条の行政庁への提出等の

対象となる。また、会計監査人の氏名等についても作成・備置き等の対象としている（認定規則

第46条第２号ニ）。 

〇 なお、個人情報保護の観点から、役員等名簿及び社員名簿の住所については、原則として開

示等の義務の対象とはしていない（認定法第21条第６項、第22条第２項）。 

※ 現行の内閣府のシステムにおいて住所を開示対象から除外する対応ができないため、行 

政庁への提出については、作成義務のある社員名簿に加え、住所を除外した社員名簿の

提出を求めている。住所等を記載した役員等名簿を作成し、自動作成される住所等のな

い役員等名簿とともに提出する。 

 

③ 役員報酬等の支給の基準（認定法第21条第２項第３号） 

＜第３章第１(13)役員報酬等の支給・支給基準（認定法第５条第14号・第20条）参照＞ 

 

④ 内閣府令で定める書類（認定法第21条第２項第４号・認定規則第46条） 

ア キャッシュ・フロー計算書（認定規則第46条第１項第１号） 

〇 法人が自発的に作成している場合又は会計監査人を設置しなければならない場合（認定令

第６条）には、キャッシュ・フロー計算書が対象となる。認定規則第50条及び第51条に定めるほ

か、公益法人会計基準に従って作成する。 
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イ 運営組織に関する重要な事項を記載した書類（認定規則第46条第１項第２号） 

公益法人の運営組織等について、透明性を高める観点から、次に掲げる情報について、作成・

備置き等の対象とする。 

（ⅰ）社員その他の構成員の数その他の状況（公益社団法人に限る。）（同号イ） 

社員に係る公益認定基準（認定法第５条第17号）該当性について国民によるチェックの対

象とする観点から、社員の数、社員資格の得喪に関する定款及び細則の定め（法人の目的、

事業内容に照らして当該条項が合理的な関連性及び必要性があることについての説明を含

む。）、議決権に関する定款の定め（社員の議決権に関して当該条項により社員ごとに異なる

取扱いをしている場合、法人の目的に照らして不当に差別的な取扱いをしないものであること

についての説明を含む。）について情報開示の対象とする。 

加えて、代議員制をとる法人については、社員権の行使により法人のガバナンスを確保しよ

うとする法人法の趣旨に反することにならないよう、適切な運営が求められるところ（第４章第

９（３）代議員制度 参照）、代議員を選出する会員（名称を問わない。）の数についても情報

開示の対象とする。 

（ⅱ）評議員（公益財団法人に限る）、理事及び監事の数その他の状況（同号ロ） 

常勤・非常勤別183 の評議員数、評議員の報酬の年間総額等について情報開示の対象と

する。 

常勤・非常勤別の理事数、監事数、理事の報酬等の総額等、監事の報酬等の年間総額

等について情報開示の対象とする。 

（ⅲ）理事等の当該事業年度に係る役員報酬、賞与その他の職務遂行の対価（職員兼務の

場合における報酬賞与等を含む。）、退職金等として法人から受ける財産上の利益の合計

額が2,000万円を超える者が存する場合には、当該額及びその必要の理由。（同号ハ） 

報酬等の支給基準だけでは、実際の報酬額等は不明であり、同基準に従って支給され

ている（認定法第20条）ことの確認ができないため、上記の記載を求めるものである184。 

その必要の理由としては、当該役員の業務内容や属人的な能力その他当該報酬の評

価の基礎となった事情、民間企業に限らず広く社会通念上同等と認められる法人等の役

員の給与等の諸要因に基づく説明などが想定される。 

（ⅳ）会計監査人の有無及び設定している場合にあってはその氏名又は名称（同号二） 

公益法人の経理的基礎等を明らかにするため、情報開示の対象とする。 

 
 
183 最低でも週３日以上出勤（リモート・テレワーク等による勤務を含む。）する者は「常勤」、それ未満の者は「非

常勤」とすることを基本として判断する。 
184 第３章第１節第１（13）役員報酬等の支給・支給基準（認定法第５条第１４号・第20条）参照。 
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（ⅴ）職員の数及び常勤職員の数（第２号ホ） 

公益法人の事務処理能力等を明らかにするため、情報開示の対象とする。 

（ⅵ）社員総会、評議員会及び理事会の開催年月日及び主な決議事項（同号へ） 

公益法人が法人法その他の法令に従い、適正に運営されていることを明らかにするため、

情報開示の対象とする。 

（ⅶ）情報開示の適正性及び経理的基礎を担保する状況（同号ト） 

公益法人として、適正な情報開示を行う体制が整備されていることを明らかにするため、情

報開示の対象とする。185 あわせて、財政基盤の状況を明らかにするため、会員等（名称を問

わず、定款において法人の関係者として一定の会費等を支払う者を言う）の数及び会費等に

係る定款等の定めを情報開示の対象とする。 

（ⅷ）事業・組織の体系（複数の事業又は組織がある場合に限る。）（同チ） 

複数の事業又は複数の組織（施設や事業所等）がある法人は、法人全体の事業・組織の

全体像、各事業の位置付けや関連性の状況を分かりやすく示す観点から、事業・組織体系

図を情報開示の対象とする。 

 

ウ 事業活動に関する重要な事項について記載した書類（認定規則第46条第１項第3号） 

公益法人の事業活動について、透明性を高める観点から、次に掲げる情報について、作成・備

置き等の対象とする。 

（ⅰ）寄附を受けた財産の額、金融資産の運用収入の額、資産、負債及び期末純資産の額

（同号イ、ロ、ハ） 

   公益法人の収入・資産の状況について、他の情報と併せて公益法人の活動に係る基本情

報を国民に分かりやすく、一覧性をもって示す観点から、書類の作成・備置きを求め、情報開

示の対象とする。 

例えば、金融資産の運用収入がある場合は、損益計算書（活動計算書等の資産運用益、

運用収益等）より転記し、法人全体の金額の記載を要する。 

    なお、今後、デジタル化を進める中で、計算書類から自動転記できるようになれば、転記作

業が不要となる。 

（ⅱ）他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の認定規則第６条に定める財

産についての保有の有無（同号ニ） 

公益法人が、議決権により他の法人に影響力を行使し得る場合に、その透明性を確保す

 
 
185 第３章第１節第１（２）経理的基礎及び技術的能力（認定法第5条第2号） ＜経理的基礎＞③ 情報開示の

適正性 参照。 
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るため、情報開示を求める。公益認定基準（認定法第５条第３号、第４号及び第15号）の適

合性について、国民によるチェックの対象とする観点からも、透明性の確保が求められる。 

なお、上場企業の株式であって、当該企業の株式等の５％を超えない範囲で保有するもの

については、記載を不要とする。 

（ⅲ）関連当事者との取引に関する事項及びその明細（同号ホ） 

公益法人の運営において、認定令第１条に定める公益法人関係者に特別の利益を与える

ことは許されない。したがって、公益法人がそうした公益法人関係者と取引をした場合には、

透明性を確保することから、情報開示の対象とする。公益認定基準（認定法第５条第３号）に

ついて、国民によるチェックの対象とする観点からも、透明性の確保が求められる。 

関連当事者との取引の内容については、平成20年会計基準第５（14）（注17を含む。）に

おいて、財務諸表に注記しなければならないとされ、関連当事者の範囲及び重要性の基準

の詳細については平成20年会計基準の運用指針に示されていた。 

最終報告において、法人運営の透明性の一層の向上を図る観点から、理事会での承認が

必要な役員の利益相反取引、法人と密接な関係を有する特別の利益供与が禁じられている

者との取引等について開示情報の拡充が求められたことを踏まえ、令和６年の制度改正によ

り、関連当事者との取引に関する事項及びその明細について、認定法第21条及び第22条の

対象として追加するとともに、会計基準（運用指針）を見直し、関連当事者として、当該公益

法人の役員又は評議員及びそれらの近親者等186187に加え、①当該公益法人の使用人及び

その近親者、②社員及び基金の拠出者等（公益社団法人の場合）、③設立者等（公益財団

法人の場合）が対象となるなど、認定令第１条に定める特別の利益を与えてはならない法人

の関係者については、関連当事者に含まれることとされた188。 

公益法人の役員、使用人、社員・基金拠出者（公益社団法人の場合）及び評議員・設立

者（公益財団法人の場合）及びこれらの者の近親者との取引（一般競争入札による取引、取

引の性格から見て取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引、役職員等に対す

る報酬・給与等の支払、当該法人に対する寄附は除く。）について、100万円を超えるもの189

は開示対象となり、取引先の氏名等、法人との関係、取引内容、取引金額等について財務

 
 
186 平成20年会計基準の注17においては、このほか、①当該公益法人を支配する法人、②当該公益法人によ

って支配される法人、③当該公益法を人と同一の支配法人を持つ法人が定められるとともに、運用指針６．（１）

において役員・評議員（近親者を含む）が議決権の過半数を有している法人等が定められていた。 
187 近親者は、配偶者及び三親等内の親族、事実婚関係と同様の事情に有る者それらの者から受ける金銭そ

の他の財産によって生計を維持する特別な関係にある者を言うとされている（令和６年会計基準の運用指針90

（１１）） 
188 令和６年会計基準の運用指針Ⅹ．関連当事者との取引、90.関連当事者の定義参照。 
189 当該取引先との間の当該事業年度における取引の合計額（総額）が100万円を超える場合。 
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諸表に注記することが求められる。 

関連当事者の定義、関連当事者の具体的範囲、開示対象となる基準（重要性の基準）等

については令和６年会計基準（平成20年会計基準を適用している法人にあっては平成20年

会計基準）の定めるところによる。 

なお、令和６年会計基準及び平成20年会計基準において、該当する取引は財務諸表に

注記しなければならないとされており、必要な情報が注記されていない場合には、当該財務

諸表は適正に作成されていないことになる。したがって、財務諸表が適正に作成されている場

合には、当該関連当事者に関する書類は作成を要しないこととなる。 

これを踏まえ、「事業活動に関する重要な事項」（様式集43頁）においては、関連当事者と

の取引の有無のみ記載を求めることとしている。この場合において、令和６年会計基準等によ

り注記を要する取引がない場合には、関連当事者との取引は「無」と記載するものとする。 

（ⅳ）海外への送金の有無及びそれに関連するリスクの軽減策の有無（同号へ） 

公益法人が、テロ資金の供与に利用されることがあってはならず、特に、海外送金等を行

う場合には、その透明性を確保するとともに、リスク低減対策を取ることが求められる190 。こう

した観点から、公益法人において海外送金の有無、テロ資金供与等のリスク低減対策の実

施の有無を情報開示の対象とする。 

海外への送金の当該事業年度の合計金額が100万円を超えず、かつ、下記①～③の活

動を行っていない場合には海外送金を行っていないとして差し支えない。 

リスク低減対策としては、内閣府が特定したリスクのある活動（下記①～③）に応じて、①

～③に記載したようなリスク低減対策が取られているか否かを記載する191 。なお、公益法人

は、個々の事業や取引におけるリスクの大きさに応じて、自らが直面するリスクを低減させる

ための措置を実施する必要があり、リスクが高い場合には、より厳格な対応が求められる一

方で、リスクが低いと判断される場合には、より簡素な措置を行うことが許容される。さらに具

体的な内容については、公益法人におけるテロ資金供与対策について（令和４年６月内閣

府大臣官房公益法人行政担当室）を参照する。 

① テロ行為にさらされている地域やその周辺192で活動する場合 

 
 
190 公益 information において、FATF 第 4 次対日審査報告、財務省マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政

策会議の決定等関連資料を掲載している。 
191 ①～③に掲げる個別の措置が執られているかではなく、全体として必要なリスク低減対策が執られているか

で判断する。①～③の複数に該当する場合も同じ。 
192 「テロ行為にさらされている地域やその周辺」の範囲については、最新の国際テロの情勢等を踏まえて判断す

る必要があるため、国際テロ情勢に係る動向を取りまとめている「国際テロリズム要覧」（公安調査庁）や、テロ情

報を含めた各国の現地情勢を取りまとめている「海外安全ホームページ」（外務省）などの情報も踏まえて、事業

の実施国・地域がテロ行為にさらされている地域やその周辺に該当するかどうかを確認することが重要である。 
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◎ 事業を実施している国・地域及びその周辺におけるテロ行為の発生状況を確認する。 

◎ 現地での法人運営や事業実施に当たっての手続等を定める。 

・現地の協力団体や現地職員、事業の受益者の選定等に当たっては、テロ組織等との関わりがないことを確認。 

・現地での事業の実施状況について確認。 

・現地での金融機関の口座からの引き出しや経費の支出に当たっての手順を定める。 

・現地で目的外の資金等が悪用された（悪用される蓋然性が高い）場合の対応について定める。 など 

② 海外で事業を実施するため、事業者等への委託や助成等を行う場合 

◎ 事業の委託先や助成団体、現地の協力団体等を選定する際の基準を設ける。 

◎ 事業の協力団体や助成団体等が事業を実施した場合、事業の実施状況を確実に

確認する。 

③ 相当量の資金を取り扱い、海外への送金や海外で現金の取扱いを行う場合 

◎ 海外の送金先の口座等の確認を行う。 

・金融機関を介して海外送金を行う場合、送金先の国・地域の金融機関宛ての送金を行っても問題がないことを

確認する。 

・海外の送金先の口座は、送金しようとしている団体等の正式な口座であることを確認する。 など 

◎ 海外への資金送金や現金の移動を行った場合、相手側が受領したことを確認でき  

る手段を持つ。 

 

エ 中期的収支均衡に関する数値及びその計算の明細を記載した書類（認定規則第15条から第

23条まで） 

オ 公益目的事業比率に関する数値及びその計算の明細を記載した書類(認定規則第24条から

第32条まで) 

カ 使途不特定財産額に関する数値及びその計算の明細を記載した書類（認定規則第33条から

第37条まで） 

キ 公益充実資金について公表事項を記載した書類（認定規則第23条第1項第２号） 

ク 公益目的事業継続予備財産について公表事項を記載した書類（認定規則第37条第１項及

び第２項） 

ケ 特定費用準備資金について備置き・閲覧等の措置が講じられるべき事項を記載した書類（認

定規則第31条第３項第５号） 

コ 資産取得資金について備置き・閲覧等の措置が講じられるべき事項を記載した書類（認定規

則第36条第４項） 

サ 指定寄附資金について備置き・閲覧等の措置が講じられるべき事項を記載した書類（認定規

則第36条第５項） 
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〇 財務規律の適合状況等について、透明性を確保する必要がある。エからサまでの書類は、計

算書類等に記載されている場合（会計監査人設置法人（定款により会計監査人を設置する法

人）以外の法人は、財務規律適合性に関する明細を財務諸表の附属明細書として作成しない

ことができるとされている（公益法人会計基準運用指針））又は該当するものがない場合は作成

を要しない（認定規則第46条第３項）。193194 

（公益充実資金及び公益目的事業継続予備財産） 

公益充実資金については規則第23条第1項第２号（第５章第１節第1（３）イ参照）、公益目

的事業継続予備財産については、認定法第16条第３項（第５章第１節第３（２）③参照））により、

必要事項を公表する必要がある。公表が必要な情報は計算書類等又はエ若しくはカの書類に

含まれている場合には、キ又はコの書類として改めて提出する必要はない。 

 （特定費用準備資金） 

特定費用準備資金（第５章第２節第１（２）④参照）については、資金を目的外に取崩す場合

における特別の手続の定め並びに積立限度額及びその算定の根拠を記載した書類を備置き、

閲覧の措置が講じられていることが必要である。計算書類等又はカに掲げる書類において提出

されている情報については、ケの書類として改めて提出する必要はない。特別の手続の定めに

ついて計算書類等においては任意記載事項であるため、計算書類等に記載していない場合は、

備置きしている当該書類の提出が必要となる。 

 （資産取得資金） 

  資産取得資金（第５章第１節第３（２）エ参照）については、資金を目的外に取崩す場合にお

ける特別の手続の定め、積立限度額及びその算定根拠について、その内容を記載した書類が

備置き、閲覧等の措置を講じられていることが必要である。計算書類等又はカに掲げる書類に

おいて提出されている情報については、コの書類として改めて提出する必要はない。特別の手

続の定めについて計算書類等においては任意記載事項であるため、計算書類等に記載してい

ない場合は、備置きしている当該書類の提出が必要となる。 

 （指定寄附資金） 

 指定寄附資金（第５条第１節第３（２）カ参照））については、広く一般に募集されたものである

場合には、その旨、募集期間、受け入れた財産の合計額、募集の方法、募集に係る財産の使

途として定めた内容、金銭以外のものがある場合にその金銭以外のものの内容、広く一般に募

 
 
193 それぞれの内容については、各規律（認定法第14条～第16条等）参照。 
194 令和７年４月より前に開始した事業年度におけるエ～コの書類の取扱いについて、①現行制度に従って作成

した別表 A、別表 B 及び別表 C を、それぞれ、エ、オ及びカに係る書類として取り扱い、キ及びクについては対

象となるべき事項がないものとして取扱い、ケ、コ及びサについては、それぞれ、旧制度における、特定費用準備

資金、資産取得資金及び５号財産・６号財産に係る規律の下で改正前の認定規則第18条・第22条の規定に従

い、備置き・閲覧等の措置が講じられた書類を、それぞれ、ケ、コ及びサに係る書類として取り扱うものとする。 
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集されたものでない場合には、当該財産を交付した者の個人又は法人その他の団体の別（国若

しくは地方公共団体又はこれの機関である場合にはこれらの名称）、受入日、受け入れた財産

の合計額、当該財産を交付した者の定めた使途の内容、金銭以外のものがある場合の金銭以

外のものの内容を、備置き、閲覧等の措置が講じられていることが必要である。 

 

⑤ 事業報告の記載事項について 

〇 事業報告は、申請書及び事業計画に記載された公益法人の事業の実施状況等について、社

員や評議員及び寄附者その他の国民に対して説明責任を果たすために作成される書類と言え

る。 

〇 事業報告には、法人法に基づき、①法人の状況に関する重要な事項、②体制の整備につい

ての決定又は決議の内容が有る場合のその内容及び運用状況の概要について記載が必要（法

人法規則第34条）とされているが、これらに加え、令和６年の制度改正により、③各事業年度に

おける公益目的事業の実施状況、④当該公益法人の運営体制の充実をはかるための取組を

記載しなければならないこととなった（認定法第21条第４項、認定規則第53条）。 

〇 公益目的事業の実施状況として、申請書に記載され、事業計画において具体的な実施方法

や規模等が示された公益目的事業の実績（実際にどのように実施されたのか）を示すことが求

められる。事業の公益性を確保する取組の実績（チェックポイントに適合することの説明、事業

計画書に記載された事項の取組の説明等を含む。）や、申請書において、事業報告に記載する

旨記載されている事項についての記載が必要である。また、申請書に記載された公益目的事業

との対応関係（公1-1等の公益目的事業の体系の中での位置付け）を明らかにする必要がある。

このほか、公益目的事業の質を改善するための自主的な取組、公益目的事業の成果や、公益

目的事業の実績に対する測定・評価（インパクト測定・マネジメント等）などについて記載するなど、

より一層の透明性の確保を図ることが望ましい。また、ボランティアによる役務の提供を含め、無

償・低廉な価格で資源の提供を受けて事業を実施した場合には、その内容等について記載する

ことも望まれる195。 

〇 また、運営体制の充実を図るための取組196 には、公益法人が自発的に行ったガバナンスに関

する取組を記載する。令和６年の制度改正では、公益法人にガバナンスの更なる充実に向けて

は、各法人が、法人の事業、規模等の多種多様性を踏まえ、それぞれの実態に合ったガバナン

 
 
195 公益目的事業比率の算定（第５章第１節第２（３）③～⑤参照）において、無償の役務提供等を考慮すること

はできるが、会計基準運用指針において、財務諸表上は、無償又は低廉な価格での人的サービスや土地利用

や事務所使用の無償提供について、恣意性を排除した測定に課題があることから、収益として認識しないこととさ

れている。 
196 運営体制の充実については、法人の参考となる事例を今後提供する予定。 
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ス強化策を講ずることが重要であるとの考えの下、運営体制の充実及び透明性の向上を公益

法人の責務とするとともに、事業報告においてその内容を開示することとしている（透明性の向上

に係る取組については、事業報告に記載しなくとも自明であることから、必要的記載事項とはし

ていないが、法人の自主的な取組として記載することは排除されない。）。法人の事業、規模等

の多種多様性を踏まえたそれぞれの実態に合った自主的なガバナンスの充実等の取組を記載

する。例えば、外部理事・監事にどのような者を選任したか、外部理事・監事の役割を全うする

ためにどの様に情報提供等を行っているか、評議員197 の選任及び解任方法等について外部理

事・監事に準じた準則を設ける、理事等からの実質的な影響力行使を排除した評議員選定委

員会を設けるなどといったことも自主的な取組に含まれる。上記体制の整備についての決定又

は決議の内容198 が有る場合のその内容及び運用状況の概要も含まれる。法人法規則第14条

のほか、会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第100条に規定する体制については、

比較的規模の大きい法人には参考になることも多いと考えられる。 

〇 なお、これらは、上記①法人の状況に関する重要な事項に含まれるとも考えられるところ、必

要事項が分かりやすく記載されていれば、事業報告の構成や様式については、法人の自治に委

ねられる。 

 

⑥ 公益認定を受けた後、遅滞なく提出する書類について（認定法第21条第１項第２項括弧内） 

  上記の書類について、公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受

けた後遅滞なく作成することとされている。また、上記の書類に加え、社員名簿を行政庁に提出

することとされている（認定法第22条第１項三番目の括弧内）。 

この規定は、公益認定を受けた時点における公益法人の運営状況等について、行政庁を含

 
 
197 「最終報告」においては、理事が評議員の選任に実質的な影響力を行使するような不当な関与を排除する

方策として、評議員の選任及び解任をするための評議員選定委員会を設けて候補を選任すること等が推奨され

ている。 
198 法人法規則第14条には次に掲げる体制を整備するとされている。 

① 理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

③ 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

④ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

⑤ 監事がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

⑥ ⑤の使用人の理事からの独立性に関する事項 

⑦ 監事の⑤の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

⑧ 理事及び使用人が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制 

⑨ ⑧の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

⑩ 監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる 

費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

⑪ その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
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むステークホルダーが把握できるようにすることを目的とするものであり、分かち決算をした公益

認定を受ける前の事業年度と公益認定を受けた事業年度の終了時点における公益法人の運

営状況や公益目的事業の実施状況等を示すためのものとは区別される。したがって、公益認定

を受けた事業年度の終了後には、当該事業年度の決算を踏まえた書類の作成・提出等が求め

られる。 

その上で、認定法第21条等の趣旨は、公益法人としての活動の透明性を確保することにある

ことを踏まえると、公益法人としての活動の透明性を確保する必要性を超えて、公益認定を受

ける前の一般法人としての活動について透明性を確保する必要性は大きくはない（このため、認

定規則第46条第２項の規定により、同条第１項各号に掲げる書類は作成を要しないこととされ

ている。）。 

   以上を踏まえ、公益認定を受けた日（当該日が公益認定を受けた法人の事業年度の初日で

ある場合を除く。）の属する事業年度において作成等を求める書類について、公益法人としての

透明性を確保するとともに、公益認定を受けた法人の負担軽減の観点から、以下のとおり取り扱

うものとする。 

（ⅰ） 財産目録 

公益認定を受けた日の前日時点で、認定規則第49条に従い作成される必要がある。財産

目録の作成には、通常、決算を必要とするところ、特段の事情がない限り、認定前の期間につ

いて必要な決算手続が行われた後、速やかに提出された場合には、遅滞なく提出されたもの

として取り扱う199。 

（参考） 公益認定を受けた年度に係る計算書類等については、当該事業年度の開始の

日から公益認定を受けた日の前日までの期間と公益認定を受けた日から当該事業年度の

末日までの期間とに分けて作成するものとされており（認定規則第57条第２項）、事業年度

終了後、３か月以内にその双方を行政庁に提出する必要がある（認定法第22条第１項）

200。 

  （ⅱ） 役員等名簿 

公益認定申請の際に提出されたものと同一のものである場合は、当該名簿を備え置くこと

で法令の義務を果たしたものとして取り扱うとともに、提出済である旨を届出書に記載すること

で、提出（第22条２項）があったものと取り扱うこととする。 

（ⅲ） 役員報酬等の支給の基準 

 
 
199 財産目録の作成のみを目的に、一年度内に二度の決算を求めることは、原則として行わない。 
200公益認定を受けた後遅滞なく提出しなければならない書類に分かち決算をした計算書類等は含まれていな

い。 
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（ⅳ） 社員名簿 

法人法第31条に基づき作成している直近の社員名簿。 

（ⅴ） 定款（認定法第13条の規定により届出がある場合を除く。） 

名称について理事が更正した定款（第５章第３節第１参照）を、認定規則第57条第１項第

２号により行政庁が必要と認める書類として提出する。 

 

（３） 閲覧請求等について 

〇 （１）及び（２）に掲げる書類に加え、法人法において作成・備置きが義務付けられている定款、

社員名簿、事業報告及び計算書類等（財産目録等）については、何人も、公益法人の業務時

間内において、閲覧の請求をすることができる（認定法第21条第５項）。 

〇 「業務時間」は、公益法人の実施事業及び法人運営（外部からの問合せへの対応を含む。）

を適切に実施できる「業務時間」であり、閲覧の権利を定めた法律の趣旨に反することのないよ

う、事業の実態に即して、常識的・合理的な範囲で業務時間を定める必要がある。 

なお、事業の実態に即して合理的に定めると、一般的な業務時間より短い業務時間となる場合

には、例えば、法人ウェブサイト上に備置き資料（閲覧の対象から除外できる理事、評議員等の

住所を除いて可）を掲載し公表する等の措置を講ずることが求められる。 

〇 役員名簿及び社員名簿の住所については、当該法人の社員又は評議員以外の者から請求

があった場合には、閲覧の対象から除外することができる（認定法第21条第６項）。 

〇 財産目録等については、公表を前提に作成する必要があり、個人情報の保護等の観点から

公表できない情報は記載すべきではないが、万一、記載されており、当該情報を開示することが

法令に違反する場合には、法令違反となる限度において閲覧の対象から除外することができる。

この場合において、公益法人は、遅滞なく行政庁にその旨を報告しなければならない。 

 

（４） 行政庁への提出等（認定法第22条第１項） 

○ 上記（１）の事業年度開始前に作成する書類については、事業年度開始の日の前日までに、

上記（２）の事業年度終了後に作成する書類については、毎事業年度経過後３月以内に行政

庁に対して提出しなければならない（認定法第22条第1項）。 

〇 （１）の書類については、理事会（社員総会又は評議員会の承認を受けた場合にあっては、当

該社員総会又は評議員会）の承認を受けたことを証する書類を添付する（認定規則第56条）。

この場合において、「公益目的事業の種類及び内容」及び「収益事業等の内容」に係る書類は、

事業内容の変更について決議した理事会の議事録の写しで足りるものとし、過去に提出している

場合には、改めて提出は不要とする（事業内容の軽微な変更等であって理事会の議決を経て

いない場合には、添付は不要）。 
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〇 （２）の書類には、認定法第６条第５号の欠格事由である国税及び地方税の滞納処分を受け

ていないことを確認するため、滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書等を添付する（認

定規則第57条第1項）。 

・ 国税については、公益法人に対し滞納処分を執行した場合には、国税当局から行政庁に対

して通知が行われることとなっていることを踏まえ、法人が、同号に該当しないことを説明した確

認書（様式集64頁参照）の添付があれば、特段の事情により行政庁が必要と認める場合を除き、

納税証明書の添付は不要である（認定規則第57条第１項ただし書）。 

・ 地方税については、当該事業年度における法人の納税義務がある税目の全てに係る納税証

明書を添付する（過去３年以内に滞納処分を受けたことがないことの証明でも可能）。最初の事

業年度の事業報告の際は、認定申請書に添付した納税証明書の対象期間の末日から当該事

業年度の末日までの期間を対象とした納税証明書を添付する。 

〇 また、公益認定を受けた後遅滞なく提出する場合にあっては、認定規則第57条第１項第２号

の書類として、定款（認定法第９条の規定を受けて名称を変更したもの）を添付する（認定法第

13条の規定により名称の変更を含む定款変更の届出がなされた場合を除く。）。 

 

【財産目録等について】（備置き・閲覧、行政庁における公表等の情報開示対象） 

書類 根拠 

定期提出書類 

認定法22条１

項 

事業計画書 

認定法第21条第1項・第５項 

認定規則第45条第１～４号 

〇 

収支予算書 〇 

資金調達及び設備投資の見込

みを記載した書類 
〇 

公益目的事業の種類及び内

容・ 

収益事業等の内容 

○ 

財産目録 

認定法第21条第２項・第５項 

〇 

役員等名簿 〇 

報酬等支給基準 〇 

キャッシュ・フロー計算書 ※１ 
認定法第21条第２項・第５項 

認定規則第46条第１項 

〇 

運営組織に関する重要な事項 

※１ 
〇 
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事業活動に関する重要な事項 

※１ 
○ 

定款        ※１ 法人法第14条・第31条・第32条・第

156条 

認定法第21条第５項 

× 

社員名簿 〇 

＜計算書類等＞ ※１ 

貸借対照表 

損益計算書 

事業報告 

これらの附属明細書 

（監査又は会計監査を受けてい

る場合） 

監査報告 

会計監査報告 

認定法第21条第５項 

法人法第129条第1項・第199条 
〇 

中期的収支均衡の書類 ※１ 
認定法第21条第２項・第５項 

認定規則第46条第１項 
〇※２ 

公益目的事業比率の書類※１ 

認定法第21条第２項・第５項・第５条

第８号・第15条 

認定規則第46条第１項 

〇※２ 

使途不特定財産額の書類※１ 
認定法第21条第２項・第５項 

認定規則第46条第１項 
〇※２ 

公益充実資金の書類 ※１ 
認定法第21条第２項・第５項 

認定規則第23条・第46条第１項 
〇※２ 

公益目的事業継続予備財産の

書類 ※１ 

認定法第21条第２項・第５項・第16条 

認定規則第37条・第46条第１項 
    〇※２ 

特定費用準備資金の書類※１ 
認定法第21条第２項・第５項 

認定規則第31条・第46条第１項 
〇※２ 

資産取得資金の書類 ※１ 

認定法第21条第２項・第５項 

認定規則第36条第３項・第４項・第46

条第１項 

〇※２ 

指定寄附資金の書類 ※１ 
認定法第21条第２項・第５項 

認定規則第36条第５項・第６項・第46
〇※２ 
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条第１項 
 

※１ 書類については、公益認定を受けた後遅滞なく認定法第21条第２項各号に掲げる書類を作

成する場合にあっては、作成を要しない（認定規則第46条第２項）。 

※２ 関連当事者との取引に関する事項、財務規律に関する書類（上記表中の※２）は、計算書

類等（貸借対照表の注記・事業報告など）に記載されている場合及び該当するものがない場

合には作成を要しない（認定規則第46条第３項）。 

 

（５） 行政庁による公表（認定法第22条第２項） 

〇 行政庁は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により公益法人から提出を受けた財産

目録等201を公表するものとされている。 

   「この法律又はこの法律の命令の規定により公益法人から提出を受けた財産目録等」は、第

22条第１項の規定により提出された書類に限らない。 

 

①：公益認定申請書及び添付書類（認定法第７条・認定規則第７条） 

○ 第７条第１項第３号（公益目的事業の種類及び内容）及び第４号（収益事業等の内容）につい

て記載した申請書について、財産目録等に該当するものとして取り扱う（②～⑤において同じ）。  

なお、役員名簿、理事等に支給する報酬等の基準、事業計画書及び収支予算書については、

認定法第21条第１項又は第２項の規定により、公益認定後遅滞なく提出された書類を最初の

公表対象とする運用とする（第５章第２節第１（２）⑥参照）。 

○ また、定款については、申請時に提出された名称を公益法人と改めたものについて提出を求

め、公表対象とする202。 

 

②：変更認定申請書及び添付資料（認定法第11条第２項・第３項／認定規則第１０条） 

 

③：変更届出（添付資料を含む。）（認定法第13条・認定規則第13条） 

 

④：合併等の届出に係る添付資料（認定法第24条・認定規則第59条 

 
 
201 役員等名簿又は社員名簿にあっては、これらに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除く。 
202 公益認定を受けた場合には、その名称中の一般社団法人又は一般財団法人の文字をそれぞれ公益社団

法人又は公益財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなされる（認定法第９条第１項） 
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⑤：地位承継認可申請等に係る資料（認定法第25条・認定規則第60条） 

   新設合併後、新設合併設立法人が、新設合併消滅法人（公益法人に限る。）の事業報告を

出す場合（認定規則第60条第４項）を含む。 

 

○ 公益法人から行政庁が提出を受けた財産目録等（役員等名簿又は社員名簿の個人の住所

の記載部分を除く）については、HP（「公益法人 information」）において公表する。 

従来は、提出された財産目録等について、行政庁に対する閲覧・謄写の請求手続を経て開

示されていたものであるが、改正法施行後は、法人から提出された財産目録等については、提

出された書類がそのまま、閲覧・謄写といった手続を経ることなく、インターネット上で一般公衆

が見ることができる形で公表される。 

〇 書類の公表においては、法人から提出されたものがそのまま掲載される。なお、法人からの提

出書類に個人情報等が誤って含まれていたなどの合理的理由がある場合には、差し替え（提出

書類を公表に適した黒塗りを施すなど）を行うことは可能である。 

〇 令和７年３月３１日までに提出された書類については、法律施行後も、行政庁による公表の対

象外であり、なお従前の例により、行政庁が閲覧・謄写等手続に対応する（令和６年改正法附

則第８条第２項、令和６年改正前の認定法第22条第２項）。 
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第３節 その他規律等 

第１ 名称等（認定法第９条） 

〇 公益認定を受けた一般法人は、その種類に従い、公益社団法人又は公益財団法人という名

称を用いなければならない。定款は当然に変更されたものとみなされる。このため、公益認定を

受けた時点で、定款変更の効力が生じることから、書面の定款上の名称は遅滞なく変更するこ

とが望ましい。 

〇 公益法人は、その高い社会的信用を保つため、名称が保護されており、公益法人ではない者

が公益法人であると誤認される名称等を使用することはできず、何人も不正の目的をもって、他

の公益法人と誤認されるおそれのある名称等を使用することはできない。 

〇 申請法人である一般法人が、株式会社である出捐企業の商号又は商標をその名称に用いる

に当たり、適正な手続を経たものとなっているかは、出捐企業において確認・検討されるべき事

項であり、公益認定申請の審査等において申請法人に確認することはしない。 

 

第２ 寄附の募集に関する禁止行為（認定法第17条） 

〇 公益法人が寄附の募集に当たり不適切な行為を行った場合には、公益法人制度に対する社

会的信用が失われ、寄附などを通じた公益活動に対する国民の意欲が減退し、ひいては公益

法人による公益的な事業活動が阻害されるおそれがある。したがって、このような行為は、公益

目的事業の適正な実施を期待して公益認定を与える認定法の目的に著しく反するものと言える。

そこで、公益法人の従業者による執拗な寄附の勧誘又は要求等寄附金の募集に係る一定の

行為が禁止されている。 

〇 公益法人は、本条に加えて、寄附金を得るための活動において、寄附される財産の使途につ

いて誤認させるおそれがないように配慮義務を課している「法人等による寄附の不当な勧誘の

防止等に関する法律（令和４年法律第105号）」の対象になることにも留意する。 

 

第３ 会計監査人の権限等（認定法第23条） 

〇 公益法人の会計監査人については、法人法第107条第１項の規定によるもの（各事業年度に

係る計算書類（貸借対照表及び損益計算書）及びその附属明細書）のほか、内閣府令で定め

る書類（財産目録及びキャッシュ・フロー計算書）を監査し、会計監査報告に当該監査の結果を

併せて記載し、又は記録しなければならない。 

〇 会計監査人は、上記書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の

基準に準拠して適正に作成・表示されているかを監査するものとする。 
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第６章 監督 

 

第１節 監督の基本方針 

第１ 監督の目的及び監督の基本的考え方 

（１） 監督の目的 

〇 公益法人は、行政庁から公益法人として認定を受け、行政庁の監督の下に置かれる中で、

「公益」を名乗り社会的な信用を得るとともに、高い税制上の優遇措置を受けるなど広く社会的

なサポートを受けている。 

〇 公益法人の監督について、令和６年の制度改正前の制度の下では、 

① 法令で明確に定められた要件に基づく監督 

② 法人自治を大前提としつつ、民による公益の増進のため公益法人が制度に適切に対応で

きるよう支援する 

③ 制度への信頼確保のため必要がある場合は、問題ある公益法人に対し迅速かつ厳正に対

処する 

④ 公益認定申請等の審査、定期提出書類等の確認、立入検査などあらゆる機会を活用して

実態把握に努める 

ことを監督の基本として示していた（「監督の基本的考え方」（平成20年11月21日 内閣府））。

また、立入検査は、公益法人として遵守すべき事項に関する公益法人の事業の運営実態を確

認することを目的に、概ね３年を目途に全ての法人に対する立入検査が一巡するスケジュール

で実施することとするとともに、立入検査の際は、公益法人制度に関する法人の理解を深め、適

切な法人運営の実施を支援する観点から制度の詳細について説明等を行うこととするなど、法

人の運営支援に力点を置くものであった（「立入検査の考え方」（平成21年12月24日（平成26

年5月14日一部改訂）））。 

〇 最終報告では、法人が社会的課題の変化等に対応し、より柔軟・迅速で効果的な公益活動を

展開していくことができるよう、法人の自主的・自律的な経営判断がより尊重される仕組みに転

換するとともに、公益法人のガバナンスや説明責任の充実を図り、国民からの信頼をより強いも

のとする方針が示された。 

その上で、監督については、「法人運営の透明性の一層の向上や、ガバナンスの充実により、

国民によるチェック機能や法人自身の自浄作用の向上を図った上で、なお生ずる不適切な法

人に対しては、公益法人制度の信頼性を確保するため、行政庁が迅速に実効性の高い措置を

講ずる」こととされた。 

〇 不適切な法人が公益法人として存在し続けることは、公益法人制度に対する国民の信頼を失

わせることになるため、法人自治を前提としつつも、最後の防波堤である行政による監督の果た
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す役割は重要である。 

 公益法人制度の適正な運営及び公益法人制度への信頼確保を図り、最終的には「公益の増

進及び活力ある社会」を実現するため、適切に、公益法人の監督を行う。 

〇 以上を踏まえ、今般、ガイドラインにおいて、「監督の基本的考え方」（平成20年11月21日 内

閣府）及び「立入検査の考え方」（平成21年12月24日（平成26年5月14日一部改訂））を更新

し、監督の基本方針、具体的な基準等を示すこととする。 

 

（２） 監督の基本的考え方 

〇 最終報告では、不適切な事案の発生を予防するための一律的なチェックから、「事後的に実

効性の高い措置を講ずる重点的なチェック」へという方針が示されている。 

令和６年の制度改正では、 

① 柔軟・迅速な事業展開を促進する観点から、申請書記載事項（第２章第１節第２参照）に

照らして、事業の公益目的事業該当性（第２章第１節第１参照）に実質的に大きな影響を与

えない変更であって、変更後に不適切な事態が発生した場合には事後の監督手段で是正し

得ると想定されるものは、届出事項とするとの方針の下、収益事業の内容の変更等、これま

での変更認定事項だった事項の一部を届出化するとともに、認定等審査に当たって申請者

に対して求める書類も簡素化・合理化する（第４章第４参照） 

② 財務規律の柔軟化・行政手続の簡素化により、法人の経営判断で柔軟・機動的な事業展

開を可能とする一方、原則として外部理事・監事を義務付けるなど法人のガバナンスの強化

を図るとともに、開示情報の拡大等により法人の説明責任の強化を図る（第３章第１（14）、第

５章第２節第１参照）こととされたが、「事後的に実効性の高い措置を講ずる重点的なチェック」

は、これらの見直しとセットとなるものである。 

〇 新しい公益法人制度の下では、公益法人のガバナンスが確保され、情報が適切に開示されて

国民や寄附者等のステークホルダーが法人の業務の実態を把握できることを前提に、法人自

身が公益目的事業の適正な実施に努め、仮に問題が発生したとしても、法人自らが自浄作用

を働かせ、問題を解消することが期待されている。 

こうした中、行政が従前のような一律・網羅的な細かい監督を行うことは、かえって民間による

公益活動の活力を削ぐことになりかねない。公益法人の自主的・自律的な経営判断を尊重し、

国民によるチェック機能と法人自身の自浄作用により公益法人の適正な運営を確保することを

第一に考え、それでもなお適正な運営が確保されない法人に対して、公益法人制度の信頼性

を確保するために、行政庁が実効性の高い監督措置を講ずることを、監督の基本的な考え方と

する。 
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（参考１） 最終報告では「事後的に実効性の高い措置を講ずる重点的なチェック」へという方針

の下、 下記に取り組むこととされている。本章における考え方は、この内容を踏まえたもので

ある。 

① 現行の定期的・網羅的な立入検査の実施を見直し、内外からの通報や関係省庁との連

携を重視し、着実・迅速な情報収集と事実把握を行い、不適切事案の端緒をつかんだ法

人に対して機動的・集中的に立入検査を実施する。 

② 行政庁における定期提出書類等の事後チェック強化の手法を確立する。特に今般の改

革により変更認定手続のうち届出化する事項は、その事後チェックが実効的なものとなる

ようにする。 

③ 監督・処分に当たっての基本的な考え方をあらかじめ策定・公表することで、法人の予見

可能性を高め、自律や自発的な改善を促しつつ、不適切事案には果断に処分や罰則を

適用する。 

④ 法人に対する行政庁の勧告・命令等の監督処分の実施状況やこれらを踏まえた法人の

改善状況については、内閣府が一覧性をもって公表する。 

⑤ 行政庁による監督を待たずに自律的な改善をした法人に対する監督措置の減免など自

発的改善を促すための方策を検討する。 

 

〇 行政庁は、公益認定等の審査、定期提出書類等の確認、点検調査（定期的な立入検査を言

う。詳細は第６章第４節第３参照）、外部からの情報提供等、日ごろから各種機会を活用して法

人の実態把握に努める。 

実態把握の結果、公益法人のガバナンスが確保されており、十分な情報開示がなされている

と認められる場合には当該法人については、 

・ 点検調査の間隔を長くする 

・ 定期提出書類の確認等で仮に問題が発見された場合であっても、行政庁が直ちに監督

処分等を想定して報告徴収等を行う（第６章第３節参照）ことはせず、まずは法人による自

主的な問題解消を見守る 

等、法人自治を尊重した監督等を実施する。これにより、監督等による公益法人側の負担を軽

減し、公益法人が自主的にガバナンス確保及び情報公開の徹底に取り組むことを促す。 

ただし、法人から助言等を求められた場合、行政庁は適切に対応することとするが、法令等

に即して是正を求める指摘ではないことを明確に示した上で助言等を行う。 

〇 実態把握の結果、公益法人のガバナンスが確保されているか疑義がある場合や、情報開示

が不十分と疑われる場合等、法人による自浄作用が期待できないと考えられる場合は、行政庁

は、是正・改善を求める指摘や報告徴収・立入検査により事実関係の確認を行う。（第６章第３
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節、第４節参照） 

報告徴収や立入検査は、法令等で定められた要件・手続に基づいて行う。また、是正・改善

を求める指摘や報告徴収・立入検査による事実関係の確認は、これらが監督処分等の端緒とし

て行われることを踏まえ、監督の最終的な目的（公益の増進及び活力ある社会の実現）に照ら

して必要な限度にとどめる。 

〇 他方、不適切な事態の発生に対して法人の自浄作用により改善を図っている旨、法人自らの

報告があり、客観的にも改善の事実が認められるような場合には、事案の重大性その他特段の

事情がない限り、既に判明している事実について重ねて報告徴収・立入検査による事実関係の

確認を行うことはしない。 

〇 実態把握や報告徴収・立入検査等により公益認定基準に適合していない等、認定取消し事

由に該当すると疑うに足りる相当の根拠を得た場合は、速やかに勧告を行うとともにその内容を

公表する。法人が正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきこ

とを命令し、その旨を公示する。勧告及び命令は、法令等で定められた要件・手続に基づいて

行う。 

〇 命令によっても必要な措置が講じられなかった場合や、公益認定基準に適合しておらず、かつ

その状態を放置することが公益法人制度への信頼確保に悪影響を及ぼすと考えられる場合等

は、速やかに公益認定を取消し、その旨を公示する。なお、実態把握や報告徴収・立入検査等

により、公益法人が欠格事由に該当していることが明白である等、認定法第29条第1項各号に

該当する場合には、勧告及び命令は要さず、直ちに認定取消しの手続に入る。 

認定取消しは、法令等で定められた要件・手続に基づいて行う。（第６章第６節第３参照） 

〇 最終報告では「不適切事案には果断に処分や罰則を適用する」こととされている。これは、法

律に規定する監督処分等の要件に該当すると認められる場合は、いたずらに指導や報告徴収

等を繰り返すのではなく、法律に基づき、監督処分等を迅速・厳正に行うという趣旨である。 

なお、適切な情報開示は法人の経営判断を尊重する大前提であり、適切な情報開示が実施

されていない法人に対しては、自律的なガバナンスの確保が十分でないことから、必要な監督

処分等を講ずるものとする。 

〇 なお、移行法人（公益目的支出計画を実施中の一般法人をいう。以下同じ。）については公

益目的支出計画の履行を確保する観点から監督を行うこととされており、移行法人が公益の目

的のための支出（整備法第119条第２項第１号各号の支出をいう。）を行う限りにおいて公益法

人と共通の考え方で監督を行う必要があると考えられることから、原則として公益法人の監督に

準じた考え方で監督を行う。 

   すなわち、移行法人については、公益目的支出計画の履行に関係がないその他の運営や法

人のガバナンス全般には監督が及ばず、監督措置の要件が公益法人に比べて限定されている



第６章 監督 
 

220 
 

ことに留意する。 

〇 また、令和６年の制度改正では、運営体制の充実を図るとともに運営における透明性の向上

を図るように努めることを公益法人の責務とするとともに、国は、これらに取り組む法人の取組を

促進するための支援を行うこととされた。 

これを踏まえ、内閣府は、本ガイドライン（事例集を含む。）を作成し、公益法人関係者が公益

法人制度を容易に理解できるよう周知を図るとともに、公益法人の要望に応じた助言を行うこと

などにより、各公益法人の取組を支援することとしている。あわせて、内閣府は、監督に係る透

明性確保及び公益法人の予見可能性の向上のため行った監督処分等の内容を整理し、一覧

性をもって公表することとしている。 

 

 

（参考２）本章の補足 

監督を含め、公益行政は、各行政庁が、それぞれの実情に応じて適切に判断して実施する

ものである。しかし、行政庁の対応に大きな差があることは、法人の誤解や実務の混乱を招く可

能性があり、望ましくない。 

令和６年の制度改正の趣旨は公益法人や国民にも広く周知されているところであり、行政庁

には、手続の簡素化・合理化により認定審査を迅速化し、「事後的に実効性の高い措置を講ず

る重点的なチェック」を行う仕組みを前提とした対応が求められる。そのため、今般、行政庁の

対応の原則を定めるとともに、法人等の予見可能性を高めるため、監督の考え方をガイドライン

に記載するとともに、行った監督処分等の内容を整理・公表することとしたものである。 

内閣府は、監督事例の情報共有や個別の事案への対応についての相談対応を行う等、引き

続き、各行政庁と連携して監督に臨むこととし、その蓄積を踏まえたガイドラインや事例集の内

容を随時見直すこととしており、都道府県においては、それらも参考にして監督に当たっていただ

きたい。 

 

（参考３）事前審査を合理化し、事後チェックの強化を図る例 

①経理的基礎の確認（寄附の状況の審査・確認） 

➣公益認定申請時： 

経理的基礎の充足を証する書類として寄附確約書の提出があった場合、それを裏付け

る証憑類（個人の預金通帳の写し等）までは求めず、寄附確約書上の記載のみの確認に

止める。 

➣事後チェック： 

    寄附確約書のとおりに寄附がなされているかについて検証し、事業実施のための収入が



第６章 監督 
 

221 
 

確保され、事業の実施に支障がないか確認する。(第３章第１（２）①ア参照) 

 

②変更認定手続から届出化された事項（収益事業の追加等）の確認 

➣変更届出時： 

    届出時に提出された書類についての形式的な確認に止める。 

➣事後チェック： 

    定期提出書類等確認時や点検調査時に、事業の実施状況、公益目的事業比率が保た

れているか、収益の繰入れが適切に行われているかなどについて、実態を確認する。 
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第２節 定期提出書類の確認 

〇 事業計画書、事業報告を始めとする定期提出書類は、法人の責任において書類を作成し、

法人として意思決定した上で提出することが求められるものであり、定期提出書類の内容は、そ

れ自体が法人による制度理解及びガバナンスの実情を示すものと言える。 

〇 定期提出書類が提出された場合は、速やかに確認を行い、記入漏れや明白な誤り等があれ

ば事実上の行為として指摘を行う。しかしながら、法人の責任において作成すべき文書の記載

内容について、行政庁が細かく指導することは行わない。なお、「事実上の行為」とは、行政処

分に当たらない行為という趣旨であり、公益法人に応答義務を課すものではなく、あくまで公益

法人による任意の協力を前提とするものであることに留意する。 

〇 そもそも定期提出書類の提出がない法人や、必要な事項の未記載や重大な誤りがある法人

は、情報開示の適正性を欠き、法令遵守が徹底されていないと認められることから、経理的基

礎や技術的能力の欠如が疑われるとして、速やかに監督処分等を行う。 

〇 定期提出書類の確認において、その業務の実態に疑義がある場合は、まずは、事実上の行為

として確認を行う。それによっても疑義が解消されない場合は、報告徴収や立入検査等によっ

て法人の実態を確認する。なお、疑義の程度や問題の重大性・切迫性によっては、速やかに報

告徴収や立入検査を行うことも妨げない。 
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第３節 報告徴収の実施方針（認定法第27条） 

第１ 報告徴収の趣旨 

〇 行政庁及び公益認定等委員会（各都道府県設置の合議制機関）は、公益法人の事業の適

正な運営を確保するため、公益認定等の審査、定期提出書類等の確認、点検調査、外部から

の情報提供等、日ごろから各種機会を活用して法人の実態把握に努めることとしているが、この

ような実態把握の手法だけでは更なる監督上の措置の必要性を判断するために必要な事実を

把握できないことも想定される。そのため、認定法第27条において、「公益法人の事業の適正な

運営を確保するために必要な限度において」、公益法人に対し、「その運営組織及び事業活動

の状況に関し必要な報告」を求めることができることとしている。 

  立入検査と比べると、報告徴収においては、法人として一定の時間をかけて実態把握や検討

を行い、法人としての回答（一般的には、機関決定を得た上で報告することが想定されるところ、

報告徴収の際に明示的に機関決定を求めることも想定される。）を得られるところに特長がある

と考えられる。 

〇 「公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度」や「その運営組織及び事業活

動の状況に関し必要な報告」の範囲は、個別の事案に応じ、第１節第１（１）で述べた監督の目

的や上述の報告徴収の趣旨に照らして判断する。 

〇 第１節第１（１）に記載のとおり、監督は、公益法人制度の適正な運営及び制度への信頼確保

を図る観点から行うものであり、報告徴収は、勧告、命令、公益認定取消しという監督処分等の

必要性を判断するための事実確認の手段である。この観点に照らせば、公益法人制度の適正

な運営及び制度への信頼を脅かす状況には至っておらず、監督処分等の検討の必要性が視

野に入っていない段階（どのような法人に監督処分等を行うかの判断に当たっては第６章第６節

第２参照）では、「公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度」には当たらない

ことが多いと考えられる。 

なお、報告徴収に対する回答において事実関係及び法人としての改善措置等が明確にされ

た場合において、監督処分等を行うまでの必要性はないと判断するときは、監督処分等を行わ

ないこともあり得る。 

〇 また、報告徴収に対する報告をしない場合や虚偽の報告をした場合には罰則を科すことにより、

その実効性を担保することとしていることから、行政庁がその権限を行使するには、それにふさわ

しい必要性や相当性が求められるが、一般には、事実上の行為としての確認で目的を達成でき

ると考えられる場合は必要性や相当性は認められない。 

〇 「その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告」の範囲も、その後の監督処分等の検

討に必要な事項を聴取することとし、単に適正な法人運営を確保する上での懸念点にとどまる

ような事項の確認は「必要な報告」には含まれないことが多いと考えられる。 
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第２ 報告徴収の実施方針 

〇 前述のとおり、報告徴収は、その後の監督処分等を検討するために行う。報告徴収を行う場

面として、例えば、以下のような場合が考えられる。 

① 定期提出書類の確認の結果、申請書の記載に基づかない事業実施や公益認定基準不適

合等の可能性があると認められる場合（法人に対する事実上の行為としての事実確認のみで

は、十分な事実確認ができない場合） 

② 点検調査の結果、申請書の記載に基づかない事業実施や公益認定基準不適合等の可能

性がある事象が発覚し、法人に対して更なる調査等を行う必要があると認められる場合 

③ 認定法等に基づく各種手続（変更認定申請等）の懈怠がある場合 

④ 報道や外部からの情報提供等により、申請書の記載に基づかない事業実施や公益認定基

準不適合等の可能性、コンプライアンス上の課題があると認められる場合 

  

〇 ④の場合、必要な範囲で当該法人や関係府省への照会等により事実上の行為としての事実

確認を行った上で、報告徴収の実施の要否を判断する。なお、外部からの情報提供については、

取扱いに十分注意する（第６章第５節参照）。 

また、不祥事案について公益法人から自主的に報告があった場合は、当該報告内容を精査

の上、さらに報告を求めるべき事項があれば報告徴収を実施する。 

〇 報告を求める内容は、個別の案件に応じて適切に判断する。公益認定基準等適合状況に関

する事実関係のほか、公益認定基準等に不適合となった原因、役員の責任、今後の改善方策

等について報告を求めることが考えられる。 

〇 報告徴収を受けた公益法人は、必要な調査等を行い、法人としての意思決定をした上で報告

する。 

〇 なお、報告を求める期限は、発出後１か月後を標準とするが、個別事案に応じて、緊急性、法

人における調査や意思決定に要する期間等を勘案した上で判断する。 

 

第３ 報告徴収結果の処理 

〇 法人からの報告書を受けた後の対応としては、概ね以下が想定される。 

・ 公益認定基準不適合等の事実が認められる場合は、法人に対し、監督処分等を行う。 

  ただし、法人の行為に悪質性がない場合や報告において法人の自律的な改善措置が明確

に示されている場合等、監督処分等を行う必要がないと判断される場合（第６章第６節第２

参照）には、当該報告内容を了とし、今後の監督において、法人の改善状況を引き続き注視

することとして差し支えない。 

・ 報告徴収事項に対する回答内容について事実確認等の必要がある場合は、法人に対して
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事実上の行為としての照会（法人の役員等との対話を含む。）を行い、その結果を踏まえ、必

要な対応を検討する。 

・ 報告徴収事項に対し十分な回答がなされていない場合は、回答不十分な事項について、再

度の報告徴収を求める。法人が意図的に回答を拒否しているとみられる場合は、行政庁にお

いて罰則の適用（過料に係る裁判所への通知）を検討する。 

 

  



第６章 監督 
 

226 
 

第４節 立入検査の実施指針（認定法第27条） 

第１ 立入検査の趣旨 

〇 行政庁及び公益認定等委員会（各都道府県設置の合議制機関）は、認定法第27条におい

て、「公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において」「その職員に、当

該公益法人の事務所に立ち入り、その運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その

他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる」とされており、基本的には、報

告徴収（第６章第３節参照）と同様の趣旨である。 

〇 報告徴収と同様、立入検査も監督措置の一環と位置付けられており、勧告、命令、公益認定

取消しという監督処分等のための事実確認の手段である。ただし、報告徴収と異なり、職員が実

地に確認することで法人の担当者とコミュニケーションをとりつつ詳細な事実関係を確認すること

ができる一方、法人による調査を必要とするような事項の確認はできないこと、法人の担当者の

見解が必ずしも法人としての意思決定を得たものではないこと等に留意する。   

〇 立入検査には、具体的な監督処分等の必要性の判断を念頭に置いて行う立入検査と、公益

法人による公益目的事業の実施状況等に問題がないか実地に確認することを目的とする立入

検査が存在する。そのため、これまでは、概ね３年を目途に全ての公益法人に対する立入検査

が一巡するスケジュールで立入検査を実施することとしていた。この種の立入検査は、具体的な

監督処分等の必要性の判断を念頭に置いて行うものではないものの、立入検査で問題が発見

されれば監督処分等を行うものであるため、「公益法人の事業の適正な運営を確保するために

必要な限度」に含まれる。 

〇 令和７年度より、内閣府では、内部的に、具体的な監督処分等の必要性の判断を念頭に置い

て随時に行う立入検査を「重点検査」、実態把握のために定期的に行う立入検査を「点検調査」

と区別して扱うこととしており、本ガイドラインにおいても重点検査と点検調査は区別して取り扱う

が、結果的に両者の性質を併せ持つ立入検査も想定され、実際に行われた立入検査がどちら

に該当するか整然と区別することが困難な場合もありうる。 

 

第２ 重点検査 

（１）重点検査の実施方針 

〇 報告徴収と同様に具体的な監督処分等の必要性を検討することを想定している場合や、具

体的な監督処分等の必要性の検討を想定しないまでも事業内容の確認を要すると考えられる

場合、公益目的事業の実施状況等を確認するために行う。そのため、事前に検査のインターバ

ル等を定めることなく、必要に応じて機動的・集中的に行う。 

〇 例えば、以下のような法人に対しては、重点検査によって実態を確認することが考えられる。 

① 定期提出書類の確認や点検調査の結果等により、法人の事業活動の状況等が公益認定
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基準に抵触している可能性があると認められる場合において、その背景、法人運営の実態、

事実関係等を確認する必要が認められる法人 

② 法人内外からの情報提供等により、速やかに事実関係を確認する必要が認められる法人 

③ 過去の監督や審査の経緯に照らし、報告徴収や勧告に対する報告等の内容、定期提出書

類の確認結果等を踏まえ、法人運営の実態について確認する必要が認められる法人 

④ 業務運営を他の主体に依存しており法人の自律的な運営状況を確認する必要性が高い法   

 人 

⑤ 上記のほか、法人運営の実態、事実関係等を直ちに確認する必要が認められる法人 

〇 重点検査を行うに当たっては、直近の事業報告を確認した上で検査に臨むこととし、原則とし

て事前に、立入検査実施通知書を作成し法人へ送付する。 

〇 重点検査においては、事実を的確に把握し、法人に対して客観的に問題点を示した上で、法

人の主張を十分に聴取し、法人の理解や認識を確認することを基本とする。 

 

（２）重点検査結果の処理 

〇 重点検査の結果、公益認定基準不適合等が認められた場合又はその疑いがあると認められ

た場合は、必要に応じて報告徴収により更なる事実確認を行った上で、監督処分等を実施する。 

 

第３ 点検調査 

（１）点検調査の実施方針 

〇 「事後的に実効性の高い措置を講ずる重点的なチェック」の取組の一環として、従来の一律・

画一的な立入検査ではなく、手続及び検査事項等を簡素化した上で、公益法人が遵守すべき

事項についての注意喚起及び制度理解の醸成に努めることを目的として、法人の自己点検、対

話に重点を置いた手法で実施する。 

〇 点検調査においては、法人の実態に応じた助言や注意喚起を行う。例えば、 

 ① 新規に公益認定を受けた法人等、公益認定制度に習熟しておらず、今後の法人運営に不

安を抱いていると考えられる法人に対しては、公益認定後の手続について相談に応じ、法人の

疑問点を解消するとともに、制度理解不十分に起因する理事会運営や財産管理の不備、提

出書類の漏れ等の防止を図る観点から、公益法人制度に係る助言等を行う 

 ② 定期提出書類において、記載誤りや記載漏れなどが多く事務処理能力が十分でないと考

えられる法人に対しては、法人役員と問題を共有する等組織として改善が図られるよう助言等

を行う 

 ③ 定期提出書類の内容が不十分な法人や HP 等による情報開示が殆ど行われていない法人

に対しては、情報開示の必要性に係る助言等を行う 
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ということが考えられる。 

 

〇 点検調査のサイクルについては、基本的には、全ての法人を対象として、概ね10年以内を目

途に、各法人のガバナンス状況や事業内容等に応じて柔軟に判断して実施する。点検調査に

関する計画を策定する際、上記①～③のように注意喚起及び制度理解の醸成を行う必要性が

高いと考えられる法人があれば、優先的に選定する203 。また、関係者の高齢化等により活動が

停滞している法人（特に一定以上の財産を保有している場合）、後日のサービス提供のために

前払いで多額の資金を集めている法人など、法人のガバナンスの状況や事業内容等を踏まえ

て必要性の高い法人については、３～５年程度に一度点検調査を行うことも想定される。 

〇 点検調査を実施する際は、あらかじめその旨をメール等にて法人に連絡する。 

〇 点検調査は、あらかじめ「自己チェックシート」及び「備置き書類一覧」を法人から提出を受け、

相談内容等を把握の上、実施する。調査時には原則として総覧的な書面の確認は行わず、主

として対話により進行することとする。一般的な点検調査の時間は２～３時間程度を想定してい

る。 

 

（２）点検調査結果の処理 

〇 点検調査の結果、法令違反等の重大な問題点が発覚した場合は、必要に応じて、重点検査

や報告徴収の実施を検討するなど、臨機応変に対応する。 

 

  

 
 
203 内閣府においては、新規認定法人については、制度理解の徹底が重要であることも踏まえ、法人運営を支

援する観点から、認定後早期に点検調査を実施することとしている。 
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第５節 情報提供の取扱い 

第１ 情報提供の意義 

〇 本ガイドラインでいう情報提供とは、公益通報を含む行政庁外部からの情報提供の全てを言う。 

〇 公益通報とは、公益通報者保護法（平成16年法律第122号）第２条に規定された要件を満た

す情報提供であり、行政庁は「通報対象について処分又は勧告等の権限を有する行政機関」と

して外部の労働者等から受ける通報（いわゆる２号通報）のことを言う。なお、公益法人制度に

おいて、公益通報の対象となる事実(通報対象事実)は、認定法第５章に規定する罰則又は過

料の対象となる事実である。 

〇 これまでも、情報提供は、公益法人の不適切事案の端緒をつかむ上での重要なものであった。

令和６年の制度改正により、情報開示対象が増えるとともに、公益法人に透明性向上の努力義

務が課されることを踏まえ、法人のステークホルダーを含む国民によるチェックを公益法人の適

正運営の確保の重要な手段と位置付けており、監督における情報提供は、より一層の重要なも

のとなっていることに留意が必要である。 

 

第２ 情報提供の取扱いに係る留意事項 

〇 秘密保持及び個人情報保護を徹底する。 

例えば、「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン（外

部の労働者等からの通報）」（平成17年７月19日（令和４年６月１日一部改正）国の行政機関

向け）では、下記のとおりとされている。各行政庁におかれては、地方公共団体向けガイドライン

も参考に適切に対応する。 

① 通報又は相談への対応に関与した者は、通報又は相談に関する秘密を漏らしてはならない。

② 通報又は相談への対応に関与した者は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、   

又は不当な目的に利用してはならない。 

③ 各行政機関は、特に以下に掲げる事項について十分な措置を取った上で、通報対応の各

段階において遵守すべき事項をあらかじめ取り決めて、通報又は相談への対応に関与する者

に対して十分に周知する。 

ア 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること 

イ 通報者等の特定につながり得る情報（通報者等の氏名、所属等の個人情報のほか、調査 

が通報を端緒としたものであること、通報者等しか知り得ない情報等を含む。）については、 

調査等の対象となる事業者に対して開示しないこと 

ウ 通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場合には、

通報者等の書面、電子メール等による明示の同意を取得すること 

エ ウに規定する同意を取得する際には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該情報を
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開示することによって生じ得る不利益について、明確に説明すること 

オ 通報者等本人からの情報流出によって通報者等が特定されることを防ぐため、通報者等

に対して、情報管理の重要性について十分に理解させること 

〇 公益通報の要件に該当しない情報提供（匿名など）であっても可能な限り公益通報と同様の

取扱いになるように努める。 

 

第３ 情報提供への対応 

〇 行政庁に情報提供があったときは、正当な理由なく通報の受付又は受理を拒んではならない。 

〇 行政庁において情報提供を受け付けたときは、秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、

情報提供の内容となる事実等を把握するとともに、情報提供に関する秘密は保持されること、

個人情報は保護されること、情報提供受付後の行政庁の対応の流れ等を、情報提供者に対し

説明する。 

〇 情報提供内容となる事実について、当該行政機関が権限を有しないときは、権限を有する行

政機関を、情報提供者に対し、遅滞なく教示する。 

〇 情報提供への対応について検討するに当たっては、情報提供内容を裏付ける内部資料、関

係者による供述等の存在のみならず、情報提供者本人による供述内容の具体性、迫真性等を

踏まえ、柔軟かつ適切に対応する。情報提供内容の事実確認については、まずは手持ち情報

（申請書、定期提出書類等）及び公開情報（法人ホームページ等）から行う。なお、情報提供の

内容の真実性が直ちに明らかでない場合においても、公益法人制度の信頼性等に重大な影響

を及ぼす可能性が認められる場合には、同様に対応する。 

〇 調査の実施が必要と判断した場合、法人に接触する当たり、情報提供に関する秘密を保持す

るとともに、個人情報を保護するため、情報提供者が特定されないよう十分に留意しつつ、遅滞

なく、必要かつ相当と認められる方法で行う。 

〇 行政庁は、調査の結果、公益認定基準不適合等が認められた場合若しくはその疑いがあると

認められた場合は、必要に応じて報告徴収等により更なる事実確認を行った上で、監督処分等

を実施する。 
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第６節 監督処分等の適用方針（認定法第28条・第29条） 

第１ 監督処分等の趣旨 

〇 公益法人への監督は、「公益の増進及び活力ある社会の実現」を最終的な目的として、公益

法人制度の適正な運営及び制度への信頼確保を図る観点から行うものであり、公益法人の適

正な運営を担保する手段として、認定法は監督処分等を規定している。 

〇 税制優遇等の社会的サポートを受けつつ、不特定多数の者のために公益目的事業を行う公

益法人については、継続的に公益認定基準に合致していることが要請される。そのため、定期

提出書類等の確認や立入検査等によって公益認定基準に合致しない実態等が判明し、かつ、

法人による自浄作用が期待できず、当該問題を放置することが公益法人制度の信頼に影響を

及ぼすと考えられる場合等は、公益認定基準不適合等の状況を是正するための強制力のある

監督手段が必要となる。 

〇 一方で、公益法人の自主性・自律性を尊重する観点からは、初動の対応として行政庁がいき

なり強制力を伴う命令を発することは望ましくないという考えから、認定法は、まずは法人が自ら

改善措置を講ずることを促すよう、行政庁による勧告を行うこととしている。公益法人が勧告に

正当な理由がなく従わない場合、行政庁は、勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができ

る。公益法人がこの命令に従わないことは、公益認定の必要的取消事由となる。なお、報告徴

収や立入検査は必要に応じて実施するものであり、勧告の前に必ずしも実施しなければならない

ものでないことに留意する。 

 

第２ 監督処分等の適用方針 

〇 認定法上、公益認定基準不適合は任意的取消事由とされており、少しでも公益認定基準に

適合していない事実があれば、全て監督処分等の対象になるわけではない。法人の自主的・自

律的な経営判断を尊重する一方で、「事後的に実効性の高い措置を講ずる重点的なチェック」

の観点からは、果断に監督処分等を行うことも必要であり、このバランスが重要になる。 

〇 どのような法人を監督処分等の対象とするかは、個別事情を踏まえて判断する必要があるが、

当該法人を放置することが公益法人制度への信頼を損ねる可能性が高いと判断される場合に

監督処分等を行うことを基本とする。なお、公益法人による自浄作用が期待できず、かつ、当該

法人を放置することが公益法人制度への信頼を損ねることが明白である場合には、報告徴収

や立入検査を行わずに監督処分等を行うこともあり得る。 

 

（参考４）「公益法人制度への信頼を損ねる可能性が高いと判断される場合」の例 

一般に、公益認定基準不適合、財務規律違反、定期提出書類の提出懈怠（必要な事項

の未記載や重大・明白な誤りを含む。）等は、「当該法人を放置することが公益法人制度へ
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の信頼を損ねる可能性が高いと判断される場合」に該当する。よって、やむを得ない事情が

あったと認められる場合を除き、見直し等の必要な措置を取るべき旨の勧告を行うことを原

則とする。 

  一方、重要ではない事項の記載漏れ、軽微な誤りや誤解による誤りについて直ちに監督

処分等を講ずる必要はなく、事実上の行為として改善事項等を指摘する。 

また、法令違反（第２９条第２項第３号。法人法、個人情報保護法、労働法令、消防関係

法令等の違反）については、一義的には、これらは認定法に基づく監督ではなく、法人のガバ

ナンスの下で法令遵守が図られるべきものであり、公益認定基準である技術的能力の欠如

が疑われるような重大な場合を除き、法令違反があったからと言って直ちに認定法に基づく

監督処分等を検討することはしない。必要に応じ、事実上の行為として改善事項等を指摘

し、法人の改善を促すことを基本とする。 

 

〇 上記を基本的な考え方とした上で、行政庁において、下記に掲げる点も考慮し、監督処分等

を行うかどうかを判断する。 

・ 公益認定基準不適合等の態様・程度（公益法人制度への信頼に対する影響はどの程度か、

どの程度の関係者に不利益を及ぼしているか。） 

・ 故意性の有無（当該違法・不当行為が故意・過失によるものか。） 

・ 常習性の有無（当該違法・不当行為が反復継続して行われたものか、一回限りのものであっ

たのか、期間はどの程度であったか。） 

・ 組織性の有無（当該違法・不当行為が担当者個人の判断で行われたものか、あるいは役員

等が関わっていたものか。） 

・ 悪質性の有無（法人として問題を認識した後に隠ぺいを図るなど悪質な行為が認められたか、

合理的な理由なく是正改善に向けた姿勢がとられないなどの対応がないか、虚偽報告や虚

偽答弁などの事実が認められるか。） 

・ 自律的な改善の姿勢の有無（自律的・自発的な改善を図っているか。） 

・ 法人の運営管理体制の適切性の有無（役職員の法令及び制度等の認識の欠如、ガバナン

ス不全等が根本的な要因となっていないか。） 

○ なお、行政庁は、不利益処分の基準を設定し、かつ、これを公にしておくよう努めなければなら

ない点にも留意する（行政手続法第12条第１項）。 

〇 また、監督処分等を進める中で、法人のガバナンス改善の兆しが見られ、自発的な改善に取

り組む姿勢が見られた場合は、法人による自発的な改善を待つこともあり得る。 

 

（参考５）定期提出書類の提出懈怠に係る内閣府の対応 
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定期提出書類の提出懈怠は明確な法令違反であり、法人のガバナンス能力が疑われる

事案であることから、①によっても提出がなかった場合、速やかに②以降に進めることとしてい

る。 

① 提出期限後２週間提出がない場合 

(a)公文書による督促、(b)報告徴収、(c)立入検査のいずれかを実施する。 

② 上記①後、１か月間程度提出がない場合 

  勧告を実施の上、公表する。 

③ 提出期限後、２か月間程度提出がない場合 

  罰則の適用に係る手続（裁判所への過料事件の通知等）を行う。 

④ 勧告後、実施期限内に提出がない場合 

  命令を行い、公示する。 

⑤ 命令後、１か月間程度提出がない場合 

  公益認定の取消しを行う。 

 

第３ 行政手続法の手続 

〇 公益法人に不利益処分（行政処分）を行う場合（認定法に基づく命令と認定取消しを行う場

合）、行政手続法に基づく意見陳述のための手続を執るとともに、理由を示さなければならない

（行政手続法第13条第１項、第14条第１項）。 

〇 認定法第28条第３項の命令は不利益処分に当たるため、弁明の機会の付与が必要となる

（行政手続法第13条第１項。弁明の機会の付与の代わりに聴聞を行うことも可能。）。弁明の機

会の付与は、書面審理で行うため、公益法人は、弁明書を提出して行う。 

認定取消しを行う場合は、聴聞をしなければならず、弁明の機会の付与に代えることはできな

い（行政手続法第13条第１項）。聴聞は口頭審理であるため、処分の名宛人となるべき者（公

益法人）は聴聞期日に出頭し、意見陳述を行うことになる。 

〇 聴聞等においては、公益法人側が過去の証言を撤回することや新たな反論をしてくることも想

定される。このような場合に備え、行政庁は、明確かつ客観的な証拠を準備すること等が求めら

れる。 

○ このほか、聴聞手続その他不利益処分を行うに当たっては、「行政手続法の施行に当たって

（総務事務次官通知平成６年９月13日付け総管第211号）」の「第三 不利益処分関係」の内

容を踏まえ、適切に行う。 
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第７章 公益法人行政担当室の業務運営方針 

 

第１節 事務処理状況の公表  

〇 認定法第48条は、公益認定等委員会によるその事務の処理状況の公表について定め、委員

会の事務運営の透明性を確保し、公正な事務執行を担保すること、そして国民に対する説明責

任を果たすことを目的としている。 

〇 また、認定法第57条においては、内閣総理大臣及び都道府県知事（行政庁）は、公益法人の

活動の状況、公益法人に対して行政庁がとった措置その他の事項についての調査及び分析を

行い、必要な統計その他の資料の作成を行うとともに、公益法人に関するデータベースの整備

を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提

供できるよう必要な措置を講ずるものとされ、公益法人全体の実態を総合的かつ多面的に明ら

かにし、寄附やボランティアを行うにふさわしい公益法人を比較検討し、選択するために必要な

情報を提供するとともに、公益法人制度があまねく国民に浸透し活用され、社会的課題の解決

に向けた公益活動の一層の活性化に資するものとなることを目的としている。 

〇 具体的には、内閣府（内閣総理大臣及び公益認定等委員会）は、都道府県と共同で運用す

る公益認定等総合システムの業務処理情報や法人から提出された事業報告等のデータから、

毎年度「公益法人の概況及び公益認定等委員会の活動報告」等に、公益認定等委員会の事

務処理状況、公益法人の活動の状況、公益法人に対して行政庁がとった措置その他の事項に

ついての報告、調査を行った結果を取りまとめて、「公益法人 information」において、公表してい

る。 

〇 なお、上記において、各都道府県に設置されている合議制機関の事務処理状況に関するデ

ータについても、公益認定等委員会の事務処理状況に関するデータと併記して公表し、参考と

して移行認可を受けて特例民法法人から移行した一般法人の概況も掲載している。 

○ 最終報告においては、公益法人行政に関する全ての手続のデジタル完結・ユーザビリティの向

上として、内閣府において一元的な情報開示プラットフォームとなる情報システムを整備し、申

請等のデジタル完結、ユーザビリティの向上、行政の提供する情報のオープンデータ化、公益

法人が毎年度提出する定期提出書類作成の負担軽減を図ることとされた。 

 内閣府公益法人行政担当室においては、一元的な情報開示のプラットフォームの提供につ

いて、今後継続した DX 推進により、国民にとって利便性の高い形で公益法人の情報・データ

を提供するシステム整備を進める。 
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第２節 行政庁による公表（認定法第22条第２項） 

〇 公益法人は、不特定かつ多数の者の利益のために、国民からの寄附及び税制優遇措置等の

下活動することから、国民に対し広く情報開示を行い透明性の高い事業運営を行うことが求めら

れている。情報開示により、外部理事、社員、評議員その他の公益法人関係者が公益法人の

業務運営に関する情報を把握し、公益法人のガバナンスを機能させるほか、国民によるチェック

や公益法人関係者に対して気づきの点を指摘すること等を通じて法人のガバナンスの実効性を

高めることが期待される。 

〇 また、法人の財務状況や資金の使途、ガバナンス等に関する透明性が高まることで、国民の

公益法人に対する理解が深まり支援が促進される効果が期待できる。加えて、多くの公益目的

事業の開示情報を容易に比較できる形で公表することにより、透明性高く、質の高い公益目的

事業を効果的に実施する公益法人に対して寄附等の支援が集まることで、民間の公益活動が

全体的に活性化することが期待される。  

〇 公益法人から行政庁に提出された財産目録等（役員等名簿又は社員名簿に記載された事

項中、個人の住所に係る記載の部分を除く。第５章第２節第１参照）について、行政庁による公

表が規定されている（認定法第22条第２項）。「公益法人 information」等のプラットフォームを通

じて情報公開される。 
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第３節 国の支援（認定法第３条の２第２項） 

〇 認定法第３条の２第１項において、公益法人が、より国民からの信頼・協力を得られる存在とし

て更なる発展を遂げるために、ガバナンスの充実や説明責任について公益法人が果たすべき責

務を明記ししている。 

〇 同時に第２項において、公益行政を所管する国に対して、自主的・自律的な公益法人の取組

を後押しすることを義務付け、民間公益の活性化に資する活動を行っていくことを求めている。

例えば①自律的ガバナンス充実や透明性確保の取組の好事例の収集・展開、②その他公益

法人の様々なチャレンジングな取組み事例の紹介、③研修等による人材育成の支援、④インパ

クト測定・マネジメントなどに関する国内外における取組事例調査、事例集の作成・展開、⑤公

益活動を行う他の団体を広く支援している各地の中間支援団体等の支援等、が考えられる。 
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第８章 移行法人 

 

第１節 公益目的支出計画等（整備法第119条）について 

〇 旧制度からの移行期間は平成25年に終了しているが、公益目的支出計画に係る移行認可の

基準（整備法第117条第２号）等については、公益目的支出計画の変更の認可（整備法第125

条）の基準であり、当該基準に準拠して移行法人の監督（整備法第128条・第129条）が行われ

ることを踏まえ、本節でその運用を明らかにする。 

〇 具体的案件における審査及び監督については、法令に照らし、個々の案件ごとに判断する。な

お、法人からの申請内容が具体性を欠き、個別に説明を求めても、内容が不明確である場合に

は、結果として不認可となることがあり得る。 

 

第１ 公益目的支出計画が「適正」であることについて（整備法第117条第２号） 

○ 公益目的支出計画が「適正」であることについては、以下の事項を確認する。 

① 公益目的支出計画に記載された実施事業等204 について、整備法第119条第２項第１号の

「イ」、「ロ」又は「ハ」に該当していること 

② 実施事業等を行うに当たり、特別の利益を与えないものであること 

③ 実施事業を行うのに必要な技術的能力を有していること 

④ 公益目的支出計画における実施事業等に係る収入と支出の計算が整備法及び整備規則

に則って行われていること 

○ なお、公益目的支出計画に記載する実施事業等について、認可申請を行う法人は、公益目

的支出計画に実施事業等ごとに記載することを要し、それぞれについて内容、収益・費用に関

する額等を記載する。収益事業や共益的事業など実施事業に該当しない部分が含まれている

場合にはこれを区分し、実施事業に該当する部分について記述する。 

○ 公益目的支出計画の実施期間については、移行認可の際には、社員等を含む法人の関係者

の意思を尊重し、原則として、法人において定めた期間で認めたものである。一旦、関係者の意

思を尊重して決定されたものである以上、その確実な実施が求められるところであり、変更には

やむを得ない事情や合理的な理由が必要である。 

変更認可は、延長にはやむを得ない事情があり合理的な対応であるのかどうか、及び延長さ

れた期間の全体を通じて確実な実施が見込まれるものであるかどうかの二点が確認された上で

 
 
204 実施事業及び特定寄附を言う（以下同じ。）。実施事業とは、整備法第119条第２項第1号イ又はハに規定

する事業を言う（以下同じ。）。特定寄附とは同ロに規定する寄附を言う。  
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なされる必要がある205。 

 

（１） 公益目的支出計画に記載された実施事業等について、整備法第119条第２項第１号の

「イ」、「ロ」又は「ハ」に該当していることについて 

申請において、実施事業等については事業区分ごとに内容及び収益・費用に関する額等が記

載されており、整備法第119条第２項第１号「イ」、「ロ」又は「ハ」に該当することを要する。また、実

施事業について定款に位置付けられていることを要する。 

 

① 「イ」として記載した支出（事業）について 

当該事業が公益目的事業であるかどうかは、認定法における公益目的事業と同様に判断す

る。 

 

② 「ロ」として記載した支出について 

当該支出（特定寄附）の相手方が、認定法第５条第20号に掲げるいずれかに該当することを

確認する（同号の「ト」として認定令第９条に該当する場合は、その条件を満たすものであることを

確認する）。 

 

③ 「ハ」として記載した支出（事業）について  

○ 当該事業は、民法に基づく旧制度において、旧主務官庁の監督の下において公益に関する事

業と位置付けられており、移行認可の際に、旧主務官庁の意見を尊重して、ハに該当する事業

として認められた事業である。 

〇 移行後において実施事業として「ハ」の事業を新たに追加することはできない（イ（公益目的事

業）の要件を満たす場合には、イに該当する事業として、変更認可手続を経て追加することはで

きる。）。 

 

（２） 特別の利益 

実施事業等を行うに当たり「特別の利益」（認定法と同様の考え方とする。）を与えることとなる事

業又は寄附は、実施事業等とは認められない。 

 

（３） 技術的能力 

実施事業を行うために必要な許認可等の有無を確認するほか、当該実施事業に必要な「技術

 
 
205 FAQ（令和５年12月版）問Ⅹ―１－① 
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的能力」（認定法と同様の考え方とする。）を法人が有しない場合は、その事業は実施事業とは認

められない。 

 

（４） 公益目的支出計画における実施事業等に係る収入と支出の計算が整備法及び整備規則

に則って行われていること206 

【公益目的支出の額】 

整備規則第16条に規定する「公益目的支出の額」のうち、同条第１号の実施事業に係る事業

費とは、実施事業の目的のために要する費用とする207 。また、事業費に含むことができるものの取

扱いについては、認定法と同様の考え方とする。実施事業資産についても、当該実施事業資産を

複数の用途に供している場合には、認定法と同様の考え方とし、当該用途に応じて区分するものと

する。同条第２号の当該事業年度において支出をした特定寄附の額について、整備規則第14条

第１項第１号に規定する時価評価資産を寄附した場合には、 当該資産の算定日（移行の登記の

前日）における時価をもって特定寄附の額とする。 

また、実施事業に係る経常外費用の額も公益目的支出の額に含まれる（整備規則第16条第３

号）。 

【実施事業収入の額】 

整備規則第17条第１項に規定する「実施事業収入の額」のうち同項第１号の「実施事業に係る

収益」とは、原則として次のとおりとする。 

① 実施事業の実施に係る対価としての収益（入場料、手数料等） 

② 使途が実施事業に特定されている収益 

③ 法人においてルールを設定し、実施事業収入と定めた収益 

 また、同項第２号の「実施事業資産から生じた収益」とは、例えば実施事業資産の売却益などが

該当する。なお、使途が実施事業に特定されている積立資産（基金）の運用益について、実施事

業の財源を実施事業に係る収益又は実施事業資産から生じた収益とした場合には公益目的支出

計画が終了しないと予想される場合には、実施事業に係る収益又は実施事業資産から生じた収

益としないことができる。 

【収入・費用に係る調整】 

〇 平成20年会計基準における指定正味財産から一般正味財産への振替えの仕組みの下で、

使途の制約の解除、減価償却の実施及び災害等による消滅により、使途が実施事業に特定さ

 
 
206 法人が公益目的支出計画に記載する「実施事業等」については、支出の総額が収入の総額を上回ることを

要する。なお、複数の実施事業等を盛り込む場合であり、それらの実施事業のうちいくつかの実施事業について

は、支出額が収入額を上回らないものであっても上記を満たす限り可能とする。 
207 費用は、一般純資産（一般正味財産）の部に計上される費用額である。 
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れている指定正味財産を費消した場合には、その費消した指定正味財産額が実施事業の費用

に計上される一方で、その費消した指定正味財産を一般正味財産へ振り替えることに伴って費

用と同額が実施事業の収益に計上されることにより、公益目的財産額が減少しないという現象

を避けるため、使途が実施事業に特定されている指定正味財産（移行の登記をした日の前日ま

でに受け入れたものに限る。）について、使途の制約の解除、減価償却の実施及び災害等によ

る消滅により、当該指定正味財産を一般正味財産へ振り替えることに伴って生じる収益につい

ては、実施事業に係る収益又は実施事業資産から生じた収益としないことができる。 

○ 令和６年会計基準では、指定純資産から一般純資産の振替は通常行わない208 ことから、同

様の調整として、指定純資産（移行の登記をした日の前日までに受け入れたものに限る。）を費

消した場合、当該費消した額を整備規則第16条第１号の「実施事業に係る事業費」に加算する

ことができるものとする。なお、令和６年会計基準では、損益計算書の一般純資産の部・指定純

資産の部の両方で費用が計上されるが、実施事業に係る事業費とは一般純資産の部の費用と

なる。  

  

 第２ 公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれることについて（整備法第117条第２号） 

○ 法人が「公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれること」とは、実施事業等以外の事

業及び管理運営を含む法人活動全般について、その財務的な影響により実施事業等のための

資金が不足するなど公益目的支出計画の安定的な実施が妨げられることがないと見込まれる

こととする。 

○ 多額の借入れ等や資産運用方針の大幅な変更などを行うことにより申請時の収支の見込み

が変更される場合には、事前に行政庁に届け出ることを求める。 

なお、これらの活動により公益目的支出計画が当初の実施期間内に完了しないこととなる場

合には、あらかじめ整備法第125条第１項に規定する公益目的支出計画の変更認可を受けな

ければならない。 

  

第３ 移行法人の計算書類について（整備規則第42条） 

移行法人が行政庁に提出する計算書類の作成について、損益計算書（正味財産増減計算書・

活動計算書）は、内訳表において実施事業等に関する会計（実施事業等会計）を他と区分し、更

 
 
208 実施事業等の廃止等により例外的に指定純資産（移行の登記をした日以降に受け入れたものに限る。）から

一般純資産への振替がある場合、振替額を実施事業に係る収益の額に加算する。 
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に実施事業等ごとに表示する。整備規則第31条第５号の「収支予算書」の作成も同様とする209。 

 

第２節 実施事業等の変更に伴う公益目的支出計画の変更認可の必要性 

第１ 事業を廃止する場合 

（１）事業の一部（例 公○事業の一部）の廃止により計画期間が変わらない又は短くなる場合 

〇 整備規則において、各事業年度の公益目的支出計画の額又は実施事業収入の額の変更が

あり、かつ、計画期間が長くならない場合は、「軽微な変更」に当たることとされている。この反対

解釈として、各事業年度の公益目的支出の額又は実施事業収入の額に変更がなく、結果とし

て計画期間が変わらない場合は、「変更」に該当せず、届出も不要である。そして、計画期間が

変わらない場合に届出が不要であるならば、計画期間が短くなる場合に届出を求める合理的な

理由がないことから、この場合にも届出は不要である。 

〇 整備法が移行法人に対して公益目的支出計画の作成を義務付けた趣旨は、寄附や税制優

遇を受けて形成された移行法人の財産が、適正に公益目的に費消されることを担保することに

あることからすれば、かつて認可を受けた事業の範囲内で公益目的支出計画を実施することが

可能であり、かつ、計画期間が変わらない又は短くなるのであるから、新たに認可を受ける必要

又は届出を行う必要はない（整備法第125条第１項及び整備規則第35条第３号）。 

 

（２）一の事業（例 公○事業）の廃止により計画期間が変わらない又は短くなる場合 

事業の廃止については、公益目的支出計画の記載事項である実施事業の一部が削除されるこ

ととなるため、支出計画に変更があったものとして、認可を受ける必要があるようにも思われる。し

かし、ある一の事業の全部が廃止されることは、当該事業の実績がない状態が継続することと概ね

同義であり、このような場合において認可・届出が必要とされていないこと、また、上述の公益目的

支出計画の作成を義務付けた趣旨を踏まえれば、かつて認可を受けた事業の範囲内で公益目的

支出計画を実施することが可能であり、かつ、計画期間が変わらない又は短くなるのであるから、

変更認可・届出を要する「支出計画の変更」に当たるとまでは言えず、新たに認可を受ける必要又

は届出を行う必要はない（整備法第125条第１項）。 

 

（３）事業廃止により計画期間が長くなる場合 

 
 
209 平成20年会計基準における取扱いは本文のとおりであるが、令和６年会計基準では、活動計算書（従来の

正味財産増減計算書に相当）において実施事業に係る事業収益及び事業費を区分するほか、活動計算書の

注記である「会計・事業区分別内訳」において実施事業会計を区分することとしている。なお、移行法人について

も、令和6年会計基準は、令和7年４月１日以降に開始する事業年度より適用するが、令和10年４月１日より前

に開始する事業年度までは従前の会計基準（平成20年会計基準）を適用することができる。 
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事業の廃止に伴い、計画期間が長くなる場合は、計画変更の認可が必要となる（整備法第125

条第１項及び整備規則第35条第３号イ）。 

 

第２ 事業を追加する場合 

事業を追加する場合、新たに追加する事業が、公益目的支出計画の対象として適当であるか

否かを確認する必要があるため、計画変更の認可が必要となる（整備法第125条第１項及び整備

規則第35条）。 

 

第３節 公益目的支出計画の完了確認請求について 

○ 移行法人は、自ら作成した公益目的支出計画に基づく公益のための支出をすることにより、公

益目的財産額に相当する額の全額を公益の目的に支出した場合には、公益目的支出計画の

実施が完了したことの確認を行政庁に求めることができる（整備法第124条）。 

○ 確認を受けた移行法人は、当該確認を受けた日から公益目的支出計画に基づく支出の義務

が解除され、行政庁による監督や公益目的支出計画実施報告書の提出義務がなくなることと

なる（整備法第123条）



 

 
 

 




